
駒
澤
大
學
佛
教
學
部
論
集　

第
四
十
六
號　

平
成
二
十
七
年
十
月

五
三

〔
204
〕

〈
原
文
〉

開
宝
七
年
、
知
鄜
州
王
亀
従
表
上
、
中
天
竺
摩
伽
陀
国
僧
法
天
、
河
中

府
梵
学
僧
法
進
所
訳
聖
無
量
寿
、
尊
勝
二
経
、
七
仏
讃
。
詔
法
天
等
赴

闕
、
召
見
慰
労
、
賜
紫
衣
。
法
天
姓
刹
地
利
、
徧
通
三
蔵
。
与
其
兄
達

理
摩
犖
義
多
、
西
印
度
僧
尼
囉
、
南
印
度
僧
尼
没
駄
計
哩
帝
等
四
人
同

造
中
国
。
惟
法
天
与
其
兄
得
達
、
余
皆
没
於
路
。
法
天
携
梵
経
至
鄜

州
、
偶
河
中
府
梵
学
僧
法
進
、
其（

与
カ
）詳
経
義
、
始
出
已
上
経
。
法
進
執
筆

廻
綴
、
亀
従
潤
色
之
。
法
天
求
詣
五
台
、
礼
文
殊
、
遂
徧
遊
江
、
浙
、

嶺
表
、
巴
蜀
。
許
之
。

〈
訓
読
〉

開
宝
七
年
、
知
鄜ふ

州
の
王
亀
従
、
表
も
て
中
天
竺
摩
伽
陀
国
僧
法
天
、

河
中
府
梵
学
僧
法
進
訳
す
所
の
聖
無
量
寿
、
尊
勝
の
二
経
、
七
仏
讃
を

上
る
。
詔
し
て
法
天
等
を
し
て
闕
に
赴
か
し
め
、
召
見
慰
労
し
、
紫
衣

を
賜
う
。
法
天
の
姓
は
刹
地
利
、
徧
く
三
蔵
に
通
ず
。
其
の
兄
達
理
摩

犖ら
く

義
多
、
西
印
度
僧
尼
囉
、
南
印
度
の
僧
尼
没
駄
計
哩
帝
等
、
四
人
同と
も

に
中
国
に
造
る
。
惟
だ
法
天
と
其
の
兄
の
み
達
す
る
こ
と
を
得
、
余
は

皆
な
路
に
没
す
。
法
天
、
梵
経
を
携
え
鄜
州
に
至
る
に
、
河
中
府
梵
学

僧
法
進
に
偶あ

い
、
其
れ
経
義
に
詳
ら
か
な
れ
ば
、
始
め
て
已
上
の
経
を

出
す
。
法
進
は
執
筆
廻
綴
し
、
亀
従
は
之
を
潤
色
す
。
法
天
、
五
台
に

『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）

永　

井　

政　

之　
　
　

程　
　
　
　
　

正　
　
　

角　

田　

隆　

真　
　
　

五
十
嵐　

嗣　

郎　
　
　

大　

澤　

邦　

由　
　
　

徳　
　
　
　
　

護　
　
　

長
谷
川　

淳　

一　
　
　

深　

沼　

宥　

祥　
　
　



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

五
四

詣
で
、
文
殊
を
礼
し
、
遂
に
江
、
浙
、
嶺
表
、
巴
蜀
を
徧
遊
す
る
を
求

む
。
之
を
許
す
。

〈
解
説
〉

　

開
宝
七
年
（
九
七
四
）
に
鄜
州
（
陝
西
省
中
部
県
南
）
の
知
事
で
あ

る
王
亀
従
は
天
竺
摩
伽
陀
国
の
僧
法
天
と
河
中
府
の
梵
学
僧
で
あ
る
法

進
が
共
訳
し
た
『
聖
無
量
寿
』『
尊
勝
』
の
二
経
と
『
七
仏
讃
』
を
皇

帝
に
進
上
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
皇
帝
は
法
天
と
法
進
の
二
人
を
宮
廷

に
赴
か
せ
、
召
見
し
慰
労
し
て
、
紫
衣
を
賜
っ
た
。

　

法
天
の
種
姓
は
刹
地
利
（
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
）
で
あ
り
、
三
蔵
に
通
じ

て
い
た
。
法
天
は
兄
の
達
理
摩
犖
義
多
と
西
印
度
の
僧
尼
囉
、
南
印
度

の
僧
尼
没
駄
計
哩
帝
と
共
に
中
国
に
向
か
う
が
、
法
天
と
そ
の
兄
の
み

が
達
し
、
他
二
人
は
途
中
で
死
没
し
た
。
そ
し
て
鄜
州
に
至
っ
て
、
た

ま
た
ま
河
中
府
（
山
西
省
永
済
県
）
の
梵
学
僧
法
進
と
会
う
。
こ
の
法

進
が
経
義
に
通
暁
し
て
い
た
た
め
、
彼
と
協
力
し
て
前
述
の
二
経
と
讃

を
訳
出
し
た
。
共
訳
に
お
い
て
法
天
は
執
筆
・
廻
綴
を
行
い
、
王
亀
従

が
潤
色
を
な
し
た
。
そ
の
後
、
法
天
は
五
台
に
詣
で
て
、
さ
ら
に
各
地

の
名
山
史
跡
を
巡
ら
ん
こ
と
を
皇
帝
に
請
い
、
皇
帝
は
こ
れ
を
許
可
し

た
。

　

法
天
に
つ
い
て
は
〔
214
〕〔
220
〕、
法
進
に
つ
い
て
は
〔
227
〕
も
そ
れ

ぞ
れ
参
照
さ
れ
た
い
。
知
鄜
州
の
王
亀
従
、
及
び
西
印
度
僧
尼
囉
、
南

印
度
の
僧
尼
没
駄
計
哩
帝
に
つ
い
て
は
未
詳
。

　

達
理
摩
犖
義
多
に
つ
い
て
は
、
本
項
の
記
述
に
拠
れ
ば
、
法
天
の
兄

の
名
と
記
さ
れ
る
が
、〔
220
〕
に
は
、
法
天
の
改
名
以
前
の
名
と
記
さ

れ
、『
宋
会
要
』
の
前
後
の
記
述
に
は
錯
綜
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
件
に

つ
い
て
は
後
考
を
俟
ち
た
い
。

　

執
筆
、
廻
綴
、
潤
色
と
は
訳
経
作
業
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ

の
訳
経
作
業
の
役
割
は
九
つ
に
分
課
さ
れ
る
。
一
、「
訳
主
」
二
、「
証

義
」
三
、「
証
文
」
四
、「
書
字
梵
学
僧
」
五
、「
筆
受
」
六
、「
綴て
い
ぶ
ん文
」

七
、「
参
訳
」
八
、「
刊
定
」
九
、「
潤
文
」
の
九
つ
で
あ
る
（
各
々
の

役
割
の
詳
細
は
〔
207
〕
を
参
照
）。
ま
た
、
左
記
に
挙
げ
る
『
続
資
治

通
鑑
長
編
』
巻
二
三
の
記
述
と
対
校
す
る
と
、
こ
こ
で
い
う
執
筆
は

「
筆
受
」
が
行
い
、
廻
綴
は
「
綴
文
」
が
行
い
、
潤
色
は
「
潤
文
」
が

担
当
す
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

同
様
の
内
容
が
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
二
三
に
載
る
。

　
　

�

唐
の
元
和
よ
り
以
後
、
復
た
訳
経
せ
ず
。
江
南
始
め
て
兵
を
用
い

る
の
歳
、
中
天
竺
摩
伽
陀
国
僧
法
天
な
る
者
、
鄜
州
に
至
り
、
河

中
府
に
て
梵
学
僧
法
進
と
共
に
経
義
を
訳
し
、
始
め
て
無
量
寿
、

尊
勝
の
二
経
、
七
仏
賛
を
出
す
。
法
進
、
筆
受
綴
文
す
。
知
州
王

亀
従
、
之
を
潤
色
し
、
法
天
と
法
進
を
し
て
経
を
闕
下
に
献
ぜ
し

む
。
太
祖
、
召
見
慰
労
し
、
賜
う
に
紫
方
袍
を
以
て
す
。
法
天
、

名
山
に
遊
ば
ん
こ
と
を
請
え
ば
、
之
を
許
す
。

�

（
中
華
書
局
本
、
第
三
冊
、
五
二
二
頁
）

　

ま
た
、『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三
も
同
様
の
内
容
を
載
せ
る
。

　
　

�

知
鄜
州
（
音
は
孚ふ

な
り
、
鄜
延
路
に
あ
り
）
王
亀
従
、
表
も
て
称



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

五
五

す
る
に
、
中
天
竺
三
蔵
法
天
至
り
て
、
聖
無
量
寿
経
、
七
仏
讃
を

訳
す
。
河
中
府
に
て
梵
学
沙
門
法
進
執
筆
綴
文
し
、
亀
従
潤
色

す
。
詔
し
て
法
天
を
し
て
闕
に
赴
か
せ
召
見
慰
問
し
、
紫
方
袍
を

賜
う
。
○
河
中
府
沙
門
法
進
、
三
蔵
法
天
に
請
い
て
経
を
蒲
津

（
蒲
州
河
中
府
）
に
お
い
て
訳
さ
し
む
。
守
臣
表
進
す
。
上
こ
れ

を
覧
じ
大
い
に
説
び
、
召
し
て
京
師
に
入
ら
し
め
、
始
め
て
訳
事

を
興
す
。�

（
大
正
蔵
四
九
、
三
九
八
ａ
）

こ
の
『
仏
祖
統
紀
』
の
記
述
で
は
訳
出
し
た
経
等
と
し
て
『
聖
無
量
寿

経
』
と
『
七
仏
讃
』
の
二
種
の
み
を
挙
げ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
鄜
州
に
お
け
る
法
天
と
法
進
の
仏
典
翻
訳
は

北
宋
の
訳
経
事
業
の
先
駆
け
で
あ
り
、
訳
経
院
の
設
置
等
、
太
宗
が
訳

経
政
策
を
興
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
法
天
の
経
典

訳
出
の
年
代
等
に
は
議
論
が
あ
る
。
詳
細
は
〔
227
〕
を
参
照
。

�

〈
深
沼
〉

〔
205
〕

〈
原
文
〉

太
宗
太
平
興
国
三
年
三
月
、
開
宝
寺
僧
継
従
等
自
西
天
廻
、
献
所
得
梵

夾
経
等
、
詔
賜
継
従
等
紫
衣
。
自
是
毎
献
者
、
多
詔
賜
方
袍
焉
。

〈
訓
読
〉

太
宗
太
平
興
国
三
年
三
月
、
開
宝
寺
僧
継
従
等
、
西
天
よ
り
廻
り
、
得

る
所
の
梵
夾
の
経
等
を
献
ず
れ
ば
、
詔
し
て
継
従
等
に
紫
衣
を
賜
う
。

是
よ
り
献
ず
る
者
あ
る
毎
に
、
多
く
は
詔
し
て
方
袍
を
賜
う
。

〈
解
説
〉

　

太
宗
の
太
平
興
国
三
年
（
九
七
八
）
三
月
、
開
宝
寺
の
僧
継
従
ら
が

西
天
よ
り
帰
還
し
、
入
手
し
得
た
梵
夾
の
経
等
を
太
宗
に
献
上
し
た
の

で
、
太
宗
が
継
従
ら
に
紫
衣
を
賜
っ
た
。
そ
の
後
、
経
等
を
献
上
す
る

者
に
対
し
て
、
し
ば
し
ば
方
袍
（
袈
裟
）
を
下
賜
し
た
。

　
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三
に
同
様
の
記
述
が
載
る
。

　
　

�（
太
平
興
国
三
年
三
月
）
開
宝
寺
沙
門
継
従
等
、
西
天
よ
り
還
り
、

梵
経
、
仏
舎
利
塔
、
菩
提
樹
の
葉
、
孔
雀
の
尾
の
払
を
献
ず
。
並

べ
て
紫
の
方
袍
を
賜
う
。�

（
大
正
蔵
四
九
、
三
九
七
ｂ
）

　

開
宝
寺
の
僧
継
従
に
つ
い
て
は
未
詳
。

�

〈
深
沼
〉

〔
206
〕

〈
原
文
〉

五
年
、
北
天
竺
迦
湿
弥
羅
国
僧
天
息
災
、
烏
填（

曩
欠
カ
）
国
僧
施
護
至
京
。
詔
賜

紫
衣
。
又
令
天
息
災
等
与
法
天
、
閲
旧
献
梵
夾
。
太
宗
崇
尚
釈
教
、
又

以
梵
僧
暁
二
方
言
、
遂
有
意
於
翻
訳
焉
。

〈
訓
読
〉

五
年
、
北
天
竺
迦
湿
弥
羅
国
の
僧
天
息
災
、
烏
填
曩
国
の
僧
施
護
、
京

に
至
る
。
詔
し
て
紫
衣
を
賜
う
。
又
た
天
息
災
と
法
天
を
し
て
旧
く
に

献
ず
る
梵
夾
を
閲
せ
し
む
。
太
宗
、
釈
教
を
崇
尚
し
、
又
た
梵
僧
の
二



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

五
六

方
の
言
に
暁あ
き
らか
な
る
を
以
て
、
遂
に
翻
訳
に
意
有
り
。

〈
解
説
〉

　

太
宗
太
平
興
国
五
年
（
九
八
〇
）
に
北
天
竺
迦カ
シ
ミ
ー
ル

湿
弥
羅
国
（
印
度
の

西
北
境
）
の
僧
天
息
災
と
烏
填
国
（
今
の
ス
ワ
ー
ト
河
流
域
地
方
）
の

僧
施
護
が
入
京
し
、
そ
れ
に
対
し
て
太
宗
は
彼
ら
を
優
遇
し
、
紫
衣
を

賜
っ
た
。
そ
し
て
、
以
前
に
献
上
さ
れ
て
い
た
梵
夾
の
経
を
彼
ら
に
訳

出
さ
せ
た
。
太
宗
は
仏
教
を
尊
崇
し
、
ま
た
梵
僧
ら
が
梵
語
と
中
国
語

の
両
方
に
精
通
し
て
い
た
た
め
、
そ
こ
で
本
格
的
な
訳
経
事
業
を
開
始

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
烏
填
国
」
に
つ
い
て
、
本
項
原
文
で
は
、「
烏
填
国
」
と
記
さ
れ
て

い
る
が
、『
宋
会
要
』「
蕃
夷
」
の
施
護
に
関
す
る
条
に
は
「
烏
填
曩

国
」
と
あ
り
（
第
八
冊
、
七
七
四
四
頁
、
蕃
夷
四
―
八
九
）、
ま
た
既

述
の
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
二
三
と
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三
の
条
に

お
い
て
も
「
烏
填
曩
国
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
項
で
は

「
曩
」
の
字
を
（
欠
カ
）
と
し
た
。

　
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
二
三
も
同
内
容
を
載
せ
る
。

　
　

�

上
即
位
の
五
年
。
又
た
北
天
竺
迦
湿
弥
羅
国
の
僧
天
息
災
、
烏
填

曩
国
の
僧
施
護
、
継
い
で
至
る
。
法
天
、
天
息
災
等
の
至
る
を
聞

き
、
亦
た
京
師
に
帰
る
。
上
、
素
よ
り
釈
教
を
崇
尚
す
れ
ば
、
即

ち
召
し
て
天
息
災
等
を
し
て
、
乾
徳
以
来
、
西
域
よ
り
献
ぜ
ら
る

る
梵
夾
を
閲
せ
し
む
。
天
息
災
等
、
皆
な
華
言
に
暁
か
な
る
。

上
、
遂
に
翻
訳
に
意
有
り
。
因
み
に
内
侍
鄭
守
鈞
に
命
じ
て
太
平

興
国
に
就
き
て
訳
経
院
を
建
て
し
む
。

�

（
中
華
書
局
本
、
第
三
冊
、
五
二
二
―
五
二
三
頁
）

　

ま
た
同
様
の
記
事
が
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三
に
も
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
天
息
災
等
の
渡
来
僧
に
よ
っ
て
北
宋
太
祖
の

乾
徳
（
九
六
三
―
九
六
七
）
よ
り
献
じ
ら
れ
て
い
た
梵
夾
が
訳
出
さ

れ
、
ま
た
太
宗
が
彼
ら
の
語
学
力
に
頼
っ
て
訳
経
事
業
を
本
格
的
に
再

開
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

な
お
、
天
息
災
に
つ
い
て
は
〔
219
〕
を
、
施
護
に
つ
い
て
は
〔
225
〕
を

参
照
。

�

〈
深
沼
〉

〔
207
〕

〈
原
文
〉

是
年
、
詔
中
使
鄭
守
約（
鈞
カ
）就
太
平
興
国
寺
大
殿
西
度
地
作
訳
経
院
。
中
設

訳
経
堂
、
其
東
序
為
潤
文
堂
、
西
序
為
正
義
堂
、
訳
経
僧
以
次
分
設
堂

室
。
至
七
年
六
月
院
成
、
召
天
息
災
等
三
人
入
院
。
賜
天
息
災
号
明
教

大
師
、
法
天
号
伝
教
大
師
、
施
護
号
伝（

顕
カ
）教
大
師
、
令
以
所
齎
梵
本
各
訳

一
経
上
進
。
詔
梵
学
僧
法
進
・
常
謹
・
清
沼
等
筆
受
綴
文
、
又
命
光
禄

卿
楊（
湯
カ
）悦
、
兵
部
員
外
郎
張
洎
潤
色
、
殿
直
劉
素
為
都
監
。
悦
等
言
、
天

息
災
等
所
述
自
古
訳
経
儀
式
、
将
欲
翻
経
於
本
院
、
建
立
道
場
。
施
護

請
於
東
堂
面
西
粉
布
聖
壇
、
壇
開
四
門
、
梵
僧
四
、
各
主
其
一
、
持
秘

密
呪
七
昼
夜
。
又
設
木
壇
、
作
聖
賢
位
布
聖
賢
字
輪
、
目
曰
大
法
曼
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五
七

挐
。
衆
迎
請
聖
賢
、
閼
伽
沐
浴
、
香
花
灯
塗
、
菓
実
飲
食
、
二
時
供

養
、
礼
拜
旋
繞
、
請
祈
民
祐
、
以
殄
魔
障
。
僧
羅
曰（
日
カ
）二
時
虔
祷
。
訳

曰（
日
カ
）、
第
一
訳
主
当
面
正
坐
、
前
梵
学
。
其
左
第
二
証
梵
義
梵
僧
、
与
訳

主
評
量
梵
義
。
第
三
証
梵
文
梵
僧
、
聴
訳
主
高
読
梵
文
、
以
験
差
誤
。

其
右
第
四
梵
学
僧
、
観
焚（
梵
カ
）夾
、
当
聴
訳
主
宣
讃
読
、
書
為
隷
字
。
第
五

梵
学
僧
筆
受
、
第
六
梵
学
僧
刪
綴
成
人（
文
カ
）。
第
七
証
義
僧
参
詳
向
義
、
第

八
字
梵
学
僧
刊
定
字
。
第
九
潤
文
官
、
於
僧
衆
南
別
設
位
、
参
詳
潤

色
。
訳
僧
毎
日
沐
浴
、
厳
潔
三
衣
坐
具
、
威
儀
整
粛
。
凡
入
法
筵
、
依

位
而
坐
、
不
得
紊
乱
。
翻
訳
応
須
受
用
、
悉
従
官
給
。
訳
之
日
、
別
設

斎
席
。
訳
文
有
与
御
名
廟
諱
同
者
、
前
代
不
避
、
於
礼
未
允
。
若
変
文

避
諱
、
慮
妨
経
義
。
今
欲
依
国
学
九
経
書
御
名
回
避
、
諱
但
闕
点
画
。

詔
御
名
不
避
、
余
悉
従
之
。

〈
訓
読
〉

是
の
年
、
詔
し
て
中
使
鄭
守
鈞
に
太
平
興
国
寺
大
殿
の
西
に
就
い
て
地

を
度は
か

り
て
訳
経
院
を
作
ら
し
む
。
中
に
訳
経
堂
を
設
け
、
其
の
東
序
を

潤
文
堂
と
為
し
、
西
序
を
正
義
堂
と
為
し
て
、
訳
経
僧
を
次
で
を
以
て

分
か
ち
堂
室
を
設
く
。
七
年
六
月
に
至
り
院
成
り
、
天
息
災
等
の
三
人

を
召
し
て
入
院
せ
し
む
。
天
息
災
に
号
明
教
大
師
、
法
天
に
号
伝
教
大

師
、
施
護
に
号
顕
教
大
師
を
賜
い
、
齎
す
所
の
梵
本
を
以
て
各
お
の
一

経
を
訳
さ
せ
上
進
せ
し
む
。

詔
し
て
、
梵
学
僧
の
法
進
・
常
謹
・
清
沼
等
を
筆
受
・
綴
文
と
し
、
又

た
光
禄
卿
の
湯
悦
、
兵
部
員
外
郎
の
張ち
ょ
う
き洎
に
潤
色
を
命
じ
、
殿
直
の
劉

素
を
都
監
と
為
す
。

悦
等
の
言
く
、
天
息
災
等
の
述
ぶ
る
所
は
古
よ
り
の
訳
経
の
儀
式
な
り
、

将
に
本
院
に
於
い
て
経
を
翻
ず
る
に
、
道
場
を
建
立
せ
ん
と
欲
す
。
施

護
は
東
堂
に
於
い
て
西
に
面
し
て
聖
壇
を
粉
布
す
る
こ
と
を
請
い
、
壇

の
四
門
を
開
い
て
、
梵
僧
四
、
各
お
の
其
の
一
を
主
り
、
秘
密
呪
を
持

す
る
こ
と
七
昼
夜
な
り
。
又
た
木
壇
を
設
け
て
聖
賢
位
と
作
し
、
聖
賢

の
字
輪
を
布
き
、
目な

づ
け
て
大
法
曼
挐
と
曰
う
。
衆
は
聖
賢
を
迎
請
し

て
閼あ

伽か

沐
浴
し
、
香
花
灯
塗
、
菓
実
飲
食
も
て
、
二
時
に
供
養
し
、
礼

拝
旋
繞
し
て
民
の
祐
を
祈
る
を
請
い
、
以
て
魔
障
を
殄
く
す
。
僧
羅あ

み

せ

し
日
、
二
時
に
虔
祷
す
と
。

訳
の
日
、
第
一
の
訳
主
は
当
面
に
正
坐
し
、
梵
学
を
前
に
す
。
其
の
左

に
あ
る
第
二
の
証
梵
義
は
梵
僧
に
し
て
、
訳
主
と
梵
義
を
評
量
す
。
第

三
の
証
梵
文
は
梵
僧
に
し
て
、
訳
主
の
高
く
梵
文
を
読
む
を
聴
き
、
以

て
差
誤
を
験
す
。
其
の
右
に
あ
る
第
四
の
梵
学
僧
は
、
梵
夾
を
観
て
、

当
に
訳
主
の
讃
を
宣
べ
読
む
を
聴
き
、
書
し
て
隷
字
と
為
す
。
第
五
の

梵
学
僧
は
筆
受
な
り
、
第
六
の
梵
学
僧
は
刪け

ず

り
綴
り
て
文
と
成
す
。
第

七
の
証
義
僧
は
義
を
参
詳
し
、
第
八
の
字
の
梵
学
僧
は
字
を
刊
定
す
。

第
九
の
潤
文
官
は
、
僧
衆
の
南
に
別
に
位
を
設
け
、
参
詳
、
潤
色
す
。

訳
僧
は
毎
日
沐
浴
し
、
三
衣
、
坐
具
を
厳
潔
し
、
威
儀
を
整
粛
に
す
。

凡
そ
法
筵
に
入
る
と
き
は
、
位
に
依
り
て
坐
し
、
紊
乱
す
る
を
得
ず
。

翻
訳
の
応
に
須
い
る
と
こ
ろ
の
受
用
は
悉
く
官
よ
り
給
す
。
訳
の
日
に

は
、
別
に
斎
席
を
設
く
。
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五
八

訳
文
に
御
名
・
廟
諱
と
同
じ
も
の
有
ら
ば
、
前
代
に
は
避
け
ざ
れ
ど

も
、
礼
に
於
い
て
未
だ
允
さ
れ
ず
。
若
し
文
を
変
え
て
諱
を
避
く
れ
ば

経
の
義
を
妨
げ
ん
こ
と
を
慮
る
。
今
、
国
学
の
九
経
書
に
依
り
て
御
名

を
回
避
す
る
に
、
諱
は
但
だ
点
画
を
闕
く
の
み
と
せ
ん
と
欲
す
。
詔

す
、
御
名
を
避
け
ず
、
余
は
悉
く
之
れ
に
従
え
と
。

〈
解
説
〉

　

本
項
は
訳
経
院
の
建
設
と
そ
の
体
制
、
運
営
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。

な
お
、
本
項
に
関
連
す
る
記
事
は
、『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三
（
大
正
蔵

四
九
、
三
九
八
ａ
―
ｂ
）、『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
二
三
（
中
華
書
局

本
、
第
三
冊
、
五
二
二
―
五
二
三
頁
）、『
伝
法
院
碑
銘
』（『
文
荘
集
』

巻
二
六
、『
四
庫
全
書
珍
本
』
第
二
四
七
冊
所
収
）
に
も
見
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
訳
経
院
の
建
設
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

太
平
興
国
五
年
（
九
八
〇
）、
詔
に
よ
り
中
使
（
宮
中
か
ら
の
使
者
、

宦
官
）
の
鄭
守
鈞
に
太
平
興
国
寺
大
殿
の
西
側
を
測
ら
せ
て
訳
経
院
を

建
設
さ
せ
た
。
訳
経
院
は
、
中
央
に
訳
経
堂
を
設
け
、
そ
の
東
側
に
潤

文
堂
、
西
側
に
正
義
堂
を
置
き
、
訳
経
僧
の
序
列
に
し
た
が
っ
て
堂
室

内
の
席
次
を
定
め
た
。
太
平
興
国
七
年
（
九
八
二
）
の
六
月
に
訳
経
院

は
完
成
し
、
訳
経
院
の
指
導
者
と
し
て
天
息
災
等
三
人
の
訳
経
僧
を
任

命
し
入
所
さ
せ
た
。
天
息
災
に
は
明
教
大
師
の
号
を
、
法
天
に
は
伝
教

大
師
の
号
を
、
施
護
に
は
顕
教
大
師
の
号
を
賜
わ
り
、
彼
ら
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
梵
文
原
本
か
ら
各
々
一
つ
の
経
を
翻
訳
さ
せ
て
皇
帝
に

献
上
さ
せ
た
。

　

鄭
守
鈞
に
つ
い
て
は
、『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
二
三
に
は
「
内
侍

鄭
守
鈞4

」
と
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
き
改
め
た
。「
内
侍
」
は
宮
中
で
天

子
の
そ
ば
に
仕
え
る
宦
官
で
あ
る
が
、
鄭
守
鈞
の
伝
に
つ
い
て
は
未
見

で
あ
る
。

　

ま
た
、
原
文
で
は
施
護
の
大
師
号
は
「
伝4

教
大
師
」
と
な
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
原
文
の
法
天
の
大
師
号
と
同
じ
で
あ
り
、『
仏
祖
統
紀
』

巻
四
三
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
顕4

教
大
師
」
に
よ
っ
て
改
め
た
。

　

次
に
、
訳
経
院
の
翻
訳
作
業
を
分
担
す
る
者
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　

詔
勅
に
よ
っ
て
、
梵
学
僧
（
梵
語
に
通
じ
て
い
る
僧
）
の
法
進
、
常

謹
、
清
沼
等
を
筆
受
・
綴
文
と
し
、
光
禄
卿
（
飲
食
を
司
る
役
職
）
の

湯
悦
と
兵
部
員
外
郎
（
次
官
）
の
張
洎
に
潤
色
（
訳
文
を
脚
色
す
る

役
）
を
命
じ
、
殿
直
（
天
子
の
そ
ば
に
仕
え
る
武
官
）
の
劉
素
を
都
監

（
公
事
を
掌
る
役
）
と
し
た
。

　

法
進
に
つ
い
て
は
、〔
227
〕
を
参
照
。
常
謹
・
清
沼
に
つ
い
て
は
、

『
大
中
祥
符
法
宝
録
』（
中
華
蔵
北
京
版
七
三
所
収
）
に
訳
経
に
お
け
る

筆
受
（
も
し
く
は
兼
綴
文
）
と
し
て
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
が
、
伝
は

確
認
で
き
な
い
。

　

湯
悦
は
、『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
二
三
に
は
「
湯4

悦
」
と
あ
り
、

こ
れ
に
基
づ
き
改
め
た
。
湯
悦
は
、
本
名
を
殷い
ん

崇す
う

義ぎ

と
云
い
、
五
代
、

南
唐
、
池
州
青
陽
の
人
で
あ
る
。
父
は
殷
文
圭
で
、
唐
末
、
呉
の
官

人
・
詩
人
で
あ
る
。
南
唐
保
大
一
三
年
（
九
五
五
）
に
進
士
と
な
り
、

枢
密
使
、
右
僕
射
を
歴
任
し
た
。
博
学
に
し
て
能
文
で
あ
り
、
激げ
き
き
ょ
う
こ
う

教
誥
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五
九

（
詔
）
の
文
書
の
作
成
は
す
べ
て
担
当
し
た
と
い
う
。
南
唐
が
滅
ん
で

宋
に
入
り
、
諱
を
避
け
湯
悦
と
姓
名
を
易
え
た
。『
南
唐
書
』
巻
二

三
、『
十
国
春
秋
』
巻
二
八
に
伝
が
あ
る
。

　

張
洎
（
九
三
四
―
九
九
七
）
は
、
字
は
師し

黯あ
ん

、
又
は
偕か
い
じ
ん仁
で
、
滁
州

全
椒
（
安
徽
省
）
の
人
で
あ
る
。
南
唐
で
進
士
に
挙
げ
ら
れ
、
知
制
誥

（
詔
書
の
起
草
を
掌
る
）
と
な
っ
て
機
密
に
参
与
し
た
。
宋
に
入
っ
て
、

給
事
中
、
参
知
政
事
等
を
歴
任
し
た
。『
宋
史
』
巻
二
六
七
・
列
伝
第

二
六
に
立
伝
さ
れ
て
い
る
。

　

劉
素
に
つ
い
て
は
、
当
該
記
事
の
他
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
見

い
だ
せ
な
い
。

　

続
い
て
、
訳
経
院
に
お
け
る
訳
経
の
儀
式
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

湯
悦
等
が
言
う
所
に
よ
れ
ば
、
天
息
災
等
が
述
べ
る
の
は
、
昔
か
ら

の
訳
経
儀
式
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
訳
経
院
に
お
い
て
経
を
翻
訳
し
よ

う
と
し
て
、
訳
経
の
道
場
を
設
立
す
る
。
施
護
は
東
堂
の
西
に
面
し
た

と
こ
ろ
に
聖
壇
を
作
っ
て
粉か

飾ざ

り
、
壇
の
四
方
の
扉
を
あ
け
て
、
四
人

の
イ
ン
ド
僧
に
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
を
掌
ら
せ
、
奥
深
い
真
言
を
唱
え
続
け

る
こ
と
七
昼
夜
に
お
よ
ぶ
の
で
あ
る
。
ま
た
、
木
の
壇
を
拵
え
て
聖
賢

の
位
牌
と
し
、
聖
賢
を
字
輪
（
悉
曇
文
字
）
で
表
し
、
こ
れ
を
名
づ
け

て
大
法
曼
挐
羅
（
大
法
マ
ン
ダ
ラ
）
と
い
う
。
会
衆
は
聖
賢
を
招
き
入

れ
て
閼
伽
（
供
え
水
）
で
洗
い
清
め
、
香
や
花
、
灯
油
、
塗
香
、
果

実
、
飲
み
物
・
食
べ
物
を
朝
夕
の
二
時
に
供
え
、
礼
拝
し
旋
繞
し
て
民

衆
の
幸
い
を
祈
願
す
る
こ
と
を
申
し
上
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
仏
道
修
行

を
妨
げ
る
も
の
を
ほ
ろ
ぼ
す
の
で
あ
る
。
僧
が
集
ま
る
日
に
、
日
に
二

回
恭
し
く
祈
る
の
で
あ
る
と
。

　

以
上
の
よ
う
に
密
教
的
色
彩
の
濃
い
儀
式
が
と
り
行
わ
れ
た
の
で
あ

る
。「
塗
香
」
は
、
本
尊
に
供
養
す
る
塗
香
で
、『
大
日
経
』
具
縁
品
に

説
く
六
種
供
養
（
閼
伽
・
塗
香
・
華
鬘
・
焼
香
・
飯
食
・
灯
明
）
の
一

で
あ
る
。
修
法
の
種
類
に
応
じ
て
栴
檀
香
・
沈
香
・
竜
脳
・
伽
羅
・
安

息
香
・
鬱
金
香
な
ど
を
材
料
に
し
て
、
粉
末
に
し
た
も
の
を
用
い
る
。

（『
密
教
大
辞
典
』
四
二
三
頁
）

　

次
に
、
翻
訳
作
業
の
分
担
者
の
役
割
と
訳
場
で
の
そ
の
配
置
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
。

　

た
だ
し
本
文
は
名
称
や
位
置
を
簡
略
に
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
の

で
、
同
様
の
記
事
の
記
載
が
あ
る
『
仏
祖
統
紀
』
の
記
述
お
よ
び
『
広

説
仏
教
語
大
辞
典
』
の
解
説
等
を
参
考
に
、
訳
経
分
担
者
の
役
割
と
配

置
を
解
説
す
る
。

　

第
一
の
「
訳
主
」
は
、
仏
典
な
ど
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
か
ら
漢
文
に

翻
訳
す
る
訳
場
に
お
け
る
中
心
人
物
で
、
西
域
ま
た
は
イ
ン
ド
か
ら
来

た
僧
で
あ
る
。
訳
場
の
正
面
に
坐
し
て
外
を
向
き
、
梵
文
を
唱
え
る
。

第
二
の
「
証
義
」（
本
文
で
は
「
証
梵
義
」）
は
イ
ン
ド
僧
で
あ
り
、
訳

主
に
向
っ
て
左
に
坐
し
、
訳
主
と
梵
文
に
つ
い
て
評
量
・
考
究
す
る
。

第
三
の
「
証
文
」（
本
文
で
は
「
証
梵
文
」）
は
イ
ン
ド
僧
で
あ
り
、
訳

主
に
向
っ
て
右
に
坐
し
て
、
訳
主
が
高
ら
か
に
読
む
梵
文
を
聞
い
て
、

原
文
と
差
違
が
な
い
か
ま
た
誤
謬
が
あ
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
。
第
四
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六
〇

の
「
書
字
梵
学
僧
」（
本
文
で
は
「
梵
学
僧
」
の
み
）
は
、
審
ら
か
に

梵
文
を
聴
い
て
、
そ
れ
を
音
写
し
て
漢
字
に
書
き
う
つ
す
。
た
と
え
ば

Ⓢkŗdaya

を
「
紇
哩
第
野
」
と
し
る
し
、
Ⓢsūtra

を
「
素
怛
覧
」
と

書
き
し
る
す
。（
な
お
、
本
文
で
は
証
（
梵
）
文
の
「
其
の
右
に
あ

る
」
と
訳
場
で
の
配
置
関
係
を
示
し
て
い
る
。）
第
五
の
「
筆
受
」

は
、
梵
語
を
そ
の
ま
ま
漢
字
で
音
写
し
た
も
の
を
、
次
に
漢
語
に
改
め

る
。
た
と
え
ば
「
紇
哩
第
野
（
Ⓢkŗdaya

）」
を
「
心
」
と
訳
し
、「
素

怛
覧
（
Ⓢsūtra

）」
を
「
経
」
と
訳
す
。
第
六
の
「
綴
文
」（
本
文
で

は
「
刪
綴
成
文
」
と
表
現
）
は
、
文
字
を
つ
づ
っ
て
意
味
の
わ
か
る
文

章
を
つ
く
る
。
た
と
え
ば
筆
受
が
「
照
見
五
蘊
彼
自
性
空
見
此
」
と
し

た
場
合
、
今
は
「
照
見
五
蘊
皆
空
」
と
す
る
。
第
七
の
「
参
訳
」（
本

文
で
は
「
参
詳
向
義
」
と
表
現
）
は
、
梵
漢
両
言
語
の
文
字
を
考
え

て
、
誤
り
が
な
い
よ
う
に
す
る
。
第
八
の
「
刊
定
」（
本
文
で
は
「
刊

定
字
」
と
表
現
）
は
、
訳
出
さ
れ
た
文
章
に
つ
い
て
、
冗
長
な
語
を
削

り
、
句
を
わ
か
り
や
す
く
定
め
る
。
た
と
え
ば
「
無
無
明
無
明
」
と

な
っ
て
い
れ
ば
、
二
字
の
重
複
を
削
除
し
て
「
無
無
明
」
に
改
め
、

「
上
正
遍
知
」
と
な
っ
て
い
れ
ば
、
上
に
「
無
」
の
字
が
欠
け
て
い
る

の
で
「
無
上
正
遍
知
」
に
改
め
る
。
第
九
の
「
潤
文
」（
本
文
で
は

「
潤
文
官
」）
は
、
僧
衆
の
南
に
別
に
座
席
を
設
け
て
着
席
し
、
翻
訳
さ

れ
た
経
文
を
潤
飾
修
辞
し
て
、
中
国
語
の
文
章
と
し
て
立
派
な
も
の
に

す
る
。
と
き
に
は
余
分
の
語
句
を
加
え
る
。
た
と
え
ば
『
般
若
心
経
』

で
は
、「
度
一
切
苦
厄
」
の
一
句
は
元
の
梵
本
に
な
か
っ
た
も
の
で
あ

り
、
ま
た
「
是
故
空
中
」
の
一
句
の
「
是
故
」
の
二
字
は
元
の
梵
本
に

な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
で
訳
経
分
担
者
の
役
割
・
業
務
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
訳
場

に
お
け
る
各
人
の
配
置
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
こ

で
参
考
と
な
る
の
が
「
伝
法
院
碑
銘
」
の
訳
場
の
配
置
に
つ
い
て
の
以

下
の
記
述
で
あ
る
。

　
　

�

三
蔵
主
訳
は
壇
の
北
に
於
い
て
す
。
梵
僧
の
証
梵
義
・
証
梵
文
、

義
学
僧
の
証
義
・
刊
定
華
字
は
左
右
に
于ゆ

き
、
潤
文
は
東
南
し
以

て
筆
削
を
資
け
、
監
訳
は
西
南
し
儀
律
を
粛
う
。

　

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
訳
場
の
配
置
は
、
北
側
正
面
に
訳
主
が
坐

り
、
そ
の
左
側
（
西
側
）
に
証
義
、
右
側
（
東
側
）
に
証
文
が
位
置

し
、
さ
ら
に
第
四
の
書
字
梵
学
僧
か
ら
第
八
の
刊
定
ま
で
が
左
右
に
分

か
れ
て
坐
り
、
南
側
に
潤
文
（
南
東
側
）
お
よ
び
監
訳
（
都
監
）（
南

西
側
）
が
座
席
を
設
け
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

な
お
王
文
顔
『
仏
典
漢
訳
之
研
究
』（
初
出�

台
北
・
天
華
出
版
、
一

九
八
四
：
再
刊�

高
雄
・
仏
光
出
版
社
、
二
〇
〇
四
）
に
お
い
て
、
訳

経
場
の
具
体
的
な
配
置
「
宋
朝
太
平
興
国
寺
訳
経
院
座
次
図
」（
再
刊

本
一
四
四
頁
）
を
提
示
し
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
、
そ
の
図
を
以
下
に

示
し
て
お
く
。
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さ
ら
に
、
訳
経
院
で
の
生
活
の
様
子
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

訳
経
僧
は
毎
日
髪
や
体
を
洗
い
清
め
、
三
衣
や
坐
具
を
厳
か
で
汚
れ

な
い
も
の
に
た
も
ち
、
行
動
や
態
度
を
整
え
て
厳
か
な
も
の
に
す
る
。

そ
も
そ
も
仏
法
を
説
く
訳
経
の
道
場
に
入
る
と
き
は
、
座
席
に
し
た

が
っ
て
所
定
の
と
こ
ろ
に
坐
し
、
乱
れ
た
さ
ま
を
示
し
て
は
な
ら
な

い
。
翻
訳
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
物
品
は
す
べ
て
官
か
ら
提
供
さ
れ

る
。
訳
経
が
行
わ
れ
る
日
に
は
、
特
別
な
食
事
が
ふ
る
ま
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

　

最
後
に
、
御
名
・
廟
諱
の
取
り
扱
い
関
す
る
上
奏
と
そ
の
返
答
に
つ

い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

上
奏
し
て
申
し
上
げ
る
に
は
、「
訳
文
の
中
に
は
天
子
の
御
名
と
先

帝
の
諱
と
同
じ
文
字
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
前
の
時
代
に
は
諱
を
避
け

る
こ
と
は
行
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
礼
の
観
点
か
ら
は
い
ま
だ
適
切
な

も
の
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
一
方
、
も
し
文
字
を
変
え
て
諱
を
避
け
よ
う

と
す
る
と
経
典
の
意
味
を
損
な
う
こ
と
を
心
配
し
て
お
り
ま
す
。
そ
こ

で
い
ま
、
儒
教
の
経
典
九
種
の
例
に
な
ら
っ
て
御
名
（
諱
）
を
回
避
す

る
と
す
れ
ば
、
諱
に
つ
い
て
は
漢
字
の
一
画
を
省
略
す
る
だ
け
に
い
た

し
た
い
と
存
じ
ま
す
」
と
。
そ
れ
に
対
す
る
返
答
の
詔
で
は
、「
御
名

を
避
け
る
必
要
は
な
い
、
そ
の
他
の
事
項
は
上
奏
に
従
っ
て
行
え
」
と

あ
っ
た
。

　
「
国
学
九
経
書
」
と
は
、
儒
教
の
四
書
五
経
の
類
の
儒
教
の
正
典
の

こ
と
で
、
そ
の
数
え
方
に
は
数
種
あ
る
（『
諸
橋
大
漢
和
辞
典
』
巻

一
・
三
六
五
頁
）。
ま
た
本
文
で
は
、
上
奏
の
主
体
は
明
示
さ
れ
て
い

な
い
が
、『
仏
祖
統
紀
』
で
は
、
上
奏
者
を
天
息
災
と
し
て
い
る
。
そ

し
て
上
奏
文
に
対
す
る
回
答
で
は
、「
詔
し
て
答
う
、
仏
教
の
用
字
は

宜
し
く
正
文
に
従
う
べ
し
、
廟
諱
御
名
を
回
避
す
る
を
須
い
ず
」
と
記

述
し
て
、
経
典
の
翻
訳
に
用
い
る
文
字
は
正
字
を
使
い
、
廟
諱
御
名
を

回
避
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

�

〈
長
谷
川
〉

王文顔『仏典漢訳之研究』より
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〔
208
〕

〈
原
文
〉

七
月
十
二
日
、
天
息
災
上
新
訳
聖
仏
母
経
、
法
天
上
吉
祥
持
世
経
、
施

護
上
如
来
荘
厳
経
、
各
一
巻
。
詔
左
街
選
京
城
儀（
義
カ
）学
僧
百
人
詳
定
。
左

右
街
僧
録
神
曜
与
諸
義
学
僧
以
為
訳
場
久
廃
、
伝
演
至
難
、
迭
興
諍

難
。
天
息
災
等
即
持
梵
本
先
翻
義
、
以
華
華マ
マ

文
証
之
、
衆
僧
乃
服
。
詔

入
蔵
、
刻
板
流
行
。

〈
訓
読
〉

七
月
十
二
日
、
天
息
災
、
新
訳
の
聖
仏
母
経
を
上
り
、
法
天
、
吉
祥
持

世
経
を
上
り
、
施
護
、
如
来
荘
厳
経
を
上
る
。
各
お
の
一
巻
な
り
。
詔

す
、
左
街
は
京
城
の
義
学
の
僧
百
人
を
選
び
詳
定
せ
し
め
よ
。
左
右
街

僧
録
神
曜
と
諸
も
ろ
の
義
学
僧
以お

も
え為
ら
く
、
訳
場
久
し
く
廃
し
、
伝
演

す
る
こ
と
至
難
な
り
と
。
迭
い
に
諍
難
を
興
す
。
天
息
災
等
即
ち
梵
本

を
持
ち
先
に
翻
義
し
、
華
文
を
以
て
之
を
証
す
。
衆
僧
乃
ち
服
す
。
詔

し
て
入
蔵
せ
し
め
、
刻
板
流
行
せ
し
む
。

〈
解
説
〉

　

太
平
興
国
七
年
（
九
八
二
）
七
月
一
二
日
、
前
項
〔
207
〕
の
詔
勅
を

受
け
、
三
梵
僧
か
ら
新
訳
経
典
が
上
進
さ
れ
た
時
の
記
録
。
天
息
災
が

『
聖
仏
母
経
』、
法
天
が
『
吉
祥
持
世
経
』、
施
護
が
『
如
来
荘
厳
経
』

各
一
巻
を
新
た
に
翻
訳
し
、
経
典
が
上
進
さ
れ
た
。
そ
こ
で
詔
勅
を
出

し
、
京
城
の
義
学
僧
百
人
に
詳
定
（
修
訂
）
さ
せ
た
。
左
右
街
僧
録
の

神
曜
や
も
ろ
も
ろ
の
義
学
僧
は
訳
場
が
廃
止
さ
れ
て
長
く
、
伝
訳
（
通

訳
）
す
る
こ
と
は
大
変
難
し
い
と
し
て
、
次
々
と
議
論
が
起
こ
っ
た
。

天
息
災
等
は
こ
れ
に
対
し
、
先
に
梵
文
の
意
味
を
翻
訳
し
、
漢
文
で
こ

れ
を
裏
付
け
た
。
衆
僧
は
そ
こ
で
や
っ
と
従
っ
た
。
詔
勅
を
出
し
、
新

た
に
翻
訳
さ
れ
た
経
典
を
入
蔵
さ
せ
、
刊
行
流
通
せ
し
め
た
。

　

な
お
、
原
文
の
「
以
華
華
文
証
之
」
に
つ
い
て
は
、『
大
中
祥
符
法

宝
録
』
巻
三
や
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三
（
と
も
に
後
述
）
に
よ
っ
て
本

項
で
は
「
以
華
文
証
之
」
と
校
訂
し
た
が
、
黄
啓
江
氏
は
著
書
の
脚
注

に
て
本
文
を
引
い
て
「
天
息
災
等
即
持
梵
本
先
翻
義
以
華
、
華
文
証

之
」（『
北
宋
仏
教
史
論
稿
』、
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
九
七
年
、
六

二
頁
）
と
点
校
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
読
み
方
は
「
天
息
災
等
即
ち

梵
本
を
持
し
て
先
に
翻
義
す
る
に
華
を
以
て
し
、
華
文
も
て
之
を
証

す
」
と
な
る
。

　

こ
の
時
上
進
さ
れ
た
経
典
の
所
蔵
に
関
し
て
は
、
天
息
災
訳
『
聖
仏

母
経
』
は
『
仏
説
聖
仏
母
小
字
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
と
し
て
『
大
正

蔵
』
第
八
冊
に
、
法
天
訳
『
吉
祥
持
世
経
』
は
『
仏
説
大
乗
聖
吉
祥
持

世
陀
羅
尼
経
』
と
し
て
『
大
正
蔵
』
第
二
〇
冊
に
、
施
護
訳
『
如
来
荘

厳
経
』
は
『
仏
説
無
能
勝
幡
王
如
来
荘
厳
陀
羅
尼
経
』
と
し
て
『
大
正

蔵
』
第
一
九
冊
に
そ
れ
ぞ
れ
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三
も
若
干
の
語
句
の
異
同
は
あ
る
が
同
様
の
内

容
を
載
せ
る
。

　
　

�

七
月
、
天
息
災
、
新
訳
聖
仏
母
経
を
上
り
、
法
天
、
吉
祥
持
世
経

を
上
り
、
施
護
、
如
来
荘
厳
経
を
上
る
、
各
お
の
一
巻
な
り
。
詔
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し
て
両
街
の
僧
を
し
て
義
学
の
沙
門
百
人
を
選
ば
し
め
経
義
を
祥マ
マ

定
せ
し
む
。
時
に
左
街
僧
録
神
曜
等
言
く
、
訳
場
久
し
く
廃
し
、

伝
訳
は
至
艱
な
り
と
。
天
息
災
等
即
ち
梵
文
を
持
ち
先
に
梵
の
義

を
翻
し
、
華
文
を
以
て
之
を
証
す
。
曜
と
衆
、
乃
ち
服
す
。
〇
詔

し
て
新
経
を
入
蔵
せ
し
め
、
開
板
流
行
せ
し
む
。

　

ま
た
、『
大
中
祥
符
法
宝
録
』
巻
三
に
は
、
七
月
一
二
日
に
天
息
災

等
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
経
典
の
提
要
や
と
も
に
上
進
さ
れ
た
表
（
上

奏
文
の
原
文
）、
及
び
こ
れ
に
ま
つ
わ
る
詔
勅
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
大

中
祥
符
法
宝
録
』
巻
三
の
関
連
個
所
を
引
用
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な

る
。

　
　

�

太
平
興
国
七
年
七
月
訳
成
ず
る
経
、
三
巻
。『
聖
仏
母
小
字
般
若

波
羅
蜜
多
経
』
一
部
一
巻
、（
中
略
）、『
大
乗
聖
吉
祥
持
世
陀
羅

尼
経
』
一
部
一
巻
、（
中
略
）、『
無
能
勝
幡
王
如
来
荘
厳
陀
羅
尼

経
』
一
部
一
巻
、（
中
略
）、
右
経
三
部
三
巻
、
並
べ
て
中
天
竺
の

梵
本
よ
り
出
づ
る
所
な
り
。
沙
門
常
謹
、
法
進
は
筆
受
兼
綴
文
な

り
、
光
禄
卿
湯
悦
、
兵
部
員
外
郎
張
洎
は
潤
文
な
り
、
殿
直
劉
素

は
其
の
経
を
訳
す
る
を
監
す
。

　
　

�

是
の
月
十
二
日
、
表
を
具
し
て
上
進
す
、
其
の
詞
に
曰
く
、
臣
天

息
災
等
言
く
、
臣
等
承
明
の
詔
し
て
梵
文
を
訳
せ
し
む
る
を
奉

ず
。（
中
略
）
上
進
し
以
て
聞
せ
し
む
。

　
　

�

太
宗
禁
中
に
留
る
。
翌
日
、
詔
す
、
左
右
街
僧
司
を
し
て
京
城
の

義
学
僧
一
百
人
を
選
ば
し
め
、
同
に
詳
定
を
加
え
し
む
。
是
に
於

い
て
、
左
街
僧
録
の
神
曜
等
、
及
び
諸
も
ろ
の
義
学
僧
、
咸
な
以

為
ら
く
訳
場
久
し
く
廃
し
、
伝
演
す
る
こ
と
至
難
な
り
と
。
単
重

の
梵
章
を
講
求
し
、
三
五
の
法
印
を
研
覈
す
。
時
に
義
学
の
僧
、

所
訳
の
経
を
執
る
に
、
天
息
災
等
其
の
梵
本
を
持
し
、
華
梵
対
釈

す
れ
ば
、
義
理
昭
然
た
り
。
是
れ
に
由
り
、
神
曜
等
及
び
義
学
の

僧
百
人
、
表
を
列
し
上
言
し
て
称
う
る
に
、
今
の
翻
ず
る
所
は
古

訳
と
合
に
続
く
べ
し
と
。
詔
を
下
し
入
蔵
し
流
行
せ
し
む
。

�

（
中
華
蔵
北
京
版
七
三
、
四
一
五
ａ
）�

　

左
右
街
僧
録
（『
大
中
祥
符
法
宝
録
』
で
は
左
街
僧
録
）
の
神
曜
の

経
歴
等
に
関
し
て
は
未
詳
。

�

〈
大
澤
〉

〔
209
〕

〈
原
文
〉

十
四
日
、
帝
臨
幸
、
召
訳
僧
坐
、
慰
諭
、
給
臥
具
・
幕
・
絵（
繒
カ
）綵
・
什
器

等
物
、
悉
度
其
院
童
行
十
人
為
僧
、
増
修
仏
殿
経
蔵
。
自
是
尽
取
禁
中

所
蔵
梵
夾
、
令
天
息
災
等
視
蔵
録
所
未
載
者
翻
訳
之
。

〈
訓
読
〉

十
四
日
、
帝
臨
幸
し
、
訳
僧
を
召
し
て
坐
せ
し
め
、
慰
諭
し
、
臥
具
・

幕
・
繒
綵
・
什
器
等
の
物
を
給
い
、
悉
く
其
の
院
の
童
行
十
人
を
度
し

て
僧
と
為
し
、
仏
殿
、
経
蔵
を
増
修
す
。
是
れ
よ
り
尽
く
禁
中
に
蔵
せ

ら
る
る
梵
夾
を
取
り
、
天
息
災
等
を
し
て
蔵
録
の
未
だ
載
せ
ざ
る
所
の



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

六
四

者
を
視し
め

し
之
を
翻
訳
せ
し
む
。

〈
解
説
〉

　

前
項
〔
208
〕
の
内
容
を
受
け
、
訳
経
事
業
の
視
察
の
た
め
太
宗
が
訳

経
院
に
行
幸
し
た
と
い
う
記
録
。

　
（
太
平
興
国
七
年
七
月
）
一
四
日
、
太
宗
は
訳
経
院
に
行
幸
し
、
訳

僧
を
召
し
て
接
見
し
て
功
を
労
い
、
臥
具
・
幕
・
繒
綵
・
什
器
等
の
物

品
を
給
い
、
そ
の
院
の
童
行
一
〇
人
を
度
し
て
僧
と
な
し
、
仏
殿
と
経

蔵
を
増
修
し
た
。
ま
た
、
禁
中
所
蔵
の
梵
文
経
典
を
す
べ
て
取
り
出
し
、

天
息
災
等
に
大
蔵
経
目
録
未
載
の
経
典
を
点
検
さ
せ
、
翻
訳
さ
せ
た
。

繒
綵
と
は
彩
色
の
施
さ
れ
た
絹
織
物
の
こ
と
。

　

右
に
つ
い
て
、『
大
中
祥
符
法
宝
録
』
巻
三
、『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三
、

『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
二
三
に
相
当
す
る
記
事
を
載
せ
る
。『
大
中
祥

符
法
宝
録
』
巻
三
は
本
項
の
内
容
を
詳
記
し
て
い
る
。

　
　

�

是
の
月
十
有
四
日
、
太
宗
皇
帝
、
訳
筵
に
臨
幸
し
、
親
ら
慰
諭
す

る
こ
と
を
加
う
。
天
息
災
等
に
坐
す
こ
と
を
命
じ
、
茶
を
賜
い
、

仍
お
縑
帛
及
び
受
用
物
等
を
出
し
之
を
面
賜
す
。

　
　

�

又
た
詔
し
て
、
本
院
の
童
行
一
十
人
を
度
し
て
僧
と
為
す
。
仍
お

使
臣
に
命
じ
院
の
東
西
の
堂
を
以
て
各
お
の
殿
宇
を
建
て
、
東
に

仏
像
を
安
じ
、
西
に
経
蔵
を
置
か
し
む
。
詔
し
て
、
梵
夾
の
凡
べ

て
の
経
律
論
を
徧
閲
せ
し
め
、
今
の
大
蔵
目
録
を
取
り
校
定
し
、

其
の
未
だ
有
ら
ざ
る
者
は
翻
訳
し
以
て
進
せ
し
め
、
已
に
有
る
者

は
更
に
重
訳
せ
ず
。
仍
お
尽
く
禁
中
の
所あ
ら
ゆ有
る
梵
夾
を
以
て
院
に

付
す
。
天
息
災
等
即
ち
梵
夾
を
以
て
経
律
論
及
び
密
教
讃
頌
等
を

編
列
し
次
第
に
翻
訳
す
。�

（
中
華
蔵
北
京
版
七
三
、
四
一
六
ｂ
）

　

こ
の
記
事
に
よ
っ
て
訳
経
院
の
増
修
の
詳
細
等
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ

に
よ
れ
ば
、
東
西
に
殿
宇
を
建
設
し
、
東
は
仏
殿
、
西
は
経
蔵
と
し
た

と
わ
か
る
。『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三
（
大
正
蔵
四
九
、
三
九
八
ｂ
）
と

『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
二
三
（
中
華
書
局
本
、
第
三
冊
、
五
二
四

頁
）
の
記
事
は
『
宋
会
要
』
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

�

〈
大
澤
〉

〔
210
〕

〈
原
文
〉

十
二
月
、
詔
、
選
梵
学
沙
門
一
人
為
筆
受
、
義
学
沙
門
十
人
為
証
義
、

又
賜
大
蔵
経
以
備
撰
閲
。
自
是
毎
歳
再
三
献
新
経
。
後
毎
誕
聖
節
、
五

月
一
日
即
献
経
、
皆
召
坐
、
賜
緍
帛
、
以
其
経
付
蔵
。

〈
訓
読
〉

十
二
月
、
詔
す
、
梵
学
の
沙
門
一
人
を
選
び
筆
受
と
為
し
、
義
学
の
沙

門
十
人
を
証
義
と
為
し
、
又
た
大
蔵
経
を
賜
い
以
て
撰
閲
に
備
う
。
是

れ
よ
り
毎
歳
再
三
に
新
経
を
献
ず
。
後
、
誕
聖
節
と
五
月
一
日
ご
と
に

即
ち
経
を
献
ず
る
に
、
皆
な
召
し
て
坐
せ
し
め
、
緍
帛
を
賜
い
、
其
の

経
を
以
て
蔵
に
付
せ
し
む
。

〈
解
説
〉

　

太
平
興
国
七
年
、
訳
経
院
に
新
た
に
筆
受
と
証
義
の
僧
を
任
命
し
、
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井
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六
五

大
蔵
経
を
訳
経
院
に
賜
っ
た
と
い
う
記
録
。
訳
経
事
業
を
さ
ら
に
発
展

さ
せ
誕
聖
節
や
五
月
一
日
に
献
上
さ
せ
る
な
ど
、
形
式
も
整
っ
て
い
っ

た
こ
と
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
二
月
、
梵
学
沙
門
一
人
を
筆
受
と
し
、
義
学
の
沙
門
一
〇
人
を
証

義
と
し
、
さ
ら
に
大
蔵
経
を
訳
経
院
に
賜
い
訳
経
の
参
考
と
し
た
。
こ

の
後
、
毎
年
何
度
も
新
た
な
翻
訳
経
典
を
献
じ
た
が
、
後
に
は
誕
聖
節

と
五
月
一
日
ご
と
に
経
を
献
上
し
、
訳
経
僧
を
召
し
て
同
座
さ
せ
、
金

銭
や
絹
を
賜
い
、
ま
た
新
訳
の
経
典
を
大
蔵
経
に
入
蔵
さ
せ
た
。

　

皇
帝
の
誕
生
日
で
あ
る
誕
聖
節
と
と
も
に
特
記
さ
れ
る
「
五
月
一
日
」

の
含
意
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
が
、『
東
京
夢
華
録
』
は
五
月
一

日
よ
り
端
午
節
の
準
備
が
始
ま
る
こ
と
を
記
し
、
ま
た
、『
宋
史
』
巻

一
一
六
「
礼
一
九
」
で
は
「
大
朝
会
、
宋
は
前
代
の
制
を
承
け
、
元
日
、

五
月
朔
、
冬
至
を
以
て
、
大
朝
会
の
礼
を
行
ず
」（
中
華
書
局
本
、
第

九
冊
、
二
七
四
三
頁
）
と
、
諸
侯
群
臣
が
一
堂
に
集
ま
る
大
朝
会
の
儀

礼
が
元
日
と
冬
至
と
と
も
に
五
月
一
日
に
行
っ
た
こ
と
を
記
す
。

　
『
大
中
祥
符
法
宝
録
』
の
当
該
部
分
に
は
、
こ
の
時
任
命
さ
れ
た
筆

受
僧
一
人
や
証
義
僧
一
〇
人
の
名
が
記
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
名
は
『
宋

会
要
』
に
は
出
な
い
。

　
　

�

又
た
詔
す
、
鳳
翔
の
梵
学
沙
門
建
盛
を
筆
受
に
充
て
、
京
師
の
義

学
沙
門
慧
達
、
可
瓌
、
善
祐
、
法
雲
、
智
遜
、
恵
温
、
守
巒
、
道

真
、
寘
顕
、
慧
超
等
十
人
を
証
義
に
充
つ
。
是
れ
よ
り
、
釈
門
の

選
に
あ
た
り
て
は
咸
な
訳
筵
を
重
ん
じ
て
す
。
俄
に
又
た
大
蔵
経

を
賜
い
、
以
て
名
題
を
検
閲
す
る
に
備
う
。

�

（
中
華
蔵
北
京
版
七
三
、
四
六
一
ｂ
）

　

文
中
の
鳳
翔
は
い
ま
の
陝
西
省
西
部
に
位
置
す
る
。
こ
の
時
筆
受
に

任
命
さ
れ
た
沙
門
建
盛
に
つ
い
て
は
、『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三
に
開
宝

四
年
（
九
七
〇
）
の
こ
と
と
し
て
次
の
記
載
が
あ
る
。

　
　

�

沙
門
建
盛
、
西
竺
よ
り
還
り
、
闕
に
詣
で
貝
葉
の
梵
経
を
進
む
。

梵
僧
の
曼
殊
室
利
と
偕
に
来
る
。
室
利
は
中
天
竺
の
王
子
な
り
。

詔
し
て
相
国
寺
に
館
せ
し
む
。
律
を
持
す
る
こ
と
甚
だ
精
に
し
て
、

都
人
の
施
財
す
る
こ
と
屋
に
盈
つ
る
も
、
並
べ
て
用
う
る
所
な
し
。

�

（
大
正
蔵
四
九
、
三
九
六
ａ
）

　

建
盛
に
つ
い
て
は
『
大
中
祥
符
法
宝
録
』
に
は
、
太
平
興
国
八
年
七

月
訳
成
の
『
大
方
広
総
持
宝
光
明
経
』
で
は
参
詳
と
し
て
、
同
一
〇
月

訳
成
の
『
守
護
大
千
国
土
経
』
及
び
『
大
力
明
王
経
』
で
は
筆
受
と
し

て
名
を
連
ね
て
い
る
。

　

義
学
僧
の
慧
達
、
可
瓌
等
一
〇
人
の
経
歴
等
に
つ
い
て
は
未
詳
。

�

〈
大
澤
〉

〔
211
〕

〈
原
文
〉

八
年
十
月
、
天
息
災
等
言
、
臣
竊
以
、
教
法
末（
東
カ
）流
、
歴
朝
翻
訳
、
宣
伝

仏
語
、
并
在
梵
僧
、
而
方
域
遐
阻
、
或
梵
僧
不
至
、
則
訳
場
廃
絶
。
望

令
両
街
選
童
子
五
十
人
、
令
習
梵
字
学
。
従
之
、
命
高
品
王
文
寿
集
京
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六
六

城
童
行
五
百
人
、
選
得
惟
浄
等
十
人
。
引
見
便
坐
、
詔
送
院
受
学
。

惟
浄
者
、
呉
王
李
煜
第（
弟
カ
）、
従
鑑（
鎰
カ
）之
子
。
性
穎
悟
、
口
授
梵
章
、
即
暁
其

義
、
遍
識
西
域
字
。
歳
余
、
度
為
僧
、
手
写
梵
経
以
献
。
自
後
依
法
賢

授
学
、
為
梵
学
筆
受
。
賜
紫
衣
、
号
光
梵
大
師
。
大
中
祥
符
後
、
令
同

訳
経
、
為
試
光
禄
卿
。

〈
訓
読
〉

八
年
十
月
、
天
息
災
等
言
く
、
臣
、
竊
か
に
以
み
る
に
、
教
法
東
流
す

る
に
、
歴
朝
の
翻
訳
、
仏
語
を
宣
伝
す
る
は
、
并
て
梵
僧
に
在
る
も
、

而
る
に
方
域
は
遐
阻
に
し
て
、
或
は
梵
僧
至
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
訳
場
は

廃
絶
す
べ
し
。
望
む
ら
く
は
両
街
を
し
て
童
子
五
十
人
を
選
ば
し
め
、

梵
字
の
学
を
習
わ
し
め
ん
こ
と
を
。
之
に
従
い
、
高
品
の
王
文
寿
に
命

じ
て
京
城
の
童
行
五
百
人
を
集
め
し
め
、
選
び
て
惟
浄
等
十
人
を
得
。

引
見
し
便
坐
せ
し
め
、
詔
し
て
院
に
送
り
受
学
せ
し
む
。

惟
浄
な
る
者
は
、
呉
王
李
煜
の
弟
、
従
鎰
の
子
な
り
。
性
は
穎
悟
に
し

て
、
梵
章
を
口
授
す
れ
ば
、
即
ち
其
の
義
を
暁
り
、
遍
く
西
域
の
字
を

識
る
。
歳
余
に
し
て
、
度
し
て
僧
と
為
り
、
手
づ
か
ら
梵
経
を
写
し
以

て
献
ず
。
自
後
、
法
賢
に
依
り
授
学
し
、
梵
学
筆
受
と
為
る
。
紫
衣
を

賜
い
、
光
梵
大
師
と
号
す
。
大
中
祥
符
の
後
、
令
し
て
同
訳
経
と
し
、

試
光
禄
卿
と
為
す
。

〈
解
説
〉

　

天
息
災
等
が
童
子
に
梵
字
学
を
習
わ
せ
る
こ
と
を
上
奏
し
、
惟
浄
等

を
得
た
と
い
う
記
事
、
及
び
惟
浄
の
略
伝
。
こ
の
記
事
に
関
し
て
は
、

前
号
（『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
九
））〔
197
〕
に
関
連
記
事
が
あ
り
、

惟
浄
に
つ
い
て
も
そ
の
解
説
文
中
で
も
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

太
平
興
国
八
年
（
九
八
三
）
一
〇
月
、
天
息
災
等
が
次
の
よ
う
に
上

奏
し
た
。「
私
ど
も
が
思
う
に
、
仏
法
の
東
伝
の
際
、
歴
代
王
朝
で
の

仏
典
翻
訳
に
お
い
て
梵
語
を
述
べ
伝
え
る
の
は
梵
僧
の
役
割
で
あ
り
ま

し
た
が
、〔
天
竺
か
ら
〕
中
国
へ
の
道
の
り
は
遠
く
、
も
し
梵
僧
が
来

な
け
れ
ば
、
訳
場
は
廃
絶
し
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
両
街
に
童
子
五
十

人
を
選
ば
し
め
、
梵
字
を
学
ば
せ
て
く
だ
さ
る
よ
う
望
み
ま
す
。」
太

宗
は
こ
れ
に
従
い
、
高
品
の
王
文
寿
に
京
城
の
童
行
五
百
人
を
集
め
さ

せ
、
惟
浄
等
一
〇
人
（
こ
の
人
数
に
関
し
て
は
後
述
）
を
選
び
出
し

た
。
太
宗
に
臨
座
謁
見
し
、
詔
し
て
訳
経
院
に
送
り
勉
学
さ
せ
た
。

　

惟
浄
は
、
呉
王
（
南
唐
後
主
）
李
煜
の
弟
の
従
鎰
の
子
で
あ
る
。
生

ま
れ
つ
き
聡
明
で
、
梵
文
の
文
章
を
口
述
で
伝
え
る
と
、
そ
の
意
味
を

理
解
し
、
広
く
西
域
の
字
を
理
解
し
た
。
一
年
余
後
、
得
度
し
て
僧
と

な
り
、
梵
経
を
自
ら
書
写
し
て
献
上
し
た
。
そ
の
後
法
賢
に
つ
い
て
学

び
、
梵
学
筆
受
と
な
っ
た
。
紫
衣
を
賜
い
、
光
梵
大
師
と
号
さ
れ
た
。

大
中
祥
符
年
間
後
に
は
同
訳
経
の
官
に
つ
き
、
試
光
禄
卿
の
階
位
を
与

え
ら
れ
た
。

　

な
お
、
一
行
目
の
「
教
法
末4

流
」
に
つ
い
て
、
後
述
の
『
大
中
祥
符

法
宝
録
』
で
は
「
教
法
東4

流
」
と
つ
く
る
た
め
、
こ
れ
に
従
っ
た
。
ま

た
、
惟
浄
の
父
で
、
李
煜
の
弟
で
あ
る
「
従
鎰4

」
に
つ
い
て
は
、
原
文

で
は
「
従
鑑4

」
と
す
る
が
、
史
料
に
こ
の
よ
う
な
人
物
は
見
え
な
い
。
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六
七

〔
197
〕
に
見
る
よ
う
に
、
楊
曽
文
氏
は
李
煜
の
弟
で
、
中
主
李
璟
の
九

番
目
の
子
の
李
従
謙4

と
し
て
い
る
が
（
楊
曽
文
「
宋
代
的
仏
経
翻
訳
」、

楊
曽
文
・
方
広
錩
編
『
仏
教
与
歴
史
文
化
』、
宗
教
文
化
出
版
社
、
二

〇
〇
一
年
、
四
四
五
頁
）、『
陸
氏
南
唐
書
』
列
伝
巻
一
五
に
は
「
弟
従

鎰4

の
子
は
祝
髮
し
て
僧
と
為
り
、
惟
浄
と
名
づ
く
」（『
四
部
叢
刊
続

編
』
史
部
、
伝
一
五
、
三
丁
表
）
と
の
記
載
が
あ
り
、
従
鎰
の
子
が
惟

浄
で
あ
る
と
確
認
で
き
る
。
李
従
鎰
は
李
煜
の
弟
で
、
李
璟
の
八
番
目

の
子
で
あ
る
。
本
項
で
は
『
陸
氏
南
唐
書
』
の
記
述
に
従
い
、「
従

鎰
」
と
改
め
た
。

　

本
文
中
の
「
令
同
訳
経
」
と
は
、「（
梵
僧
と
）
同
に
訳
経
せ
し
む
」

と
も
読
め
る
が
、
本
文
で
は
「
同
訳
経
」
を
僧
官
名
と
し
て
取
っ
た
。

官
名
と
し
て
の
「
同
訳
経
」
は
詳
し
く
は
「
西
天
同
訳
経
三
蔵
」
と
い

い
、「
西
天
訳
経
三
蔵
」
に
次
ぐ
位
と
い
う
。（〔
125
〕
参
照
）

　
「
高
品
」
と
は
宋
代
に
お
い
て
は
宦
官
の
官
職
名
で
あ
る
。
王
文
寿

は
、『
宋
史
』
巻
四
六
六
（
中
華
書
局
本
、
第
三
九
冊
、
一
三
六
〇
三

頁
）
に
お
い
て
、
同
じ
く
宦
官
で
あ
り
、
四
川
で
の
李
順
の
反
乱
の
平

定
の
た
め
防
御
使
と
な
っ
た
王
継
恩
の
部
下
と
し
て
名
を
出
す
。
こ
れ

に
よ
れ
ば
、
王
文
寿
は
反
乱
平
定
の
た
め
三
千
の
兵
を
率
い
四
川
の
遂

州
に
赴
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
横
暴
な
振
る
舞
い
か
ら
兵
士
の
恨
み
を
買

い
、
部
下
に
殺
さ
れ
た
と
い
う
。

　

な
お
、
本
項
と
同
様
の
記
事
が
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三
や
『
大
中
祥

符
法
宝
録
』
巻
三
に
あ
る
。
ち
な
み
に
『
大
中
祥
符
法
宝
録
』
巻
三
で

は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
、『
宋
会
要
』
と
文
字
の
上
で
多
少
の
差
異

が
存
す
る
。

　
　

�

天
息
災
、
因
に
奏
し
て
曰
く
、
臣
等
竊
か
に
見
る
に
、
教
法
東
流

し
、
歴
朝
の
翻
訳
、
仏
語
を
宣
伝
す
る
は
、
首
は
梵
僧
に
在
り
、

其
れ
天
竺
中
華
の
方
域
は
懸
阻
な
る
が
如
く
、
或
は
梵
僧
に
闕
有

る
に
遇
わ
ば
、
則
ち
翻
訳
の
復
び
停
ま
る
こ
と
を
慮
る
。
臣
等
欲

し
乞
う
に
、
両
街
僧
司
に
下
し
て
諸
寺
院
の
童
子
五
十
人

4

4

4

を
選
ば

し
め
、
訳
経
院
に
就
か
せ
、
先
に
は
梵
字
を
攻
習
せ
し
め
、
後
に

は
梵
義
を
精
窮
せ
し
め
ん
。
貴
な
る
所
、
梵
学
を
成
就
し
、
翻
宣

す
る
を
継
続
せ
ん
と
。
上
、
之
を
可
と
し
、
乃
ち
詔
し
て
、
殿
頭

高
品
の
王
文
寿
を
し
て
左
右
街
僧
司
に
於
い
て
京
城
の
出
家
の
童

子
五
百
人

4

4

4

を
集
め
し
め
、
以
て
之
を
選
ぶ
に
、
惟
浄
等
五
十
人

4

4

4

を

得
た
り
。
是
の
月
、
左
街
僧
録
の
神
曜
、
惟
浄
等
を
引
き
て
、
崇

政
殿
上
に
見
せ
し
め
、
各
お
の
に
習
う
所
の
経
文
を
誦
え
し
む
。

仍
ち
諭
し
て
、
以
て
勤
習
す
る
こ
と
を
励
力
し
、
用
っ
て
精
選
に

副
え
し
む
。
即
日
並
べ
て
訳
経
院
に
送
り
受
学
せ
し
む
。

�

（
中
華
蔵
北
京
版
七
三
、
四
一
八
ｂ
）

　

ま
た
、『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三
の
当
該
記
述
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

�

天
息
災
等
言
く
、
歴
朝
の
翻
訳
は
並
べ
て
梵
僧
を
藉
る
。
若
し
遐

阻
に
し
て
来
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
訳
経
は
廃
絶
す
べ
し
。
両
街
を
し

て
童
子
五
十
人

4

4

4

を
選
ば
し
め
、
梵
字
を
習
学
せ
し
め
ん
こ
と
を
欲

す
。
詔
し
て
令
高
品
王
文
寿
を
し
て
惟
浄
等
十
人

4

4

を
選
ば
し
め
、
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六
八

便
殿
に
て
引
見
す
。
詔
し
て
訳
経
院
に
送
り
受
学
せ
し
む
。

　

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
献
に
お
け
る
童
子
の
選

抜
人
数
の
差
異
で
あ
る
。『
宋
会
要
』
で
は
天
息
災
が
童
子
五
〇
人
を

選
抜
す
る
こ
と
進
言
し
、
童
行
五
〇
〇
人
か
ら
一
〇
人
を
選
抜
し
学
ば

せ
た
と
い
う
。『
仏
祖
統
紀
』
で
は
五
〇
〇
人
と
い
う
記
述
は
な
い
が
、

そ
の
他
は
『
宋
会
要
』
と
同
様
で
あ
る
。
一
方
、『
大
中
祥
符
法
宝
録
』

で
は
、
天
息
災
が
五
〇
人
を
選
抜
す
る
こ
と
を
上
言
し
五
〇
〇
人
か
ら

五
〇
人
を
選
抜
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
北
宋
の
文
人
で
あ
る
夏
竦
（
九

八
五
―
一
〇
五
一
）
の
「
伝
法
院
碑
銘
」（『
文
荘
集
』
巻
二
六
、『
四

庫
全
書
珍
本
』
二
四
七
所
収
、
夏
竦
に
つ
い
て
は
〔
246
〕、「
伝
法
院
碑

銘
」
に
つ
い
て
は
〔
250
〕
を
参
照
）
に
は
、「
詔
し
て
京
寺
の
童
子
を

択
ば
し
む
る
に
、
惟
浄
等
五
十
人
を
得
、
梵
学
を
肄な
ら

わ
し
む
」
と
あ

り
、
こ
こ
で
も
五
〇
人
を
選
ば
せ
梵
学
を
学
ば
せ
た
と
あ
る
。
①
同
時

代
的
な
資
料
で
あ
る
『
大
中
祥
符
法
宝
録
』
や
「
伝
法
院
碑
銘
」
が
選

抜
さ
れ
た
童
子
の
人
数
を
五
〇
人
と
し
て
い
る
こ
と
、
②
五
〇
人
と
い

う
要
求
か
ら
一
〇
人
に
人
員
を
限
定
し
た
と
の
理
由
が
『
宋
会
要
』
等

に
述
べ
ら
れ
な
い
こ
と
。
以
上
二
点
か
ら
、
選
抜
さ
れ
た
童
子
の
人
数

は
五
〇
人
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
で
は
、『
宋
会
要
』
や
『
仏

祖
統
紀
』
の
「
詔
し
て
令
高
品
王
文
寿
を
し
て
惟
浄
等
十
人
を
選
ば
し

む
」
と
い
う
記
載
と
他
資
料
記
載
の
「
五
〇
人
」
と
い
う
人
数
の
齟
齬

は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
本
項
の
本
文
は
「
選
得

4

4

惟
浄
等
十
人

4

4

4

4

4

、
引
見
便
坐
」
と
読
む
の
が
自
然
で
あ
る
が
、
も
し
こ
れ

を
「
選
得
惟
浄
等
、
十
人
引
見
便
坐

4

4

4

4

4

4

」
と
解
釈
し
、「
一
〇
人
」
を
童

子
を
代
表
し
て
太
宗
に
謁
見
し
た
人
数
と
解
釈
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
人

数
の
差
異
の
問
題
は
解
消
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
後
考
を
俟
ち
た

い
。

�

〈
大
澤
〉

〔
212
〕

〈
原
文
〉

是
年
、
詔
改
訳
経
院
為
伝
法
院
、
又
置
印
経
院
。

〈
訓
読
〉

是
の
年
、
詔
し
て
、
訳
経
院
を
改
め
伝
法
院
と
為
し
、
又
た
印
経
院
を

置
く
。

〈
解
説
〉

　

太
平
興
国
八
年
（
九
八
三
）、
訳
経
院
の
名
称
を
伝
法
院
と
改
め
、

ま
た
、
印
経
院
を
設
置
し
た
。
印
経
院
と
は
そ
の
名
の
通
り
経
典
を
印

刷
す
る
寺
院
で
あ
る
。

　

中
国
最
初
の
刊
本
大
蔵
経
で
あ
る
『
開
宝
蔵
』
は
こ
の
印
経
院
で
印

刷
さ
れ
た
。
こ
の
間
の
経
緯
を
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三
か
ら
抜
粋
す
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

�（
開
宝
四
年
）
高
品
の
張
従
信
に
勅
し
て
益
州
に
往
き
大
蔵
経
の

板
を
雕
せ
し
む
。�

（
大
正
蔵
四
九
、
三
九
六
ａ
）

　
　

�（
太
平
興
国
八
年
）
詔
す
、
訳
経
院
に
賜
い
て
伝
法
と
名
づ
け
、
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六
九

西
偏
に
印
経
院
を
建
つ
。（
今
の
臨
安
の
伝
法
院
は
、
即
ち
東
都

の
訳
経
院
な
り
。
今
は
但
だ
入
内
道
場
の
法
事
を
供
奉
す
る
の

み
。）
〇
成
都
、
先
に
太
祖
の
勅
を
奉
じ
、
大
蔵
経
を
造
る
、
板

成
れ
ば
進
上
す
。�

（
同
右
、
三
九
八
ｃ
）

　
『
開
宝
蔵
』
は
開
宝
四
年
（
九
七
一
）
に
太
祖
の
命
に
よ
り
成
都
で

刻
板
が
開
始
さ
れ
、
一
二
年
の
歳
月
を
経
て
刻
板
が
完
成
し
、
本
項
詔

勅
と
同
じ
年
に
献
上
さ
れ
た
。

　

印
経
院
の
設
置
の
背
景
に
は
、
同
年
に
進
上
さ
れ
た
『
開
宝
蔵
』
の

影
響
も
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
他
に
、
天

息
災
等
の
訳
経
事
業
も
大
い
に
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

『
仏
祖
統
紀
』
の
記
述
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
訳
経
院
の
隣
に
印
経
院
を

建
て
た
こ
と
や
、〔
208
〕
や
〔
213
〕
等
に
お
い
て
た
び
た
び
新
訳
の
経

典
の
刊
行
を
命
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
ま
た
、『
仏
祖
統

紀
』
の
注
は
、
南
宋
臨
安
に
も
「
伝
法
院
」
と
し
て
遷
さ
れ
た
が
、
そ

こ
で
は
訳
経
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
こ
れ
に
関
し

て
は
〔
264
〕
も
参
照
さ
れ
た
い
）。
ち
な
み
に
、
印
経
院
は
熙
寧
四
年

（
一
〇
七
一
）
に
廃
止
さ
れ
た
（〔
258
〕
参
照
）。

　

な
お
、『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
二
四
に
は
、『
宋
会
要
』
と
同
様
に

伝
法
と
賜
額
し
た
と
い
う
記
事
は
あ
る
が
、
印
経
院
に
つ
い
て
の
記
載

は
な
い
。

　
　

是
の
歳
、
訳
経
院
に
額
を
賜
い
、
伝
法
と
曰
う
。

�

（
中
華
書
局
本
、
第
三
冊
、
五
六
六
頁
）

�

〈
大
澤
〉

〔
213
〕

〈
原
文
〉

雍
熙
元
年
九
月
、
詔
自
今
新
訳
経
論
、
並
刊
板
摹
印
、
以
広
流
布
。

〈
訓
読
〉

雍
熙
元
年
九
月
、
詔
す
、
今
よ
り
新
訳
経
論
は
、
並
べ
て
刊
板
摹
印

し
、
以
て
広
く
流
布
せ
し
む
べ
し
。

〈
解
説
〉

　

雍
熙
元
年
（
九
八
四
）
九
月
、
新
訳
経
典
は
す
べ
て
刻
板
印
刷
し
、

広
く
流
布
さ
せ
よ
と
い
う
詔
勅
。
本
項
で
は
雍
熙
元
年
の
詔
勅
と
す
る

が
、
雍
熙
元
年
は
一
一
月
に
改
元
さ
れ
て
お
り
、
九
八
四
年
を
意
味
す

る
と
す
れ
ば
九
月
は
太
平
興
国
九
年
で
あ
る
。『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三

で
は
雍
熙
二
年
（
九
八
五
）
の
条
に
同
内
容
の
記
述
を
す
る
（
大
正
蔵

四
九
、
三
九
九
ｃ
）
た
め
、『
宋
会
要
』
と
の
間
に
は
年
代
の
齟
齬
が

あ
り
、
本
詔
勅
が
何
年
に
出
さ
れ
た
も
の
か
は
検
討
を
要
す
る
。
な

お
、
こ
の
詔
勅
は
〔
212
〕
の
印
経
院
設
置
の
詔
勅
と
も
密
接
に
関
係
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

�

〈
大
澤
〉

〔
214
〕

〈
原
文
〉



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

七
〇

二
年
、
帝
覧
所
訳
経
、
詔
宰
相
曰
、
訳
経
辞
義
円
好
、
天
息
災
等
三
人

及
此
地
数
僧
皆
深
通
梵
学
、
得
翻
伝
之
体
。
遂
詔
、
天
息
災
、
法
天
、

施
護
並
朝
散
大
夫
、
試
鴻
臚
少
卿
。
又
詔
、
訳
経
月
給
酥
酪
銭
有
差
。

〈
訓
読
〉

二
年
、
帝
、
所
訳
の
経
を
覧
、
宰
相
に
詔
し
て
曰
く
、
訳
経
の
辞
義
円

か
に
好
し
、
天
息
災
等
三
人
、
及
び
此
の
地
の
数
僧
は
皆
な
深
く
梵
学

に
通
じ
、
翻
伝
の
体
を
得
た
り
。
遂
に
詔
す
、
天
息
災
、
法
天
、
施
護

並
べ
て
朝
散
大
夫
、
試
鴻
臚
少
卿
と
す
。
又
た
詔
す
、
経
を
訳
す
る
に

月
づ
き
酥
酪
銭
を
給
す
も
差
有
り
。

〈
解
説
〉

　

雍
熙
二
年
（
九
八
五
）、
太
宗
は
訳
さ
れ
た
所
の
経
典
を
ご
覧
に
な

ら
れ
て
か
ら
宰
相
に
、「
翻
訳
さ
れ
た
経
の
文
章
の
形
式
や
内
容
は
、

完
全
で
大
変
素
晴
ら
し
い
。
梵
僧
で
あ
る
天
息
災
ら
三
人
と
中
国
の
幾

人
か
の
梵
僧
は
皆
な
梵
学
に
深
く
通
じ
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
素

晴
ら
し
い
翻
訳
の
経
典
に
な
っ
た
の
だ
」
と
言
わ
れ
た
。

　

そ
こ
で
天
息
災
、
法
天
、
施
護
の
三
人
を
試
鴻
臚
少
卿
と
い
う
官
職

に
付
け
、
朝
散
大
夫
と
い
う
身
分
を
与
え
る
と
の
詔
が
出
さ
れ
た
。
ま

た
訳
経
僧
に
は
月
々
に
酥
酪
銭
が
給
付
さ
れ
た
が
、
金
額
に
は
差
が
見

ら
れ
た
。

　

な
お
朝
散
大
夫
は
従
五
位
下
の
位
で
あ
る
。
ま
た
鴻
臚
少
卿
と
は
鴻

臚
卿
の
次
官
に
あ
た
る
。
鴻
臚
卿
は
外
交
使
節
・
異
民
族
の
接
待
に
あ

た
る
役
職
で
、
九
寺
の
一
つ
で
あ
る
。
九
寺
に
は
太
常
寺
、
光
禄
寺
、

衛
尉
寺
、
宗
正
寺
、
太
僕
寺
、
大
理
寺
、
鴻
臚
寺
、
司
農
寺
、
太
府
寺

が
あ
り
、
中
央
政
府
の
九
つ
の
事
務
執
行
機
関
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
項
と
同
じ
記
述
は
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三
に
も
見
ら
れ
る
。

　
　

�

二
年
、
上
、
新
訳
の
経
を
覧
ら
れ
、
宰
臣
に
謂
て
曰
く
、
天
息
災

等
は
翻
訳
の
体
を
妙
得
す
。
乃
ち
詔
す
、
天
息
災
は
朝
散
大
夫
、

試
光
禄
卿
に
除
し
、
法
天
・
施
護
は
並
て
朝
奉
大
夫
、
試
鴻
臚
卿

に
除
し
、
法
天
は
法
賢
と
改
名
す
。
並
び
に
月
づ
き
に
酥
酪
銭
を

給
す
る
も
差
有
り
。�

（
大
正
蔵
四
九
、
三
九
九
ｃ
）

　

な
お
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
法
天
が
法
賢
と
改
名
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い

る
が
、『
大
中
祥
符
法
宝
録
』
巻
六
に
は
、「
詔
天
息
災
改
名
法
賢
」

（
中
華
蔵
北
京
版
七
三
、
四
三
五
ａ
）
と
あ
り
、
天
息
災
が
法
賢
と
い

う
名
を
賜
っ
て
改
名
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
仏
祖
統
紀
』
に
は
「
法
天
改
名
法
賢
」、『
大
中
祥
符

法
宝
録
』
に
は
「
天
息
災
改
名
法
賢
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

法
賢
は
法
天
な
の
か
天
息
災
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は

す
で
に
色
々
と
検
討
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
柴
田
泰
「
法
天
改
名
法

賢
説
に
つ
い
て
」（『
宗
教
研
究
』
三
九
―
二
、
一
九
六
五
年
）
で
は
、

法
賢
・
法
天
・
天
息
災
三
者
の
訳
経
形
態
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
特
徴
を

比
較
検
討
し
た
結
果
、「
法
天
改
名
法
賢
」
と
伝
え
る
『
仏
祖
統
紀
』

の
記
述
は
誤
り
で
あ
り
、「
天
息
災
改
名
法
賢
」
説
の
方
が
妥
当
で
あ

る
と
結
論
付
け
て
い
る
。『
宋
会
要
』
で
も
本
稿
の
〔
215
〕
及
び
〔
217
〕

で
も
述
べ
る
よ
う
に
「
天
息
災
改
名
法
賢
」
と
記
録
さ
れ
る
。



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

七
一

�

〈
五
十
嵐
〉

〔
215
〕

〈
原
文
〉

法
賢
、
年
十
二
依
本
国
密
林
寺
達
声
明
学
、
従
父
兄
施
護
亦
出
家
。
法

賢
語
之
曰
、
古
聖
賢
師
皆
訳
梵
従
華
、
而
作
仏
事
。
即
相
与
従
北
天
竺

国
諸（
詣
カ
）中
国
、
至
燉
煌
。
其
王
固
留
不
遣
数
月
、
因
棄
錫
杖
瓶
盂
、
惟
持

梵
夾
以
至
、
仍
号
明
教
大
師
。

〈
訓
読
〉

法
賢
、
年
十
二
に
し
て
本
国
密
林
寺
に
依
り
声
明
の
学
に
達
し
、
従
父

兄
の
施
護
も
亦
た
出
家
す
。
法
賢
之
に
語
り
て
曰
く
、
古
の
聖
賢
師
は

皆
な
梵
を
華
に
訳
し
て
仏
事
と
作
す
。
即
ち
相
い
与
に
北
天
竺
国
よ
り

中
国
に
詣
り
、
燉
煌
に
至
る
。
其
の
王
固
く
留
め
て
数
ヶ
月
遣
ら
ず
、

因
み
に
錫
杖
瓶
盂
を
棄
て
、
惟
だ
梵
夾
の
み
持
し
以
て
至
る
、
仍も

っ
て

明
教
大
師
と
号
せ
し
む
。

〈
解
説
〉

　

法
賢
は
、
一
二
歳
で
本
国
の
密
林
寺
で
声
明
の
学
を
体
得
し
、
従
兄

弟
の
施
護
も
ま
た
出
家
し
た
。
法
賢
は
施
護
に
対
し
て
「
昔
の
智
慧
が

深
く
徳
の
高
い
人
は
皆
、
梵
語
の
経
典
を
中
国
語
に
訳
す
る
こ
と
を
仏

道
修
行
と
し
て
い
た
」
と
語
っ
た
。
そ
の
後
二
人
で
北
天
竺
国
か
ら
中

国
へ
向
か
う
こ
と
に
し
た
が
、
途
中
の
敦
煌
で
数
ヶ
月
間
引
き
留
め
ら

れ
た
。

　

そ
こ
で
二
人
は
持
参
し
て
い
た
錫
杖
と
鉢
す
ら
棄
て
、
梵
夾
だ
け
を

持
参
し
て
敦
煌
を
脱
出
し
て
き
た
の
で
、
法
賢
に
明
教
大
師
号
が
贈
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
因
み
に
梵
夾
と
は
多
羅
葉
に
記
し
た
教
典
で
、
そ
れ

を
重
ね
、
版
木
で
両
端
を
は
さ
み
、
縄
で
こ
れ
を
結
び
、
あ
た
か
も
箱

に
入
れ
た
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
名
が
あ
る
。

　

な
お
法
賢
が
声
明
の
学
を
体
得
し
た
密
林
寺
に
関
し
て
は
、『
釈
氏

稽
古
略
』
巻
四
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　
　

�

西
天
中
印
度
惹
蘭
陀
羅
国
密
林
寺
の
天
息
災
三
蔵
、
法
天
、
施
護

等
と
大
乗
荘
厳
宝
王
経
を
訳
し
、
帝
、
大
宋
新
訳
三
蔵
聖
教
序
を

製
す
。�

（
大
正
蔵
四
九
、
八
六
一
ｂ
）

　
『
釈
氏
稽
古
略
』
巻
四
に
よ
れ
ば
、
密
林
寺
の
天
息
災
が
法
天
や
施

護
ら
と
『
大
乗
荘
厳
宝
王
経
』
を
訳
し
た
と
あ
り
、
本
項
の
密
林
寺
の

法
賢
と
は
、『
釈
氏
稽
古
略
』
巻
四
に
よ
る
密
林
寺
の
天
息
災
と
同
一

人
物
と
窺
え
る
。
こ
の
事
か
ら
も
法
賢
は
天
息
災
が
改
名
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
項
は
前
項
に
続
い
て
天
息
災
に
関
す
る
記
述

で
あ
る
と
み
て
よ
い
。

�

〈
五
十
嵐
〉

〔
216
〕

〈
原
文
〉

三
年
十
月
戊
午
、
御
製
新
訳
三
蔵
聖
教
序
以
冠
経
首
。
令
刊
石
御
書
院
、

真
廟
。
祗
遹
先
訓
。



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

七
二

〈
訓
読
〉

（
雍
熙
）
三
年
十
月
戊
午
、
新
訳
三
蔵
聖
教
序
を
御
製
し
以
て
経
の
首

に
冠
す
。
令
し
て
石
に
刊き
ざ

み
御
書
院
、
真
廟
に
お
か
し
む
。
先
訓
を
祗し

遹い
つ

す
る
な
り
。

〈
解
説
〉

　

雍
熙
三
年
（
九
八
六
）
一
〇
月
一
一
日
、
太
宗
自
ら
作
成
し
た
『
新

訳
三
蔵
聖
教
序
』
を
新
訳
仏
典
の
首
に
冠
し
、
そ
れ
を
石
版
に
彫
り
御

書
院
と
真
廟
に
お
く
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
太
宗
が
先
の
皇
帝
（
太

祖
）
の
遺
訓
を
謹
ん
で
受
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
内
容

の
記
事
は
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三
に
も
見
ら
れ
る
。

　
　

�（
雍
熙
）
三
年
、
詔
し
て
天
下
の
係
帳
童
行
並
べ
て
剃
度
を
与
え

せ
し
め
、
今
後
自
り
読
経
三
百
紙
に
及
び
、
所
業
精
熟
な
る
者

は
、
方
め
て
係
帳
す
る
こ
と
を
許
す
。
詔
し
て
御
製
三
蔵
聖
教
序

を
以
て
天
息
災
等
に
賜
い
、
令
し
て
新
訳
経
の
首
に
冠
せ
し
む
。

�

（
大
正
蔵
四
九
、
四
〇
〇
ａ
）

　

ま
た
、「
伝
法
院
碑
銘
」
に
も
こ
の
項
と
関
連
す
る
記
事
が
見
ら
れ

る
。

�

〈
五
十
嵐
〉

〔
217
〕

〈
原
文
〉

雍
熙
四
年
、
詔
改
名
法
賢
、
累
加
試
光
禄
卿
、
朝
奉
大
夫
。

〈
訓
読
〉

雍
熙
四
年
、
詔
し
て
名
を
法
賢
と
改
め
し
め
、
累
ね
て
試
光
禄
卿
、
朝

奉
大
夫
を
加
う
。

〈
解
説
〉

　

雍
熙
四
年
（
九
八
七
）、
天
息
災
は
法
賢
と
名
を
改
め
、
試
鴻
臚
少

卿
、
朝
散
大
夫
か
ら
試
光
禄
卿
、
朝
奉
大
夫
に
昇
進
し
た
。
光
禄
卿
は

宮
中
の
諸
事
を
掌
る
役
職
で
あ
る
。「
天
息
災
改
名
法
賢
」
に
つ
い
て

は
〔
214
〕
を
参
照
。

�

〈
五
十
嵐
〉

〔
218
〕

〈
原
文
〉

咸
平
二
年
、
継
作
聖
教
序
賜
之
。

〈
訓
読
〉

咸
平
二
年
、
継
作
聖
教
序
も
て
之
に
賜
わ
る
。

〈
解
説
〉

　

太
宗
の
『
聖
教
序
』
に
継
い
で
、
真
宗
も
新
訳
仏
典
の
巻
首
に
『
継

作
聖
教
序
』
を
冠
す
る
こ
と
に
な
り
、
伝
法
院
に
賜
っ
た
。『
大
中
祥

符
法
宝
録
』
巻
一
一
に
よ
れ
ば
、『
継
作
聖
教
序
』
が
作
成
さ
れ
た
の

は
法
賢
等
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　

�

聖
教
序
の
文
を
御
製
し
、
以
て
先
聖
の
述
作
を
継
ぎ
、
新
訳
諸
経

の
首
に
冠
す
る
を
請
う
。
臣
法
賢
等
無
任
に
し
て
虔け
ん

祈き

激
切
の
至



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

七
三

り
、
謹
み
て
表
を
具
し
て
請
を
陳
べ
以
聞
す
。
二
年
秋
、
上
、
中

使
趙
誠
信
を
遣
り
て
、
継
作
聖
教
序
（
文
は
東
土
聖
賢
集
に
具
さ

な
り
）
を
齎
し
賜
る
。
翌
日
謝
を
奉
表
し
て
云
く
、
臣
法
賢
等
言

く
、
臣
等
今
月
二
十
二
日
入
内
し
、
内
侍
高
班
趙
誠
信
よ
り
聖
旨

を
奉
伝
さ
る
。
法
賢
曾
て
表
章
を
上
ま
つ
り
、
朕
の
聖
教
序
を
製

す
る
を
乞
う
も
、
諒
陰
の
内
に
屬
す
る
を
も
っ
て
、
抽
毫
暇
な
し
、

近
ご
ろ
禫
服
已
に
除
き
方
始
め
て
思
い
を
構
す
。
今
法
賢
等
に
継

作
聖
教
序
一
首
を
賜
わ
る
。
睿
律
祇
園
に
敷
き
、
宸
章
海
蔵
に
燭

し
、
空
門
は
聳
え
て
観
え
、
釈
部
は
暉
や
き
を
生
じ
、
凡
て
含
霊

に
在
り
て
は
、
同
じ
く
激
し
く
抃う

つ
こ
と
を
増
す
。

�

（
中
華
蔵
北
京
版
七
三
、
四
六
四
ｂ
）

す
な
わ
ち
法
賢
等
が
太
宗
の
『
聖
教
序
』
に
継
い
で
真
宗
の
『
聖
教

序
』
を
新
訳
仏
典
の
巻
首
に
冠
し
た
い
と
上
奏
し
た
。
そ
の
結
果
、
咸

平
二
年
（
九
九
九
）
の
秋
に
賜
る
こ
と
が
で
き
た
。
法
賢
が
入
内
し
内

侍
高
班
趙
誠
信
か
ら
そ
の
旨
を
伝
え
ら
れ
た
の
は
「
今
月
二
十
二
日
」

と
あ
る
が
、
王
応
麟
『
玉
海
』
巻
一
六
八
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
七
月
二

二
日
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　

�

先
訓
を
祗
遹
し
、
咸
平
二
年
七
月
壬
寅
、
継
作
聖
教
序
之
に
賜

う
。（『
合
璧
本
玉
海
』、
大
化
書
局
、
一
九
七
七
年
、
第
六
冊
、

三
一
七
九
頁
）

な
お
、
こ
の
真
宗
の
『
聖
教
序
』
は
太
宗
の
『
聖
教
序
』
に
継
い
で
作

ら
れ
た
の
で
『
継
作
聖
教
序
』
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
こ
の
項
に
関
連
し

て
本
稿
〔
235
〕
を
参
照
さ
れ
た
い
。

�

〈
五
十
嵐
〉

〔
219
〕

〈
原
文
〉

咸
平
三
年
八
月
卒
、
諡
慧
辯
。

〈
訓
読
〉

咸
平
三
年
八
月
に
卒
す
、
慧
辯
と
諡
す
。

〈
解
説
〉

　

咸
平
三
年
（
一
〇
〇
〇
）
八
月
、
法
賢
が
亡
く
な
り
慧
辯
と
い
う
諡

号
を
賜
っ
た
。

　
『
宋
会
要
』
に
よ
る
こ
れ
ま
で
の
法
賢
に
関
す
る
記
述
を
纏
め
る

と
、
天
息
災
改
め
法
賢
（
？
―
一
〇
〇
〇
）
は
北
天
竺
迦
湿
弥
羅
国
の

人
。
後
に
中
天
竺
惹
蘭
陀
羅
国
密
林
寺
に
住
し
、
次
い
で
太
平
興
国
五

年
に
施
護
と
共
に
汴
京
に
至
る
。
太
宗
に
謁
し
て
紫
衣
を
賜
い
、
同
七

年
六
月
に
太
平
興
国
寺
に
訳
経
院
が
完
成
す
る
と
、
法
天
・
施
護
と
共

に
入
院
し
て
翻
経
に
従
事
し
、
明
教
大
師
の
号
を
賜
る
。
雍
熙
二
年
に

法
天
・
施
護
と
共
に
朝
散
大
夫
、
試
鴻
臚
少
卿
を
加
え
ら
れ
る
。
雍
熙

四
年
、
詔
を
蒙
り
て
法
賢
と
名
を
改
め
、
朝
奉
大
夫
、
試
光
禄
卿
を
授

け
ら
れ
る
。
咸
平
二
年
に
は
法
賢
の
要
請
に
よ
り
『
継
作
聖
教
序
』
が

作
成
さ
れ
た
。
咸
平
三
年
八
月
に
亡
く
な
り
慧
辯
の
諡
号
を
賜
る
。

�

〈
五
十
嵐
〉



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

七
四

〔
220
〕

〈
原
文
〉

法
天
、
初
名
達
理
摩
犖
義
多
、
後
改
今
名
。
累
試
鴻
臚
卿
、
朝
奉
大
夫
、

転
光
禄
卿
。
咸
平
四
年
五
月
卒
、
諡
玄
覚
。

〈
訓
読
〉

法
天
、
初
め
達
理
摩
犖
義
多
と
名
の
り
、
後
に
今
の
名
に
改
む
。
試
鴻

臚
卿
、
朝
奉
大
夫
に
累
ね
て
、
光
禄
卿
に
転
ず
。
咸
平
四
年
五
月
に
卒

す
、
玄
覚
と
諡
す
。

〈
解
説
〉

　

法
天
（
？
―
一
〇
〇
一
）
は
中
天
竺
摩
陀
伽
国
の
僧
で
名
前
は
達
理

摩
犖
義
多
で
あ
っ
た
が
、
後
に
法
天
と
改
名
し
た
。
本
稿
の
〔
204
〕
に

よ
れ
ば
、
開
宝
七
年
に
梵
夾
を
齎
て
汴
京
に
至
り
、
河
中
府
に
て
梵
学

僧
法
進
と
共
に
、『
大
乗
聖
無
量
寿
決
定
光
明
王
如
来
陀
羅
尼
経
』
と

『
最
勝
仏
頂
陀
羅
尼
経
』
と
『
七
仏
讃
唄
陀
伽
』
各
三
巻
を
訳
し
、
知

鄜
州
王
亀
従
を
通
じ
て
太
宗
に
上
奏
し
た
と
こ
ろ
紫
衣
を
賜
っ
た
。
ま

た
〔
207
〕
に
よ
れ
ば
太
平
興
国
七
年
六
月
に
訳
経
院
が
成
る
と
、
天
息

災
、
施
護
と
共
に
入
院
し
、
伝
教
大
師
の
号
を
賜
っ
た
。〔
214
〕
に
よ

れ
ば
雍
熙
二
年
、
天
息
災
、
法
天
と
共
に
朝
散
大
夫
、
試
鴻
臚
少
卿
を

加
え
ら
れ
、
さ
ら
に
試
鴻
臚
卿
、
朝
奉
大
夫
へ
と
昇
進
し
、
光
禄
卿
に

転
じ
た
。
咸
平
四
年
五
月
に
亡
く
な
り
、
玄
覚
と
諡
号
を
賜
る
。

�

〈
五
十
嵐
〉

〔
221
〕

〈
原
文
〉

施
護
、
十
五
依
帝
釈
宮
寺
僧
悲
賢
、
学
五
天
真
草
、
及
師
子
、
于
闐
、

三
仏
斉
、
闍
婆
文
字
、
累
加
試
鴻
臚
卿
、
朝
奉
大
夫
、
又
試
光
禄
卿
。

〈
訓
読
〉

施
護
、
十
五
に
し
て
帝
釈
宮
寺
僧
悲
賢
に
依
り
、
五
天
の
真
草
、
及
び

師
子
、
于
闐
、
三
仏
斉
、
闍
婆
の
文
字
を
学
び
、
累
ね
て
試
鴻
臚
卿
、

朝
奉
大
夫
、
又
た
試
光
禄
卿
を
加
う
。

〈
解
説
〉

　

本
稿
の
〔
206
〕
に
よ
れ
ば
施
護
は
烏
填
曩
国
の
人
で
、
一
五
歳
の
時

に
帝
釈
宮
寺
の
僧
悲
賢
に
つ
い
て
、
五
天
竺
（
イ
ン
ド
）
の
文
字
と
、

師
子
国
、
于
闐
国
、
三
仏
斉
国
、
闍
婆
国
の
文
字
を
学
ん
だ
。
訳
経
の

功
績
に
よ
り
試
鴻
臚
少
卿
、
朝
散
大
夫
か
ら
試
鴻
臚
卿
、
朝
奉
大
夫
へ

と
昇
進
し
、
さ
ら
に
試
光
禄
卿
と
な
っ
た
。

　

獅
子
国
は
イ
ン
ド
の
南
の
錫せ

い
ろ
ん崙
島
の
古
称
で
あ
り
、
于う

闐て
ん

国
は
西
域

の
ホ
ー
タ
ン
地
方
に
あ
た
り
、
闍
婆
国
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
属
す
る

ジ
ャ
ワ
島
で
あ
る
。
三
仏
斉
国
は
ス
マ
ト
ラ
島
の
東
南
岸
に
あ
た
る
巴ぱ

鄰れ
ん

旁ば
ん

（
今
の
南
ス
マ
ト
ラ
州
の
州
都
）
で
あ
る
。

�

〈
五
十
嵐
〉

〔
222
〕



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

七
五

〈
原
文
〉

祥
符
三
年
九
月
、
天
竺
僧
覚（
称
欠
カ
）
献
讃
聖
序
。

〈
訓
読
〉

（
大
中
）
祥
符
三
年
九
月
、
天
竺
僧
覚
称
、
讃
聖
序
を
献
ず
。

〈
解
説
〉

　

本
稿
の
〔
238
〕
お
よ
び
『
玉
海
』
巻
一
六
八
に
よ
り
「
覚
」
に
「
称
」

を
補
っ
て
覚
称
と
し
た
。
大
中
祥
符
三
年
（
一
〇
一
〇
）
九
月
、
イ
ン

ド
僧
覚
称
が
『
讃
聖
序
』
を
皇
帝
に
献
上
し
た
。
ま
た
〔
238
〕
と
『
玉

海
』
巻
一
六
八
（『
合
璧
本
玉
海
』、
同
上
）
で
は
、『
讃
聖
序4

』
が

『
讃
聖
頌4

』
と
な
っ
て
い
る
。

�

〈
五
十
嵐
〉

〔
223
〕

〈
原
文
〉

六
年
八
月
、
参
政
趙
安
仁
等
、
纂
集
新
経
並
所
降
制
詔
。
賜
名
祥
符
法

宝
録
。
丁
亥
、
御
製
賜
。

〈
訓
読
〉

（
大
中
祥
符
）
六
年
八
月
、
参
政
の
趙
安
仁
等
、
新
経
並
び
に
降
す
所

の
制
詔
を
纂
集
す
。
賜
わ
り
て
祥
符
法
宝
録
と
名
づ
く
。
丁
亥
、
御
製

し
賜
わ
る
。

〈
解
説
〉

　

大
中
祥
符
六
年
（
一
〇
一
三
）
八
月
、
参
知
政
事
の
趙
安
仁
ら
が
新

経
と
詔
勅
を
集
め
目
録
を
編
纂
し
た
と
こ
ろ
、
皇
帝
か
ら
『
大
中
祥
符

法
宝
録
』
と
い
う
書
名
を
賜
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
い
で
八
月
二
八
日

に
は
御
製
の
序
を
賜
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
大
中
祥
符
六
年
八

月
朔
日
は
庚
申
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
丁
亥
は
二
八
日
と
し
た
。

　

本
項
と
同
じ
内
容
の
記
述
が
〔
239
〕
に
も
見
ら
れ
、
さ
ら
に
『
仏
祖

統
紀
』
巻
四
四
に
も
同
じ
記
事
が
見
ら
れ
る
。

　
　

�

八
月
、
兵
部
侍
郎
訳
経
潤
文
官
趙
安
仁
、
詔
を
奉
じ
て
大
蔵
経
を

編
修
す
。
録
成
な
り
て
凡
べ
て
二
十
一
巻
、
大
中
祥
符
法
宝
録
の

名
を
賜
う
。
仍
お
御
製
の
序
を
賜
り
て
云
く
、
太
平
興
国
よ
り
以

来
訳
成
り
し
経
律
論
凡
そ
四
百
十
三
巻
な
り
。
秘
書
監
楊
億
、
光

梵
大
師
惟
浄
等
編
次
す
。
又
た
両
朝
の
御
製
仏
乗
文
集
を
以
て
大

蔵
に
編
入
せ
ん
こ
と
を
請
う
。
詔
を
下
し
褒
め
許
す
。

�

（
大
正
蔵
四
九
、
四
〇
四
ｃ
）

『
大
中
祥
符
法
宝
録
』
二
二
巻
は
真
宗
の
勅
に
よ
り
、
趙
安
仁
、
楊
億
、

僧
惟
浄
ら
が
大
中
祥
符
四
年
（
一
〇
一
一
）
一
一
月
に
編
纂
に
着
手
し

て
、
大
中
祥
符
八
年
（
一
〇
一
五
）
に
七
月
に
本
録
二
一
巻
総
録
一
巻

を
完
成
し
、
同
一
〇
月
に
真
宗
に
上
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
楊

億
は
大
中
祥
符
元
年
（
一
〇
〇
八
）
に
完
成
し
た
『
景
徳
伝
灯
録
』
三

〇
巻
の
序
文
を
撰
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
大
中
祥
符
四
年

に
『
景
徳
伝
灯
録
』
が
入
蔵
す
る
こ
と
に
関
し
て
も
深
く
か
か
わ
っ
た

人
物
で
あ
る
。
因
み
に
楊
億
が
編
纂
に
関
わ
っ
た
『
大
中
祥
符
法
宝

録
』
巻
二
〇
に
は
、『
景
徳
伝
灯
録
』
入
蔵
に
関
す
る
詳
細
な
記
述
が



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

七
六

あ
る
。

　
『
景
徳
伝
灯
録
』
の
入
蔵
を
め
ぐ
っ
て
は
椎
名
宏
雄
「
宋
元
版
禅
籍

研
究
（
八
）」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
三
五
―
一
）
に
詳
し
い
報
告

が
あ
る
。

　

参
知
政
事
の
趙
安
仁
（
九
五
八
―
一
〇
一
八
）
に
つ
い
て
『
宋
史
』

巻
二
八
七
に
よ
れ
ば
、
河
南
省
洛
陽
の
人
で
、
字
を
楽
道
と
い
い
、
能

書
家
で
あ
っ
た
。
雍
熙
二
年
（
九
八
五
）
進
士
に
合
格
し
、
梓
州
榷
塩

院
判
官
に
補
さ
れ
る
。
景
徳
元
年
（
一
〇
〇
四
）
工
部
員
外
郎
、
翰
林

学
士
に
就
く
。
景
徳
三
年
（
一
〇
〇
六
）
右
諌
議
大
夫
・
参
知
政
事
に

就
く
。
大
中
祥
符
元
年
（
一
〇
〇
八
）
に
は
天
書
が
降
る
瑞
祥
が
あ
ら

わ
れ
た
の
で
泰
山
で
封
禅
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
王
欽
若

と
並
ん
で
泰
山
経
制
度
置
使
を
拝
命
し
て
い
る
。
天
禧
二
年
（
一
〇
一

八
）
御
史
中
丞
と
な
る
が
、
五
月
に
急
な
病
に
よ
り
卒
す
。
朝
廷
か
ら

吏
部
尚
書
が
贈
ら
れ
、
諡
号
と
し
て
文
定
を
賜
っ
た
。

　

な
お
夏
竦
が
訳
経
事
業
に
功
績
の
あ
っ
た
先
人
の
顕
彰
た
め
に
勅
に

よ
り
、
景
祐
二
年
（
一
〇
三
五
）
に
著
し
た
「
伝
法
院
碑
銘
」
の
中
で
、

訳
経
に
貢
献
し
た
一
〇
名
の
官
人
（
宋
綬
、
王
曙
、
張
洎
、
趙
安
仁
、

楊
礪
、
晁
逈
、
李
維
、
朱
昻
、
梁
周
翰
、
楊
億
）
の
中
に
趙
安
仁
も
名

を
連
ね
、
儒
教
と
と
も
に
仏
教
に
通
じ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

�

〈
五
十
嵐
〉

〔
224
〕

〈
原
文
〉

八
年
閏
六
月
甲
辰
、
出
太
宗
御
製
妙
覚
集
五
巻
、
付
院
入
蔵
。

〈
訓
読
〉

（
大
中
祥
符
）
八
年
閏
六
月
甲
辰
、
太
宗
御
製
の
妙
覚
集
五
巻
を
出
し
、

院
に
付
し
て
入
蔵
せ
し
む
。

〈
解
説
〉

　

大
中
祥
符
八
年
（
一
〇
一
五
）
閏
六
月
二
六
日
に
、
太
宗
皇
帝
が
作

成
さ
れ
た
『
妙
覚
集
』
五
巻
が
伝
法
院
に
付
せ
ら
れ
て
入
蔵
し
た
。

　

こ
の
項
と
同
じ
記
事
が
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
四
に
も
見
ら
れ
る
。

　
　

�

詔
す
、
太
宗
御
製
の
妙
覚
集
五
巻
を
以
て
、
伝
法
院
に
付
し
大
蔵

に
編
入
せ
し
む
。�

（
大
正
蔵
四
九
、
四
〇
五
ｂ
）

　

な
お
佐
藤
成
順
『
宋
代
仏
教
史
の
研
究
』（
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇

一
二
年
）
は
『
大
中
祥
符
法
宝
録
』
巻
一
八
に
は
、
太
宗
の
御
製
仏
書

の
八
部
六
二
巻
と
そ
の
他
、
散
在
し
て
い
た
太
宗
御
製
の
『
別
種
釈
門

文
字
』
を
真
宗
朝
に
な
っ
て
編
集
し
た
『
妙
覚
集
』
五
巻
が
あ
り
、
次

の
よ
う
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

第
一
巻　
　

歌
行　

一
一
首

　
　

第
二
巻　
　

�

古
調
詩　

四
言
一
十
首
、
三
言
一
首
、
七
言
一
首
、

一
言
至
十
言
一
首

　
　

第
三
巻　
　

五
言
詩　

一
九
首

　
　

第
四
巻　
　

七
言
詩　

一
六
首

　
　

第
五
巻　
　

序
二
首



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

七
七

　

な
お
、
本
項
と
同
じ
記
述
が
〔
240
〕
に
も
見
ら
れ
る
。

�

〈
五
十
嵐
〉

〔
225
〕

〈
原
文
〉

天
禧
二
年
正
月
卒
、
諡
明
悟
。

〈
訓
読
〉

天
禧
二
年
正
月
に
卒
す
、
明
悟
と
諡
す
。

〈
解
説
〉

　

天
禧
二
年
（
一
〇
一
八
）
一
月
に
、
施
護
が
亡
く
な
り
明
悟
と
い
う

諡
号
を
賜
っ
た
。

　

本
稿
の
〔
206
〕〔
207
〕〔
214
〕〔
221
〕
よ
り
、
施
護
（
？
―
一
〇
一
八
）

は
烏
填
曩
国
の
人
。
一
五
歳
の
時
、
帝
釈
宮
寺
の
僧
悲
賢
に
つ
い
て
五

天
竺
（
イ
ン
ド
）
の
文
字
、
及
び
師
子
、
于
闐
、
三
仏
斉
、
闍
婆
の
文

字
を
修
得
す
る
。
太
平
興
国
五
年
に
天
息
災
と
共
に
汴
京
に
至
る
。
太

宗
に
拝
謁
し
て
紫
衣
を
賜
い
、
同
七
年
六
月
に
訳
経
院
が
完
成
す
る
と
、

天
息
災
、
法
天
と
共
に
入
院
し
、
翻
経
に
従
事
し
、
顕
教
大
師
の
号
を

賜
る
。
雍
熙
二
年
に
天
息
災
と
共
に
朝
散
大
夫
、
試
鴻
臚
少
卿
を
加
え

ら
れ
、
さ
ら
に
試
光
禄
卿
へ
と
昇
進
し
た
。
天
禧
二
年
正
月
に
亡
く
な

り
明
悟
の
諡
号
を
賜
る
。

�

〈
五
十
嵐
〉

〔
226
〕

〈
原
文
〉

後
又
有
法
護
者
、
与
法
賢
同
国
人
。
依
中
天
竺
摩
伽
陀
国
堅
固
鎧
宮

寺
、
解
八
転
音
。
年
二
十
五
至
京
師
、
賜
方
袍
。
景
德
三
年
、
詔
参
証

梵
文
、
号
伝
梵
大
師
、
累
試
光
禄
卿
。

〈
訓
読
〉

後
に
又
た
法
護
な
る
者
あ
り
、
法
賢
と
同
国
人
な
り
。
中
天
竺
摩
伽
陀

国
の
堅
固
鎧
宮
寺
に
よ
り
、
八
転
音
を
解
す
。
年
二
十
五
に
し
て
京
師

に
至
り
、
方
袍
を
賜
う
。
景
德
三
年
、
詔
す
、
証
梵
文
に
参
じ
、
伝
梵

大
師
と
号
せ
し
め
、
累
ね
て
試
光
禄
卿
と
な
す
。

〈
解
説
〉

　

法
護
は
法
賢
と
同
国
（
北
天
竺
迦
湿
弥
羅
国
）
の
人
で
あ
る
。
中
天

竺
摩
伽
陀
国
堅
固
鎧
宮
寺
で
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
名
詞
や
形
容
詞

な
ど
が
格
の
変
化
に
よ
り
語
尾
が
八
種
類
に
も
変
化
す
る
八
転
音
（
八

転
声
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
に
つ
い
て
学
び
修
得
し
、
二
五
歳
の
時
に
中

国
の
京
師
に
来
て
袈
裟
を
賜
っ
た
。

　

そ
の
後
、
景
德
三
年
（
一
〇
〇
六
）
に
法
護
を
証
梵
文
に
参
じ
、
伝

梵
大
師
号
を
下
賜
し
、
試
光
禄
卿
に
昇
進
さ
せ
る
詔
が
出
さ
れ
た
。
た

だ
法
護
が
伝
梵
大
師
号
を
賜
っ
た
の
は
、『
大
中
祥
符
法
宝
録
』
巻
一

五
に
よ
れ
ば
、
景
徳
四
年
（
一
〇
〇
七
）
一
一
月
と
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
法
護
に
つ
い
て
は
『
大
中
祥
符
法
宝
録
』
巻
一
五
に
次
の
よ
う

な
記
述
が
あ
る
。
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七
八

　
　

�
北
天
竺
の
沙
門
法
護
と
京
の
太
平
興
国
寺
の
沙
門
惟
浄
に
詔
し
て
、

同
訳
経
文
と
な
さ
し
む
。
法
護
は
華
言
に
て
、
梵
に
は
達
里
摩
波

羅
本
と
云
う
。
北
天
竺
迦
湿
弥
羅
国
の
人
、
婆
羅
門
の
族
な
り
。

姓
は
憍
尸
迦
植
。
性
は
簡
易
、
風
骨
は
俊
爽
。
幼
き
よ
り
志
尚
を

懐
き
、
卓
然
と
し
て
群
せ
ず
。
未
だ
出
家
せ
ざ
る
の
日
、
四
圍
陀

典
及
び
諸
記
論
を
習
う
。
後
に
中
天
竺
摩
伽
陀
国
堅
固
鎧
宮
寺
に

詣
き
、
沙
門
蘇
誐
多
室
利
波
羅
、
華
言
に
、
善
逝
吉
祥
護
に
依
り

出
家
す
。
年
満
ち
て
受
具
し
、
沙
門
希
有
乗
、
沙
門
妙
意
尊
、
沙

門
布
施
鎧
に
依
り
、
受
学
阿
闍
梨
と
為
る
。
毗
尼
蔵
を
習
い
、
深

閑
と
し
て
持
犯
す
。
声
明
の
論
を
伝
え
、
字
源
を
洞
究
し
、
八
転

の
音
に
通
じ
、
三
乗
の
学
を
融
ず
。
後
に
又
た
名
師
を
詢
訪
し
、

大
乗
の
経
論
を
伝
受
し
、
筆
札
偈
句
に
以い

至た

り
て
は
尤
も
精
錬
す

る
所
な
り
。
年
二
十
五
に
し
て
法
門
の
兄
、
覚
吉
祥
智
と
志
を
発

し
、
侶
を
結
び
て
京
師
に
来
詣
す
。
冒
険
し
疲
を
忘
る
こ
と
数
年

し
て
而い

至た

る
。
梵
経
を
以
て
献
を
為
せ
ば
、
上
、
召
見
し
て
紫
衣

と
束
帛
を
賜
い
、
皇
建
院
に
館
せ
し
む
。
景
德
三
年
十
一
月
、
詔

し
て
証
梵
文
に
参
ぜ
し
む
。
四
年
十
一
月
、
賜
い
て
伝
梵
大
師
と

号
せ
し
む
。�

（
中
華
蔵
北
京
版
七
三
、
四
九
七
ｃ
）

　

法
護
に
つ
い
て
は
本
稿
の
〔
236
〕
と
〔
257
〕
に
も
記
述
が
見
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
法
護
に
つ
い
て
纏
め
る
と
、
法
護
（
？
―
一
〇
五
八
）

は
梵
語
で
は
達
里
摩
波
羅
本
、
天
息
災
と
同
じ
北
天
竺
迦
湿
弥
羅
国
の

人
。
姓
は
憍
尸
迦
、
婆
羅
門
族
で
あ
る
。
幼
く
し
て
四
圍
陀
典
及
び
諸

記
論
を
習
い
、
後
に
中
天
竺
摩
伽
陀
国
堅
固
鎧
宮
寺
で
沙
門
蘇
誐
多
室

利
波
羅
に
つ
い
て
出
家
し
、
受
具
し
、
八
転
声
を
修
得
す
る
。
二
五
歳

の
時
に
法
門
の
兄
で
あ
る
覚
吉
祥
智
と
共
に
京
師
に
至
り
、
梵
経
を
献

じ
て
紫
衣
を
賜
う
。
景
徳
三
年
一
一
月
に
証
梵
文
、
四
年
一
一
月
に
は

伝
梵
大
師
の
号
を
賜
り
、
試
光
禄
卿
を
加
え
ら
れ
る
。
大
中
祥
符
八
年

に
は
朝
散
大
夫
、
試
鴻
臚
少
卿
を
加
え
ら
れ
る
。
天
禧
二
年
訳
経
三
蔵

に
、
四
年
に
は
試
鴻
臚
卿
に
進
む
。
至
和
元
年
普
明
慈
覚
伝
梵
大
師
の

号
を
賜
る
。
嘉
祐
三
年
に
亡
く
な
る
、
年
九
〇
余
。
演
教
三
蔵
の
諡
号

を
賜
る
。

�

〈
五
十
嵐
〉

〔
227
〕

〈
原
文
〉

法
進
者
、
学
梵
書
、
達
梵
義
、
博
究
教
典
。
綴
文
婉
約
、
得
古
経
格

致
。
今
翻
釈（
訳
カ
）儀
範
自
其
著
定
也
。

〈
訓
読
〉

法
進
は
、
梵
書
を
学
び
、
梵
義
に
達
し
、
博
く
教
典
を
究
む
。
綴
文
は

婉
約
に
し
て
、
古
経
の
格
致
を
得
た
り
。
今
の
翻
訳
の
儀
範
、
其
の
著

に
よ
り
定
む
。

〈
解
説
〉

　

法
進
は
梵
書
を
学
び
梵
語
の
意
義
の
解
釈
に
優
れ
て
お
り
、
教
典
を

ひ
ろ
く
究
め
た
。
法
進
の
訳
し
た
文
章
は
美
し
く
無
駄
が
な
く
、
し
か
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七
九

も
古
い
経
典
の
お
も
む
き
も
具
え
て
い
た
。
現
在
の
翻
訳
の
基
本
は
法

進
に
よ
っ
て
定
ま
っ
た
。

　

法
進
に
つ
い
て
は
『
宋
高
僧
伝
』
巻
三
「
唐
京
師
満
月
伝
」
の
末
尾

に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　

�

我
が
皇
帝
、
大
宝
に
臨
み
て
五
載
に
迨
ぶ
に
、
河
中
府
に
顕
密
の

教
を
伝
う
る
沙
門
法
進
あ
り
、
西
域
三
蔵
法
天
に
請
い
、
経
を
蒲

津
に
お
い
て
訳
さ
し
む
。
州
府
の
官
表
も
て
進
る
に
、
上
、
覧
て

大
い
に
悦
び
、
各
お
の
に
紫
衣
を
賜
う
。
因
て
勅
し
て
訳
経
院
を

太
平
興
国
寺
の
西
偏
に
造
ら
し
め
、
続
き
て
勅
し
て
天
下
の
梵
夾

を
搜
購
せ
し
む
。
梵
僧
法
護
、
施
護
あ
り
、
同
に
そ
の
務
に
参
ず
。

�
（
大
正
蔵
五
〇
、
七
二
五
ａ
）

　

太
宗
の
太
平
興
国
五
年
（
九
八
〇
）
に
、
河
中
府
（
山
西
省
）
に
顕

教
と
密
教
に
通
じ
た
法
進
と
い
う
僧
が
い
た
。
法
進
が
西
域
三
蔵
の
法

天
に
要
請
し
て
、
経
典
の
翻
訳
を
行
い
、
そ
れ
を
州
府
の
役
人
が
皇
帝

に
上
進
し
た
と
こ
ろ
、
皇
帝
が
大
変
悦
ば
れ
紫
衣
を
賜
わ
っ
た
。
ま
た

こ
れ
に
よ
り
太
平
興
国
寺
に
訳
経
院
を
建
て
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。

　

法
進
が
法
天
に
協
力
し
て
訳
し
た
経
典
は
、
本
稿
の
〔
204
〕
に
よ
れ

ば
、

　
　

�

開
宝
七
年
、
知
鄜
州
の
王
亀
従
、
中
天
竺
摩
伽
陀
国
の
僧
法
天
、

河
中
府
の
梵
学
僧
法
進
が
訳
す
る
所
の
聖
無
量
寿
、
尊
勝
二
経
、

七
仏
讃
を
表
上
す
。
詔
し
て
法
天
等
を
闕
に
赴
か
し
め
、
召
見
し

慰
労
し
て
紫
衣
を
賜
う
。

と
あ
り
、『
聖
無
量
寿
』、『
尊
勝
』
の
二
経
と
『
七
仏
讃
』
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
法
進
は
『
聖
無
量
寿
』
等
三
部
の
経
典
を
皇
帝
に
上
進

し
、
首
都
開
封
に
登
り
、
皇
帝
の
優
遇
を
受
け
、〔
206
〕
で
も
述
べ
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
訳
経
院
が
太
平
興
国
七
年
六
月
に
完
成
し
た
時
に

は
、
梵
学
僧
と
し
て
訳
経
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、〔
204
〕
で
は
『
聖
無
量
寿
』
等
の
訳
経
、
上
表
の
年
次
を

「
開
宝
七
年
」
と
す
る
が
、
先
に
記
し
た
『
宋
高
僧
伝
』
巻
三
「
唐
京

師
満
月
伝
」
に
よ
れ
ば
太
平
興
国
五
年
と
し
、
両
書
の
間
に
は
六
年
の

相
違
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
佐
藤
成
順
『
宋
代
仏
教
史
の
研
究
』

（
一
二
頁
）
の
中
で
、
大
塚
起
弘
「
七
寺
一
切
経
中
の
北
宋
新
訳
仏

典
」（『
い
と
く
ら
』
五
号
、
国
際
仏
教
学
大
学
院
、
二
〇
〇
九
年
一
二

月
）
を
も
と
に
、

　
　

�

最
近
の
研
究
に
よ
っ
て
、
法
天
訳
『
聖
無
量
寿
（
王
経
）』
は
、

河
中
府
開
元
寺
の
梵
学
沙
法
進
の
協
力
で
、「
太
平
興
国
六
年
四

月
」
に
鄜
州
（
陝
西
省
中
部
）
の
龍
興
寺
で
訳
出
さ
れ
た
こ
と
が

判
明
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
『
宋
高
僧
伝
』
の
「
大
宝
の
五
載
に
臨

む
」
が
ほ
ぼ
正
し
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

と
記
し
、〔
204
〕
の
記
述
は
誤
り
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
に

関
し
て
は
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

�

〈
五
十
嵐
〉
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八
〇

〔
228
〕

〈
原
文
〉

其
年
、
詔
、
応
西
天
僧
有
精
通
梵
語
可
助
翻
演
者
、
悉
館
於
伝
法
院
。

自
是
梵
僧
至
者
、
悉
召
見
、
賜
以
紫
服
、
束
帛
。
華
僧
自
西
域
還
者
亦

如
之
。
又
自
天
息
災
言
、
聞
陝
西
諸
州
頗
有
僧
俗
収
蔵
梵
夾
、
望
降
詔

購
放
、
以
資
翻
訳
。
従
之
。

〈
訓
読
〉

其
の
年
、
詔
す
、
応
に
西
天
僧
の
、
梵
語
に
精
通
し
て
翻
演
を
助
く
る

べ
き
者
有
ら
ば
、
悉
く
伝
法
院
に
館
せ
し
め
よ
と
。
是
れ
よ
り
梵
僧
の

至
る
者
あ
ら
ば
、
悉
く
召
見
し
、
賜
う
る
に
紫
服
、
束
帛
を
以
て
す
。

華
僧
の
西
域
よ
り
還
る
者
あ
ら
ば
亦
た
之
の
如
し
。
又
た
天
息
災
の
、

聞
く
に
陝
西
諸
州
に
頗
る
僧
俗
の
梵
夾
を
収
蔵
す
る
も
の
有
り
、
望
む

ら
く
は
詔
を
降
し
て
購
放
し
、
以
て
翻
訳
に
資
せ
ん
と
言
う
に
よ
り
、

之
に
従
う
。

〈
解
説
〉

　

雍
熙
二
年
（
九
八
五
）、「
西
天
の
僧
で
梵
語
に
精
通
し
、
翻
訳
の
助

け
に
な
る
僧
が
い
た
場
合
、
全
て
伝
法
院
に
住
ま
わ
せ
よ
」
と
い
う
詔

が
あ
っ
た
。
こ
れ
よ
り
、
印
度
か
ら
来
た
僧
は
全
て
召
見
さ
れ
、
紫

服
・
絹
の
束
が
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
中
国
人
の
僧
で
西
域
か
ら
帰
っ

て
き
た
者
も
こ
れ
と
同
じ
扱
い
を
し
た
。

　

さ
ら
に
「
陝
西
の
諸
州
に
は
多
く
の
梵
語
の
経
典
を
収
蔵
し
て
い
る

僧
俗
が
い
る
た
め
、
詔
を
降
し
て
こ
れ
を
買
い
与
え
、
翻
訳
の
助
け
に

す
る
こ
と
を
望
む
」
と
い
う
天
息
災
か
ら
の
進
言
が
あ
っ
た
た
め
、
こ

れ
を
採
用
し
た
。「
購
放
」
に
つ
い
て
、『
宋
会
要
輯
稿
・
蕃
夷
道
釈
』

（
二
〇
一
〇
年
、
四
川
大
学
出
版
社
）
及
び
『
宋
会
要
輯
稿
』（
二
〇
一

四
年
、
上
海
古
籍
出
版
社
）
は
、「
放
」
を
「
訪
」
の
誤
り
で
は
な
い

か
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
原
典
を
尊
重
し
、「
放
」
に
よ
っ
て

解
釈
し
た
。
な
お
「
購
訪
」
だ
と
「
買
い
求
め
る
」
と
い
う
意
味
に
な

る
だ
ろ
う
か
。

　

な
お
こ
こ
で
言
う
「
其
の
年
」
と
は
、『
玉
海
』
巻
一
六
八
の
「（
雍

熙
）
二
年
、
詔
す
、
四
天
竺
僧
の
梵
語
に
精
通
す
る
者
あ
ら
ば
、
悉
く

院
に
館
せ
し
め
よ
」（『
合
璧
本
玉
海
』、
同
上
）
を
参
考
に
し
て
、
雍

熙
二
年
と
考
え
る
。
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〈
原
文
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是
年
、
義
学
沙
門
知
則
上
新
訳
無
量
寿
経
疏
、
賜
号
演
教
大
師
。
其
後

献
新
経
者
、
僧
司
集
義
学
僧
詳
定
入
蔵
。

〈
訓
読
〉

是
の
年
、
義
学
沙
門
知
則
、
新
訳
無
量
寿
経
疏
を
上
れ
ば
、
号
演
教
大

師
を
賜
う
。
其
の
後
、
新
経
を
献
ず
る
者
あ
ら
ば
、
僧
司
、
義
学
僧
を

集
め
て
詳
定
し
て
入
蔵
せ
し
む
。

〈
解
説
〉
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永
井
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八
一

　

前
項
と
同
じ
雍
熙
二
年
（
九
八
五
）、
義
学
沙
門
の
知
則
は
『
新
訳

無
量
寿
経
疏
』
を
上
進
し
、
演
教
大
師
の
号
を
賜
っ
た
。
こ
れ
よ
り

後
、
新
た
に
経
が
献
じ
る
者
が
い
た
ら
、
僧
司
は
義
学
僧
を
集
め
て
具

さ
に
話
し
合
っ
て
入
蔵
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

知
則
が
演
教
大
師
の
号
を
賜
っ
た
記
事
は
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三
に

も
見
ら
れ
る
が
、
内
容
は
こ
れ
と
同
一
で
あ
る
。

　

ま
た
『
新
訳
無
量
寿
経
疏
』
は
、『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三
に
は
『
聖

無
量
寿
経
疏
』
と
あ
る
。
さ
ら
に
『
大
中
祥
符
法
宝
録
』
巻
六
に
は
、

知
則
が
『
大
乗
聖
無
量
寿
決
定
光
明
王
如
来
陀
羅
尼
経
』
を
含
む
二
経

一
讃
に
つ
い
て
、
綴
文
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
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〈
原
文
〉

十
月
、
帝
作
新
訳
三
蔵
聖
教
序
、
賜
訳
僧
。
仍
令
、
応
新
訳
経
、
逐
部

之
首
、
皆
載
之
。
又
令
刊
石
御
書
院
。

〈
訓
読
〉

十
月
、
帝
、
新
訳
三
蔵
聖
教
序
を
作
り
、
訳
僧
に
賜
う
。
仍
り
て
令

す
、
応
に
新
訳
の
経
の
部
ご
と
の
首
に
皆
な
之
を
載
す
べ
し
。
又
た
石

に
刊
み
御
書
院
に
お
か
し
む
。

〈
解
説
〉

　

雍
熙
三
年
（
九
八
六
）
一
〇
月
、
太
宗
は
新
訳
三
蔵
聖
教
序
を
作
っ

て
訳
僧
に
下
賜
し
、
次
の
命
令
を
下
し
た
。
一
つ
は
新
た
に
訳
し
た
経

典
の
一
つ
一
つ
の
冒
頭
に
聖
教
序
を
載
せ
る
こ
と
。
そ
の
聖
教
序
を
石

に
刻
ん
で
御
書
院
に
置
く
こ
と
。

　

聖
教
序
を
賜
っ
た
歳
に
つ
い
て
、『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
二
七
（
中

華
書
局
本
、
第
三
冊
、
六
二
四
頁
）
に
よ
る
と
、
そ
の
歳
は
雍
熙
三
年

（
九
八
六
）
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
『
玉
海
』
巻
一
六
八
及
び

『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三
も
雍
熙
三
年
（
九
八
六
）
と
す
る
。『
隆
興
編
年

通
論
』
は
太
平
興
国
三
年
（
九
七
八
）
と
す
る
が
、
こ
こ
で
は
『
隆
興

編
年
通
論
』
を
誤
り
と
し
て
、
雍
熙
三
年
と
す
る
。〔
216
〕
参
照
。
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〈
原
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淳
化
四
年
五
月
、
詔
、
西
面
縁
辺
及
黎
、
階
、
秦
、
広
州
、
応
梵
僧
自

天
竺
来
、
及
中
国
僧
遊
天
竺
還
者
、
所
齎
梵
経
並
先
具
奏
聞
、
仍
封
題

進
上
。

〈
訓
読
〉

淳
化
四
年
五
月
、
詔
す
、
西
面
の
縁
辺
及
び
黎
、
階
、
秦
、
広
州
に

て
、
応
に
梵
僧
の
天
竺
よ
り
来
、
及
び
中
国
僧
の
天
竺
に
遊
び
て
還
る

者
あ
ら
ば
、
齎
す
所
の
梵
経
は
並
て
先
に
具
さ
に
奏
聞
し
、
仍
り
て
封

題
し
て
進
上
す
べ
し
。

〈
解
説
〉



『
宋
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』
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釈
部
訓
注
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一
〇
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永
井
）

八
二

　

淳
化
四
年
（
九
九
三
）
五
月
の
詔
勅
。
国
境
の
西
側
、
黎
州
（
雲
南

省
）、
階
州
（
甘
粛
省
）、
秦
州
（
甘
粛
省
）、
広
州
（
広
東
省
）
の
各

所
に
お
い
て
、
印
度
か
ら
来
た
僧
及
び
中
国
の
僧
で
印
度
か
ら
帰
っ
て

き
た
僧
が
も
た
ら
し
た
梵
語
の
経
典
は
、
全
て
奏
上
し
た
上
で
、
封
緘

し
表
書
を
書
い
て
進
上
せ
よ
と
い
う
も
の
。
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〈
原
文
〉

五
年
、
詔
、
所
訳
経
写
二
本
、
一
編
入
大
蔵
、
一
蔵
本
院
。

〈
訓
読
〉

五
年
、
詔
す
、
訳
す
る
所
の
経
は
二
本
を
写
し
、
一
は
大
蔵
に
編
入
し
、

一
は
本
院
に
蔵
せ
し
め
よ
。

〈
解
説
〉

　

淳
化
五
年
（
九
九
四
）
の
詔
勅
。
翻
訳
し
た
経
典
に
つ
い
て
は
二
部

ず
つ
書
写
し
、
一
つ
は
大
蔵
経
に
入
蔵
し
、
一
つ
は
伝
法
院
に
収
め
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
。
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〈
原
文
〉

是
年
、
于
闐
僧
吉
祥
献
大
乗
秘
蔵
経
二
巻
、
詔
法
賢
等
定
其
真
偽
。
法

賢
等
言
、
吉
祥
所
献
経
是
于
闐
書
体
、
経
題
是
大
乗
方
便
門
三
摩
題

経
、
且
非
大
乗
秘
蔵
経
也
。
其
経
中
文
義
無
請
問
人
及
聴
法
徒
衆
非
法

印
次
第
。
前
後
六
十
五
処
文
義
不
正
、
互
相
乖
戻
、
非
是
梵
文
正
本
。

帝
召
見
法
賢
等
及
吉
祥
、
諭
之
曰
、
使
邪
偽
得
行
、
非
所
以
崇
正
法

也
。
宜
令
両
街
集
義
学
沙
門
、
将
吉
祥
所
献
経
、
捜
検
前
後
経
本
、
対

衆
焚
棄
。
従
之
。

〈
訓
読
〉

是
の
年
、
于
闐
の
僧
吉
祥
、
大
乗
秘
蔵
経
二
巻
を
献
じ
、
法
賢
等
に
詔

し
て
其
の
真
偽
を
定
め
し
む
。
法
賢
等
言
く
、
吉
祥
の
献
ず
る
所
の
経

は
是
れ
于
闐
の
書
体
に
し
て
、
経
題
は
是
れ
大
乗
方
便
門
三
摩
題
経
、

且
つ
大
乗
秘
蔵
経
に
は
非
ざ
る
な
り
。
其
の
経
中
の
文
義
、
請
問
の
人

及
び
聴
法
の
徒
衆
無
け
れ
ば
、
法
印
の
次
第
に
非
ず
。
前
後
六
十
五
処

の
文
義
正
し
か
ら
ず
、
互
い
に
相
い
乖
戻
す
れ
ば
、
是
れ
梵
文
の
正
本

に
非
ず
と
。
帝
、
法
賢
等
及
び
吉
祥
を
召
見
し
、
之
を
諭
し
て
曰
く
、

邪
偽
を
し
て
行
い
得
せ
し
め
ば
、
正
法
を
崇
う
る
所
以
に
非
ざ
る
な
り
。

宜
し
く
両
街
に
令
し
て
義
学
沙
門
を
集
め
し
め
、
吉
祥
の
献
ず
る
所
の

経
を
将
て
、
前
後
の
経
本
を
捜
検
し
、
衆
に
対
し
て
焚
棄
せ
し
め
よ
と
。

之
に
従
う
。

〈
解
説
〉

　

前
項
と
同
じ
く
淳
化
五
年
、
于
闐
の
僧
吉
祥
が
『
大
乗
秘
蔵
経
』
二

巻
を
献
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
太
宗
は
法
賢
等
に
命
じ
て
其
の
真
偽
を

確
か
め
さ
せ
た
。
法
賢
は
「
吉
祥
の
献
じ
た
経
典
は
于
闐
の
書
体
で
あ
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釈
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訓
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井
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八
三

り
、
経
題
は
『
大
乗
方
便
門
三
摩
題
経
』
と
い
う
も
の
で
、『
大
乗
秘

蔵
経
』
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
経
中
の
文
体
は
、
釈
尊
に
質
問
し
た
人

及
び
そ
の
釈
尊
の
説
法
を
聞
い
た
人
が
い
る
と
い
う
決
ま
っ
た
文
体
で

は
な
い
た
め
、
こ
の
経
は
正
し
い
仏
法
の
経
で
は
な
い
。
前
後
六
五
カ

所
の
文
義
が
正
し
く
な
く
、
相
互
に
矛
盾
を
生
じ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、

こ
れ
は
梵
文
の
正
し
い
写
本
で
は
な
い
。」
と
言
っ
た
。
太
宗
は
法
賢

等
と
吉
祥
を
呼
び
出
し
、
彼
ら
を
諭
し
て
言
っ
た
。「
偽
り
の
経
典
を

使
う
と
い
う
こ
と
は
、
正
し
い
仏
法
を
崇
え
る
こ
と
で
は
な
く
な
る
。

両
街
（
僧
録
司
）
に
命
じ
て
義
学
沙
門
を
集
め
、
吉
祥
の
献
じ
た
経
を

手
が
か
り
に
前
後
の
経
本
を
探
し
出
し
、
大
衆
の
面
前
で
全
て
焚
棄
さ

せ
よ
。」
こ
の
通
り
に
実
行
さ
れ
た
。

　

こ
れ
と
同
じ
記
事
が
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三
及
び
『
補
続
高
僧
伝
』

巻
一
に
も
あ
る
が
、
こ
の
中
の
一
部
は
経
典
を
『
大
乗
祝
蔵
経
』
と
し

て
い
る
違
い
が
あ
る
。
な
お
、『
仏
祖
統
紀
』
に
つ
い
て
は
明
版
は
「
祝

蔵
経
」
と
し
、
続
蔵
版
で
は
「
秘
蔵
経
」
と
し
て
い
る
と
い
っ
た
違
い

が
あ
る
。

　

書
物
を
焚
棄
す
る
と
い
う
行
為
は
、
偽
経
に
対
す
る
太
宗
の
厳
し
い

措
置
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

�

〈
角
田
〉

〔
234
〕

〈
原
文
〉

至
道
元
年
、
沙
州
曹
延
禄
乞
賜
新
訳
経
、
給
之
。

〈
訓
読
〉

至
道
元
年
、
沙
州
の
曹
延
禄
、
新
訳
の
経
を
賜
う
を
乞
い
、
之
に
給
う
。

〈
解
説
〉

　

至
道
元
年
（
九
九
五
）、
沙
州
の
曹
延
禄
は
新
訳
の
経
典
を
下
賜
す

る
よ
う
に
お
願
い
し
、
太
宗
は
こ
れ
に
下
さ
れ
た
。

　

沙
州
は
現
在
の
甘
粛
省
敦
煌
県
の
周
辺
。
曹
延
禄
は
帰
義
軍
節
度
使

と
し
て
宋
朝
に
朝
貢
し
た
。
河
西
回
廊
（
現
在
の
甘
粛
省
周
辺
）
は
当

時
、
曹
氏
が
帰
義
軍
節
度
使
と
し
て
支
配
す
る
地
域
と
李
氏
が
定
難
軍

節
度
使
と
し
て
支
配
す
る
地
域
に
分
か
れ
、
曹
氏
は
瓜
州
・
沙
州
（
現

在
の
敦
煌
周
辺
）
を
中
心
と
し
た
地
域
を
支
配
し
て
い
た
。
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真
宗
咸
平
二
年
、
真
宗
以
継
作
聖
教
序
賜
伝
法
院
。
帝
曰
、
法
賢
多
上

表
章
、
乞
製
序
引
、
属
諒
陰
之
内
、
不
欲
措
意
。
禫
服
已
除
、
近
方
搆

思
、
乞
時
賜
也
。
初
刻
石
御
書
院
、
法
賢
等
累
表
求
降
付
院
、
与
太
宗

聖
教
序
対
。
三
年
九
月
始
得
請
、
備
威
儀
迎
導
以
帰
、
令
於
便
殿
安

置
。
又
有
僧
可
升
、
献
注
解
序
、
対
便
殿
、
賜
束
帛
。

〈
訓
読
〉

真
宗
咸
平
二
年
、
真
宗
、
継
作
聖
教
序
を
以
て
伝
法
院
に
賜
う
。
帝
曰
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八
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く
、
法
賢
、
多し
ば
しば
表
章
を
上
り
、
序
引
を
製
す
る
を
乞
う
も
、
諒
陰
の

内
に
属
し
、
措
意
を
欲
せ
ず
。
禫
服
已
に
除
き
、
近
ご
ろ
方
め
て
思
い

を
搆
じ
、
時
を
乞
う
て
賜
う
な
り
と
。
初
め
て
石
に
刻
み
御
書
院
に
お

か
し
む
る
も
、
法
賢
等
、
表
を
累
ね
て
院
に
降
付
し
、
太
宗
の
聖
教
序

と
対
す
る
を
求
む
。
三
年
九
月
始
め
て
請
を
得
、
威
儀
を
備
え
迎
導
し

て
以
て
帰
し
、
令
し
て
便
殿
に
安
置
せ
し
む
。
又
た
僧
可
升
有
り
、
注

解
序
を
献
じ
て
便
殿
に
対
し
、
束
帛
を
賜
う
。

〈
解
説
〉

　

真
宗
の
咸
平
二
年
（
九
九
九
）
の
こ
と
。
真
宗
は
前
皇
帝
の
太
宗
に

継
い
で
聖
教
序
を
作
り
、
伝
法
院
に
下
し
た
。
真
宗
は
「
法
賢
は
し
ば

し
ば
文
章
を
上
奏
し
、
序
引
を
製
る
こ
と
を
願
い
出
て
き
た
が
、
先
帝

の
喪
に
服
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
気
が
起
き
な
か
っ
た
。
喪
服
も
已
に

脱
い
で
（
喪
は
已
に
明
け
て
）、
最
近
は
撰
文
し
て
も
良
い
と
思
う
た

め
、
時
間
を
も
ら
っ
て
、
撰
文
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。」
と
言
っ
た
。

初
め
は
聖
教
序
が
石
に
刻
ま
れ
て
御
書
院
に
お
か
れ
た
が
、
法
賢
等
は

上
奏
文
を
奉
っ
て
伝
法
院
に
下
し
、
太
宗
の
聖
教
序
と
対
す
る
こ
と
を

願
い
出
た
た
め
、
咸
平
三
年
九
月
、
威
儀
を
と
と
の
え
て
継
作
聖
教
序

を
迎
え
、
便
殿
（
こ
こ
で
は
伝
法
院
に
あ
る
行
宮
）
に
安
置
さ
せ
た
。

さ
ら
に
僧
可
升
は
注
解
序
を
献
じ
て
便
殿
に
置
い
た
た
め
、
絹
の
束
を

下
し
た
。

　

太
宗
は
至
道
三
年
（
九
九
七
）
三
月
に
崩
御
し
、
真
宗
が
三
代
皇
帝

と
し
て
即
位
し
た
。
咸
平
二
年
は
そ
の
翌
々
年
に
あ
た
る
。
禫
と
は
二

五
ヶ
月
の
喪
を
終
え
て
後
、
一
ヶ
月
を
隔
て
た
二
七
ヶ
月
目
に
、
父

母
・
夫
ま
た
は
長
子
の
た
め
に
行
う
、
除
服
の
祭
り
で
あ
る
。
法
賢
ら

が
聖
教
序
を
度
々
乞
う
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
宗
が
序
引
を
下

さ
な
か
っ
た
の
は
喪
に
服
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
禫
も
終
わ
っ
た
咸

平
二
年
に
な
り
、
真
宗
は
先
帝
太
宗
の
遺
志
を
継
い
で
聖
教
序
を
作
り
、

伝
法
院
に
下
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
言
う
『
継
作
聖
教
序
』
と
は
真
宗
が
著
し
た
聖
教
序
で
あ
り
、

『
高
麗
大
蔵
経
』
所
収
『
大
乗
中
観
釈
論
』
巻
一
〇
に
は
そ
の
全
文
が

載
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』「
昭
和
法
宝
総
目
録
」
第

三
巻
所
収
『
御
製
大
蔵
経
序
跋
集
』
に
は
『
述
聖
教
序
』
と
い
う
題
名

で
同
様
の
序
文
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
『
宋
会
要
輯
稿
』（
二
〇

一
四
年
、
上
海
古
籍
出
版
社
）
は
『
継
作
聖
教
序
』
を
「
継
い
で
『
聖

教
序
』
を
作
る
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
『
高
麗
大
蔵
経
』
の
記

述
に
よ
り
『
継
作
聖
教
序
』
と
す
る
。
太
宗
が
著
し
た
聖
教
序
は
、
す

で
に
石
に
刻
ま
れ
て
御
書
院
に
置
か
れ
て
い
た
。（
前
項
〔
216
〕
参

照
）
真
宗
は
こ
れ
に
継
ぐ
も
の
と
し
て
、
法
賢
ら
の
上
奏
を
受
け
、
自

ら
も
先
帝
に
な
ら
っ
て
聖
教
序
を
著
し
、
こ
れ
が
石
に
刻
ま
れ
て
、
太

宗
の
聖
教
序
と
対
に
な
る
よ
う
に
御
書
院
に
置
か
れ
た
。

　

な
お
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
四
に
は
「
咸
平
元
年
、
三
蔵
聖
教
序
を
御

製
さ
れ
、
明
教
大
師
法
賢
等
に
賜
い
、
先
帝
の
聖
教
序
の
後
に
置
か
し

む
。
沙
門
可
升
、
序
を
注
し
て
進
上
す
。」
と
あ
り
、
そ
の
年
が
咸
平

元
年
と
、
記
述
に
異
同
が
あ
る
。
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
〔
218
〕
も
参
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照
さ
れ
た
い
。

　

僧
可
升
に
つ
い
て
は
、
注
解
序
を
著
し
た
以
外
は
未
詳
で
あ
る
。

�

〈
角
田
〉

〔
236
〕

〈
原
文
〉

景
徳
元
年
、
天
竺
訳
経
三
蔵
法
護
入
貢
梵
経
。
真
宗
召
見
便
殿
、
恩
賜

甚
厚
、
館
於
訳
経
院
。
天
聖
末
、
注
輦
国
貢
金
葉
文（
天
カ
）竺
字
、
詔
令
翻
訳

之
。
法
護
姓
憍
尸
迦
氏
、
婆
羅
門
之
族
、
累
号
普
明
慈
覚
伝
梵
大
師
。

嘉
祐
三
年
卒
。
諡
曰
演
教
大
師
。
蓋
寿
九
十
余
。

〈
訓
読
〉

景
徳
元
年
、
天
竺
の
訳
経
三
蔵
法
護
、
梵
経
を
入
貢
す
。
真
宗
、
便
殿

に
て
召
見
し
、
恩
賜
す
る
こ
と
甚
だ
厚
く
、
訳
経
院
に
館
せ
し
む
。
天

聖
の
末
、
注
輦
国
、
金
葉
天
竺
字
を
貢
げ
ば
、
詔
し
て
之
を
翻
訳
せ
し

む
。
法
護
、
姓
は
憍
尸
迦
氏
、
婆
羅
門
の
族
、
累か

さ

ね
て
普
明
慈
覚
伝
梵

大
師
と
号
す
。
嘉
祐
三
年
卒
す
。
諡
は
演
教
大
師
と
曰
う
。
蓋
し
寿
は

九
十
余
な
り
。

〈
解
説
〉

　

法
護
に
関
す
る
伝
記
。
景
徳
元
年
（
一
〇
〇
四
）、
印
度
よ
り
梵
経

を
も
た
ら
し
た
。
真
宗
は
便
殿
（
応
対
所
）
に
て
召
見
し
、
厚
く
恩
賜

を
下
し
、
訳
経
院
に
住
ま
わ
せ
た
。
天
聖
（
一
〇
二
三
―
一
〇
三
二
）

の
末
、
注
輦
国
（
注
輦
国
と
は
イ
ン
ド
東
岸
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
に

あ
っ
た
国
で
、
古
よ
り
中
国
に
通
じ
な
か
っ
た
が
、
宋
代
に
入
っ
て
朝

貢
し
て
き
た
国
で
あ
る
）
よ
り
経
典
が
貢
が
れ
た
た
め
、
こ
れ
を
翻
訳

さ
せ
た
。
法
護
は
姓
は
憍
尸
迦
氏
で
バ
ラ
モ
ン
の
出
身
で
あ
り
、
中
国

に
来
て
累
ね
て
普
明
慈
覚
伝
梵
大
師
の
号
を
賜
っ
た
。
嘉
祐
三
年
（
一

〇
五
八
）
に
亡
く
な
り
、
諡
は
演
教
大
師
、
世
寿
は
約
九
〇
才
で
あ
っ

た
。

　

法
護
に
関
す
る
記
述
は
〔
226
〕
に
あ
る
た
め
、
詳
細
は
そ
ち
ら
を
参

照
さ
れ
た
い
。
本
項
に
よ
る
と
、
法
護
の
生
没
年
は
、
九
六
〇
年
頃
―

一
〇
五
八
。〔
226
〕
に
よ
る
と
、
二
五
才
で
京
師
に
来
た
と
あ
る
た
め

（
そ
の
年
は
本
項
か
ら
逆
算
す
る
と
、
九
九
〇
頃
と
な
り
）、
本
項
の
景

徳
元
年
と
若
干
の
差
異
が
あ
る
。

�

〈
角
田
〉

〔
237
〕

〈
原
文
〉

二
年
九
月
、
車
駕
幸
伝
法
院
。

〈
訓
読
〉

二
年
九
月
、
車
駕
も
て
伝
法
院
に
幸
す
。

〈
解
説
〉

　

本
項
は
景
徳
二
年
（
一
〇
〇
五
）
九
月
に
、
真
宗
が
伝
法
院
を
訪
れ

た
記
録
で
あ
る
。

�

〈
程
〉
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〔
238
〕

〈
原
文
〉

大
中
祥
符
三
年
九
月
、
中
天
竺
僧
覚
称
献
讃
聖
頌
、
令
惟
浄
訳
之
。
覚

称
請
還
、
詔
造
金
襴
袈
裟
、
置
本
国
金
剛
坐
、
及
賜
装
銭
茶
薬
、
覚
称

復
作
頌
為
謝
。
帝
嘉
之
。

〈
訓
読
〉

大
中
祥
符
三
年
（
一
〇
一
〇
）
九
月
、
中
天
竺
の
僧
覚
称
、
讃
聖
頌
を

献
ず
れ
ば
、
惟
浄
を
し
て
之
を
訳
せ
し
む
。
覚
称
は
還
る
を
請
う
に
、

詔
し
て
金
襴
の
袈
裟
を
造
り
、
本
国
の
金
剛
坐
に
置
か
し
め
ん
と
す
。

及
び
装
・
銭
・
茶
・
薬
を
賜
う
。
覚
称
は
復
た
頌
を
作
り
て
謝
と
為

す
。
帝
、
之
れ
を
嘉よ
み

す
。

〈
解
説
〉

　

本
項
は
真
宗
皇
帝
が
『
讃
聖
頌
』
を
献
上
し
た
天
竺
僧
の
覚
称
と
の

や
り
取
り
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
大
中
祥
符
三
年
九
月
に
、
来
朝
し
た
中
天
竺
の
僧
で
あ

る
覚
称
が
『
讃
聖
頌
』
を
献
上
し
た
と
こ
ろ
、
真
宗
は
惟
浄
に
こ
れ
を

翻
訳
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
覚
称
が
天
竺
に
帰
国
し
よ
う
と
真
宗
に
申
し

出
た
と
こ
ろ
、
真
宗
は
金
襴
袈
裟
を
造
ら
せ
、
彼
に
本
国
に
あ
る
釈
尊

が
成
道
の
地
の
菩
提
樹
の
下
に
設
け
ら
れ
て
い
る
金
剛
坐
に
そ
れ
を
置

か
せ
よ
と
す
る
詔
を
出
し
、
ま
た
衣
服
・
銭
・
お
茶
・
薬
な
ど
を
賜

わ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
覚
称
は
か
さ
ね
て
頌
を
作
っ
て
礼
を
述
べ
ら

れ
た
こ
と
か
ら
、
真
宗
は
さ
ら
に
彼
を
称
え
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

覚
称
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
〔
222
〕
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

帰
国
し
よ
う
と
し
た
覚
称
に
は
、
仏
陀
の
成
道
の
地
に
設
け
ら
れ
た
金

剛
座
に
金
襴
の
袈
裟
を
置
か
せ
る
詔
勅
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
理
由
を
探
る
に
当
た
っ
て
、『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
四
に
あ
る
次
の
記

述
が
ヒ
ン
ト
と
な
ろ
う
。

　
　

�

中
天
竺
沙
門
覚
（
称
法
）
戒
、
来
朝
し
、
舍
利･

梵
夾･

金
剛
座

真
容･

菩
提
樹
葉
を
進
る
。
便
殿
に
て
召
見
し
尉（
慰
カ
）労
す
る
こ
と
甚

だ
厚
く
、
訳
経
院
に
館
せ
し
む
。
称
、『
讃
聖
頌
』
を
進
れ
ば
、

詔
し
て
惟
浄
を
し
て
之
を
訳
せ
し
む
。（
中
略
）
還
る
に
及
び
て

は
、
詔
し
て
金
襴
袈
裟
を
賜
い
て
金
剛
座
に
奉
安
せ
し
め
ん
と
す
。

及
び
装
・
銭
・
茶
・
果
を
賜
う
。�

（
大
正
蔵
四
九
、
四
〇
四
ｂ
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
覚
称
が
来
朝
の
際
、
仏
舍
利
、
貝
葉
経
、
金
剛
座

の
絵
画
、
菩
提
樹
の
葉
を
お
土
産
に
上
進
し
た
と
い
う
。
そ
う
す
る
と
、

金
剛
座
に
袈
裟
を
置
か
せ
る
の
も
そ
の
返
礼
で
あ
る
と
推
定
で
き
よ
う
。

ち
な
み
に
、
覚
称
が
来
朝
の
際
に
、「
舍
利
・
梵
経
・
金
剛
座
真
容
」

を
上
進
し
た
と
す
る
記
述
は
、『
仏
祖
統
紀
』
巻
五
二
に
も
み
ら
れ
る
。

　
　

○
中
天
竺
沙
門
覚
称
法
戒
来
。
進
舍
利
梵
経
金
剛
座
真
容
。

�

（
大
正
蔵
四
九
、
四
五
七
ｂ
）

　

ま
た
、『
讃
聖
頌
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
も
の
は
未
詳
で
あ
る
が
、

上
記
の
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
四
の
記
述
で
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら

に
、『
大
中
祥
符
法
宝
録
』
巻
一
六
で
は
、
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�
是
の
年
十
月
、
中
天
竺
の
沙
門
覚
称
、
来
朝
し
『
讃
聖
徳
頌
』
を

作
し
て
以
て
献
ず
。�

（
中
華
蔵
北
京
版
七
三
、
五
〇
二
ｃ
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
頌
の
名
称
に
相
異
が
あ
る
も
の
の
、
献
上

さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

�

〈
程
〉

〔
239
〕

〈
原
文
〉

六
年
八
月
、
訳
経
潤
文
兵
部
侍
郎
趙
安
仁
言
、
準
詔
編
修
蔵
経
、
表
乞

賜
名
題
製
序
。
詔
以
大
中
祥
符
法
宝
録
為
名
、
御
製
序
給
之
。
録
凡
二

十
一
巻
、
惟
浄
写
訳
、
証
義
啓
沖
、
修
静
、
証
殊
、
文
一
、
重
珣
、
簡

長
同
編
次
、
内
侍
李
知
和
勾
当
。
安
仁
又
請
以
太
宗
及
皇
帝
聖
製
編
次

東
土
聖
賢
集
、
既
成
、
賜
詔
褒
飾（

飭
カ
）、
加
金
帛
、
秘
書
監
楊
億
常
預
編
修
、

亦
如（
加
カ
）賚
焉
。

〈
訓
読
〉

六
年
八
月
、
訳
経
潤
文
兵
部
侍
郎
趙
安
仁
言
く
、
詔
に
準の

っ
とり
て
蔵
経
を

編
修
す
。
表
も
て
名
題
を
賜
わ
り
序
を
製
ら
ん
こ
と
を
乞
う
。
詔
し

て
、
大
中
祥
符
法
宝
録
を
以
て
名
と
為
さ
し
め
、
序
を
御
製
し
て
之
れ

に
給
う
。
録
は
凡
そ
二
十
一
巻
に
し
て
、
惟
浄
、
写
訳
す
。
証
義
の
啓

沖
、
修
静
、
証
殊
、
文
一
、
重
珣
、
簡
長
は
同
じ
く
編
次
に
し
て
、
内

侍
の
李
知
和
は
勾
当
な
り
。
安
仁
は
又
た
太
宗
及
び
皇
帝
の
聖
製
を
以

て
東
土
聖
賢
集
を
編
次
す
る
を
請
う
。
既
に
成
る
に
、
詔
を
賜
い
褒ほ
う
ち
ょ
く飭

し
、
金
帛
を
加
う
。
秘
書
監
の
楊
億
は
常
に
編
修
に
預
か
り
、
亦
た
賚ら
い

を
加
う
。

〈
解
説
〉

　

本
項
は
『
大
中
祥
符
法
宝
録
』
の
題
名
の
由
来
と
、
こ
れ
を
編
集
す

る
に
際
し
て
活
躍
し
た
訳
経
チ
ー
ム
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
六
年
（
一
〇
一
三
）
八
月
に
、
訳
経
使
兼
潤
文
官
で
兵
部
侍
郎

の
趙
安
仁
は
、
下
さ
れ
た
詔
勅
の
通
り
大
蔵
経
を
編
集
し
た
こ
と
か

ら
、
そ
の
題
名
と
御
製
序
文
の
下
賜
を
賜
わ
り
た
い
と
上
奏
し
た
。
こ

れ
に
応
ず
る
か
た
ち
で
、『
大
中
祥
符
法
宝
録
』
の
題
名
と
御
製
序
文

が
下
賜
さ
れ
た
。『
大
中
祥
符
法
宝
録
』
は
凡
そ
二
一
巻
で
、
惟
浄
が

そ
の
編
集
、
翻
訳
の
総
責
任
者
で
、
証
義
を
担
当
す
る
啓
沖
、
修
静
、

証
殊
、
文
一
、
重
珣
、
簡
長
ら
が
同
時
に
編
集
作
業
に
も
携
わ
り
、
内

侍
の
李
知
和
が
勾
当
を
務
め
た
。
趙
安
仁
は
ま
た
太
宗
、
真
宗
の
御
製

と
な
る
釈
教
の
文
集
を
『
東
土
聖
賢
集
』
と
し
て
編
集
す
る
こ
と
を
願

い
出
た
。
こ
れ
が
完
成
し
た
の
で
褒
賞
す
る
詔
と
金
、
絹
が
与
え
ら
れ

た
。
さ
ら
に
常
に
編
集
業
務
に
携
わ
っ
て
い
た
秘
書
監
の
楊
億
に
も
褒

美
を
賜
っ
た
の
で
あ
る
。

　

訳
経
潤
文
兵
部
侍
郎
趙
安
仁
と
は
、
訳
経
使
と
潤
文
官
を
兼
ね
た
兵

部
侍
郎
の
趙
安
仁
の
こ
と
で
あ
る
。
訳
経
使
と
潤
文
官
の
兼
務
に
関
し

て
は
、〔
245
〕
で
論
じ
ら
れ
、
趙
安
仁
に
つ
い
て
は
、〔
223
〕
で
す
で
に

紹
介
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
の
解
説
内
容
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

ま
た
、『
大
中
祥
符
法
宝
録
』
に
つ
い
て
も
、〔
223
〕
で
言
及
さ
れ
て
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八
八

お
り
、
そ
れ
ら
に
譲
り
た
い
。

　

一
方
、
証
義
と
編
次
に
任
じ
ら
れ
た
啓
沖
、
修
静
、
証
殊
、
文
一
、

重
珣
、
簡
長
ら
の
六
人
に
つ
い
て
は
、
証
殊
を
除
け
ば
、
下
記
の
『
景

祐
新
修
法
宝
録
』
三
箇
所
の
記
述
を
み
る
限
り
、
い
ず
れ
も
法
護
、
惟

浄
を
中
心
と
し
た
伝
法
院
の
訳
経
現
場
で
活
躍
し
た
人
物
で
、
い
わ
ゆ

る
訳
経
チ
ー
ム
の
重
要
な
構
成
員
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
も

し
仮
に
証
殊
を
下
記
の
引
用
文
に
登
場
す
る
澄
珠
の
誤
写
と
解
釈
す
れ

ば
、
こ
の
人
も
ま
た
他
の
五
名
と
同
様
に
訳
経
現
場
で
活
躍
し
た
人
物

と
解
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
　

①�

『
仏
説
一
切
如
来
真
実
摂
大
乗
現
証
三
昧
大
教
王
経
』
一
部
三

十
巻

　
　
　

�

右
三
蔵
沙
門
施
護
訳
。
法
護
、
惟
浄
同
訳
。
沙
門
澄
珠
、
文
一

筆
受
。
沙
門
脩
静
、
啓
沖
綴
文
。
沙
門
道
一
、
紹
溥
、
重
珣
、

智
臻
、
簡
長
、
行
肇
、
德
雄
、
自
初
証
義
。
兵
部
侍
郎
趙
安
仁

潤
文
。
入
内
内
侍
省
内
侍
殿
頭
李
知
和
監
訳
。
是
年
十
一
月
二

十
三
日
、
与
『
福
力
太
子
因
縁
経
』
四
巻
同
進
。
事
迹
如
右
。

（『
景
祐
新
修
法
宝
録
』
巻
二
、
中
華
蔵
北
京
版
七
三
、
五
三
二

ｂ
）

　
　

②
『
仏
説
頂
生
王
因
縁
経
』
一
部
六
巻

　
　
　

�

右
三
蔵
沙
門
施
護
訳
。
法
護
、
惟
浄
同
訳
。
沙
門
澄
珠
、
文
一

筆
受
。
沙
門
啓
沖
綴
文
。
沙
門
道
一
、
紹
溥
、
智
臻
、
簡
長
、

行
肇
、
德
雄
、
自
初
、
智
遠
、
重
杲
証
義
。
尚
書
右
丞
趙
安
仁

潤
文
。
入
内
内
侍
省
内
侍
殿
頭
李
知
和
監
訳
。
是
月
四
日
、
監

訳
中
使
引
三
蔵
等
詣
崇
政
殿
、
捧
所
訳
経
、
具
表
上
進
。

　
　
　

�（『
景
祐
新
修
法
宝
録
』
巻
四
、
中
華
蔵
北
京
版
七
三
、
五
三
四

ａ
―
ｂ
）

　
　

③
『
仏
説
八
種
長
養
功
德
経
』
一
部
一
巻
（
中
略
）

　
　
　

�

右
三
蔵
沙
門
法
護
、
惟
浄
訳
。
沙
門
澄
珠
、
文
一
筆
受
。
沙
門

簡
長
、
行
肇
綴
文
。
沙
門
啓
沖
、
道
一
、
智
臻
、
德
雄
、
禅

定
、
智
遠
、
重
杲
、
義
賢
、
令
操
、
善
慈
、
紹
才
証
義
。
訳
経

使
守
司
空
兼
門
下
侍
郎
太
子
少
師
平
章
事
丁
謂
、
翰
林
学
士
刑

部
侍
郎
知
制
誥
晁
迥
、
翰
林
学
士
承
旨
尚
書
左
丞
知
制
誥
李
維

潤
文
。
入
内
内
侍
省
内
侍
殿
頭
李
希
及
楊
懐
愍
監
訳
。
其
経
四

月
八
日
、
附
監
訳
中
使
齎
詣
闕
庭
、
具
表
上
進
。

　
　
　

�（『
景
祐
新
修
法
宝
録
』
巻
六
、
中
華
蔵
北
京
版
七
三
、
五
四
〇

ｂ
―
ｃ
）

　

そ
し
て
、
修
静
が
右
街
講
経
首
座
に
、
重
珣
が
左
街
鑑
義
に
そ
れ
ぞ

れ
任
ぜ
ら
れ
て
左
右
街
の
教
団
の
事
務
を
管
轄
し
て
い
た
こ
と
や
、
そ

れ
と
同
時
に
啓
沖
が
右
街
鑑
義
に
任
命
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
は
、
次

の
記
述
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　

�
詔
す
、
証
義
沙
門
の
修
静
を
以
て
右
街
講
経
首
座
と
為
し
、
重
珣

を
以
て
左
街
鑑
義
と
為
し
、
西
京
の
左
右
街
の
教
門
の
事
を
分
か

ち
て
知
す
。
啓
沖
を
右
街
鑑
義
と
為
す
。
証
義
沙
門
の
自
初
、
職

掌
沙
門
の
志
拱
、
志
江
に
紫
衣
を
賜
い
、
童
行
十
一
人
を
度
し
て
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八
九

僧
と
為
す
。

　
　

�（『
景
祐
新
修
法
宝
録
』
巻
一
六
、
中
華
蔵
北
京
版
七
三
、
五
七
二

ｂ
―
ｃ
）

　

ま
た
、
簡
長
が
智
印
大
師
の
号
を
下
賜
さ
れ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い

る
。

　
　

�

証
義
沙
門
の
簡
長
に
智
印
大
師
と
号
す
る
を
賜
う
。
行
肇
及
び
講

論
沙
門
の
文
泰
に
紫
衣
を
賜
い
、
童
行
十
一
人
を
度
し
て
僧
と
為

す
。

　
　

�（『
景
祐
新
修
法
宝
録
』
巻
一
六
、
中
華
蔵
北
京
版
七
三
、
五
七
〇

ｃ
）

　

さ
ら
に
簡
長
が
天
台
宗
の
四
明
知
礼
に
贈
っ
た
詩
が
『
四
明
尊
者
教

行
録
』
巻
六
に
收
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
詩
で
は
自
身
の
肩
書
き
に
つ

い
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　

�

右
街
鑑
義
、
訳
経
証
義
、
兼
綴
文
同
編
修
箋
注
御
集
、
知マ
マ

印
大
師

賜
紫
（
簡
長
）
上�

（
大
正
蔵
四
六
、
九
一
三
ｃ
）

　

一
方
、
内
侍
李
知
和
と
は
如
何
な
る
人
物
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

た
だ
、『
宋
史
』
巻
二
八
九
「
葛
覇
伝
」
の
附
伝
と
し
て
そ
の
三
男
で

あ
る
葛
懐
敏
の
伝
記
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
慶
暦
二
年
（
一
〇
四
二
）

に
行
わ
れ
た
「
定
川
寨
の
戦
い
」
と
呼
ば
れ
る
宋
と
西
夏
の
戦
い
に
お

い
て
、
葛
懐
敏
、
李
知
和
以
下
一
六
名
の
武
将
が
全
員
戦
死
し
た
と
伝

え
て
い
る
。
し
か
し
、
本
項
で
は
李
知
和
を
内
侍
、
つ
ま
り
宦
官
と
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、『
宋
史
』
巻
二
八
九
で
い
う
李
知
和
と
は
同
名
の

別
人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
『
景
祐
新

修
法
宝
録
』
の
②
、
③
に
登
場
し
、「
入
内
内
侍
省
内
侍
殿
頭
」
と
い

う
肩
書
き
を
持
ち
、
監
訳
に
任
じ
ら
れ
た
李
知
和
と
同
一
人
物
で
あ
る

と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
勾
当
」
と
い
う
肩
書
き
に
つ
い
て

は
、
北
宋
の
各
部
署
に
「
勾
当
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
持
つ
役
職
名

が
数
多
く
あ
り
、
こ
こ
で
い
う
の
が
具
体
的
に
い
ず
れ
に
該
当
す
る
も

の
か
を
断
じ
が
た
い
が
、
お
そ
ら
く
訳
経
業
務
を
監
督
し
、
事
務
的
に

補
佐
す
る
役
職
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
お
い
た
。
ち
な
み
に
「
内
侍
殿

頭
」
は
、
内
侍
省
に
隷
属
す
る
正
九
品
の
宦
官
の
職
名
で
、
太
宗
の
頃

に
殿
頭
高
品
と
し
て
設
置
さ
れ
、
真
宗
の
景
徳
三
年
に
内
侍
省
殿
頭
高

品
に
、
大
中
祥
符
二
年
二
月
に
内
侍
省
内
侍
殿
頭
に
そ
れ
ぞ
れ
名
称
を

改
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
秘
書
監
の
楊
億
（
九
七
四
―
一
〇
二
〇
）
は
、
北
宋
初

期
に
活
躍
し
た
士
大
夫
、
詩
人
と
し
て
そ
の
名
が
知
ら
れ
る
一
方
、
真

宗
の
命
を
受
け
て
『
景
徳
伝
灯
録
』
の
序
文
を
撰
述
し
た
こ
と
を
は
じ

め
、
仏
教
と
も
関
わ
り
を
持
つ
人
物
と
み
ら
れ
、
学
界
の
注
目
を
集
め

て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
主
な
研
究
成
果
を
挙
げ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な

る
。
楊
鉄
菊
「
楊
億
の
仏
教
信
仰
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
四
二
―

一
、
一
九
九
三
年
）、
李
一
飛
『
楊
億
年
譜
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二

〇
〇
二
年
）、
西
脇
常
記
「
楊
億
の
研
究
―
「
殤
子
述
」
を
読
む
」（
鈴

木
哲
雄
編
『
宋
代
禅
宗
の
社
会
的
影
響
』
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
〇
二

年
→
西
脇
常
記
『
中
国
古
典
社
会
に
お
け
る
仏
教
の
諸
相
』
知
泉
書
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九
〇

館
、
二
〇
〇
九
年
に
再
録
）
こ
こ
で
は
、
西
脇
氏
が
「
楊
億
の
研
究
」

に
付
録
し
た
「
楊
億
簡
易
年
表
」
を
元
に
、
仏
教
と
の
関
わ
り
を
留
意

し
な
が
ら
そ
の
略
歴
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
楊
億
は
、
字
は
大
年
、
建

州
浦
城
（
福
建
省
浦
城
県
）
の
出
身
で
、
淳
化
三
年
（
九
九
二
）
に
一

九
歳
で
進
士
及
第
し
て
か
ら
、
二
〇
歳
に
直
集
賢
院
、
二
三
歳
に
著
作

佐
郎
、
二
八
歳
に
左
司
諌
、
知
制
誥
、
三
〇
歳
に
知
審
刑
院
、
三
四
歳

に
翰
林
学
士
、
三
五
歳
に
兵
部
員
外
郎
、
戸
部
郎
中
な
ど
を
歴
任
し

て
、
四
〇
歳
に
弾
劾
に
遭
い
、
太
常
少
郷
分
司
西
京
（
洛
陽
）
に
左
遷

さ
れ
る
が
、
四
一
歳
に
知
汝
州
、
四
三
歳
に
開
封
に
戻
り
、
知
礼
儀

院
、
判
秘
閣
太
常
寺
に
任
じ
ら
れ
、
四
五
歳
に
工
部
侍
郎
、
四
六
歳
に

工
部
侍
郎
権
同
知
貢
挙
に
な
っ
た
が
、
秘
書
監
に
降
格
し
、
四
七
歳
に

翰
林
学
士
に
な
っ
て
か
ら
一
二
月
に
死
去
し
た
。
楊
億
は
三
一
歳
の
景

徳
元
年
（
一
〇
〇
四
）
に
、
道
原
が
献
上
し
た
『
景
徳
伝
灯
録
』
を
裁

定
せ
よ
と
の
詔
勅
を
受
け
、
三
六
歳
の
大
中
祥
符
二
年
（
一
〇
〇
九
）

に
そ
の
序
文
を
撰
述
し
た
。
さ
ら
に
四
二
歳
の
大
中
祥
符
八
年
（
一
〇

一
五
）
に
趙
安
仁
主
導
の
『
大
中
祥
符
法
宝
録
』
の
編
纂
を
助
け
、
四

七
歳
の
天
禧
四
年
（
一
〇
二
〇
）
に
王
曙
と
と
も
に
「
注
釈
典
御
集
」

の
編
集
を
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
北
宋
初
期
（
元
豊
の

改
革
以
前
）
の
秘
書
監
は
、
秘
書
省
監
の
略
称
で
秘
監
と
も
い
い
、
従

三
品
の
官
職
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
項
の
前
半
部
分
の
内
容
は
、〔
223
〕
と
関
連
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

�

〈
程
〉

〔
240
〕

〈
原
文
〉

八
年
閏
六
月
、
内
出
太
宗
皇
帝
御
製
妙
覚
集
五
巻
、
付
伝
法
院
、
編
入

大
蔵
。

〈
訓
読
〉

八
年
閏
六
月
、
内
よ
り
太
宗
皇
帝
の
御
製
な
る
妙
覚
集
五
巻
を
出
し
て

伝
法
院
に
付
し
て
、
大
蔵
に
編
入
せ
し
む
。

〈
解
説
〉

　

本
項
は
、
八
年
（
一
〇
一
五
）
閏
六
月
に
、
御
所
よ
り
太
宗
の
御
製

の
『
妙
覚
集
』
五
巻
が
出
さ
れ
伝
法
院
に
与
え
ら
れ
て
「
大
蔵
経
」
に

編
入
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
。

　

本
項
と
同
様
の
記
事
が
〔
224
〕
に
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
再
論
し
な

い
。

�

〈
程
〉

〔
241
〕

〈
原
文
〉

天
禧
元
年
四
月
、
詔
曰
、
金
仙
垂
教
、
実
利
於
含
生
。
具（
貝
カ
）葉
謄
文
、
是

資
於
伝
訳
。
苟
師
承
之
或
異
、
必
邪
正
以
相
参
。
既
失
精
詳
、
寖
成
訛

謬
。
而
況
葷
血
之
祀
、
頗
瀆
於
真
乗
。
厭
詛
之
詞
、
尤
乖
於
妙
理
。
方
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九
一

増
崇
尚
、
特
示
発
明
。
其
新
訳
頻
那
夜
迦
経
四
巻
、
不
得
編
入
蔵
目
。

今
伝
法
院
似
此
経
文
、
無
得
翻
訳
。
時
中
書
閲
此
経
詞
意
与
経
教
戾
、

乃
令
伝
法
院
詳
之
、
且
請
不
附
蔵
目
、
故
有
是
詔
。

〈
訓
読
〉

天
禧
元
年
四
月
、
詔
し
て
曰
く
、
金
仙
の
教
え
を
垂
る
る
は
、
実
に
含

生
を
利
す
る
が
た
め
な
り
。
貝
葉
に
文
を
謄う
つ

す
は
、
是
れ
伝
訳
を
資
く

る
が
た
め
な
り
。
苟
し
く
も
師
承
の
或
い
は
異
な
れ
ば
、
必
ず
邪
正
を

以
て
相
い
参
ず
べ
し
。
既
に
精
詳
を
失
わ
ば
、
寖ま
す

ま
す
訛
謬
と
成
る
。

い
わ
ん
や
葷
血
の
祀
は
、
頗
る
真
乗
を
涜け

が

し
、
厭
詛
の
詞
は
、
尤
も
妙

理
に
乖
く
を
や
。
方
に
崇
尚
を
増
し
て
、
特
に
発
明
を
示
す
べ
し
。
其

の
新
訳
せ
る
『
頻
那
夜
迦
経
』
四
巻
は
、
蔵
目
に
編
入
す
る
を
得
ざ

れ
。
今
、
伝
法
院
は
此
の
経
文
に
似
た
れ
ば
、
翻
訳
す
る
を
得
ざ
れ
。

時
に
中
書
、
此
の
経
を
閲
す
る
に
、
詞
意
は
経
教
に
戾も

と

る
。
乃
ち
伝
法

院
を
し
て
之
れ
を
詳
び
ら
か
に
せ
し
め
、
且
つ
蔵
目
に
附
せ
ざ
ら
ん
こ

と
を
請
う
。
故
に
是
の
詔
有
り
。

〈
解
説
〉

　

本
項
は
、
当
時
新
訳
経
典
の
『
頻
那
夜
迦
経
』
四
巻
が
き
っ
か
け
と

な
り
、
天
禧
元
年
（
一
〇
一
七
）
四
月
に
、
こ
の
経
典
を
入
蔵
さ
せ
な

い
こ
と
、
さ
ら
に
は
伝
法
院
に
対
し
て
、
こ
れ
に
似
る
経
典
は
翻
訳
し

て
は
い
け
な
い
こ
と
を
内
容
と
す
る
詔
勅
が
出
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
天
禧
元
年
四
月
に
下
記
の
内
容
の
詔
勅
が
出
さ
れ
た
。

　

釈
尊
が
教
え
を
垂
れ
る
の
は
、
衆
生
を
利
益
す
る
た
め
で
あ
り
、
貝

葉
に
文
字
を
書
写
す
る
（「
貝
葉
経
」
の
こ
と
）
の
は
、
そ
の
教
え
の

伝
承
や
翻
訳
を
助
け
る
た
め
で
あ
る
。
仮
に
も
師
資
に
よ
る
相
承
に
相

異
が
あ
れ
ば
、
必
ず
互
い
に
参
詳
す
る
こ
と
で
正
邪
を
明
ら
か
に
す
べ

き
で
あ
る
。
一
旦
そ
の
参
詳
が
失
わ
れ
れ
ば
、
釈
尊
の
教
え
に
は
ま
す

ま
ず
誤
謬
が
生
じ
て
し
ま
う
。
ま
し
て
や
葷
辛
や
血
生
臭
い
も
の
な
ど

を
用
い
た
祭
祀
が
、
頗
る
真
の
教
え
を
冒
涜
し
、
怨
み
や
呪
い
の
言
葉

が
、
最
も
妙
理
に
乖
く
よ
う
な
も
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
さ
に
仏

教
へ
の
尊
崇
を
高
め
て
、
特
に
こ
の
道
理
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
新
訳
の
『
頻
那
夜
迦
経
』
四
巻
は
、「
大
蔵
経
」
の
目
録
に
編
入

し
て
は
な
ら
な
い
（
入
蔵
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
）。
こ
れ
よ
り
以
降
、

伝
法
院
に
お
い
て
は
こ
れ
に
似
た
よ
う
な
経
文
が
あ
っ
た
ら
、
翻
訳
し

て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
し
て
、
こ
の
詔
勅
が
出
さ
れ
た
き
っ
か
け
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。

　

時
に
中
書
省
が
『
頻
那
夜
迦
経
』
を
閲
覧
し
て
、
そ
の
意
味
が
釈
尊

の
教
え
に
相
反
し
て
い
る
と
気
づ
い
た
こ
と
か
ら
、
伝
法
院
に
こ
の
経

典
の
参
詳
を
命
じ
た
一
方
、
真
宗
に
対
し
て
「
大
蔵
経
目
録
」
に
編
目

さ
せ
な
い
よ
う
懇
願
し
た
た
め
に
、
上
記
の
詔
勅
が
発
せ
ら
れ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。

　
『
頻
那
夜
迦
経
』
と
は
『
大
正
蔵
』
第
一
八
冊
に
所
収
の
法
賢
訳

『
金
剛
薩
埵
説
頻
那
夜
迦
天
成
就
儀
軌
経
』
四
巻
の
こ
と
で
あ
る
。
内

容
的
に
は
後
期
密
教
無
上
瑜
伽
タ
ン
ト
ラ
に
属
し
て
い
る
こ
の
経
典



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

九
二

は
、
金
剛
薩
埵
（
金
剛
手
秘
密
主
菩
薩
）
が
、
或
い
は
敵
を
降
伏
し
、

無
傷
で
戦
争
の
勝
利
を
収
め
、
或
い
は
巨
万
の
富
を
得
る
と
い
っ
た
世

間
的
な
願
望
を
成
就
す
る
た
め
の
、
種
々
の
頻
那
夜
迦
（
歓
喜
天
）
の

成
就
法
を
説
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
人
間
を
含
め
た

各
種
の
動
物
の
肉
や
香
木
を
含
め
た
各
種
の
木
材
な
ど
を
用
い
て
頻
那

夜
迦
の
像
を
造
り
、
そ
れ
を
地
中
に
埋
め
、
或
い
は
像
に
泥
な
ど
を
塗

り
、
こ
れ
に
毒
薬
・
塩
・
芥
子
・
酒
な
ど
を
供
え
た
り
す
る
も
の
で
あ

る
。
楊
曾
文
「
宋
代
的
仏
経
翻
訳
」（
楊
曾
文
・
方
廣
錩
編
『
仏
教
与

歴
史
文
化
』
宗
教
文
化
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
が
す
で
に
指
摘
す
る

よ
う
に
、
本
項
の
詔
勅
は
、
恐
ら
く
各
種
の
動
物
の
肉
で
造
像
す
る
こ

と
、
ま
た
酒
を
供
え
る
こ
と
が
、
仏
教
の
基
本
的
な
戒
律
に
抵
触
す
る

も
の
と
判
断
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

�

〈
程
〉

〔
242
〕

〈
原
文
〉

三
年
九
月
、
起
居
舍
人
呂
夷
簡
言
、
故
御
史
中
丞
趙
安
仁
、
嘗
刻
円
覚

道
場
礼
懺
禅
観
法
印
板
、
望
送
伝
法
院
附
入
経
蔵
。
従
之
。

〈
訓
読
〉

三
年
（
一
〇
一
九
）
九
月
、
起
居
舍
人
の
呂
夷
簡
言
く
、
望
む
ら
く

は
、
故
御
史
中
丞
の
趙
安
仁
、
嘗
て
円
覚
道
場
礼
懺
禅
観
法
の
印
板
を

刻
む
。
伝
法
院
に
送
り
経
蔵
に
附
入
せ
し
め
ん
こ
と
を
。
之
れ
に
従
う
。

〈
解
説
〉

　

本
項
は
、
起
居
舍
人
の
呂
夷
簡
が
、
故
御
史
中
丞
の
趙
安
仁
（
一
〇

一
八
卒
）
が
嘗
て
彫
ら
せ
た
『
円
覚
道
場
礼
懺
禅
観
法
』
の
印
板
を
伝

法
院
に
送
っ
て
、「
大
蔵
経
」
に
加
え
る
よ
う
希
望
し
、
認
可
を
受
け

た
記
録
で
あ
る
。

　
『
円
覚
道
場
礼
懺
禅
観
法
』
と
は
、
中
唐
に
活
躍
し
た
圭
峰
宗
密
（
七

八
〇
―
八
四
一
）
が
撰
述
し
た
『
円
覚
経
道
場
修
証
儀
』（
一
八
巻
）

の
こ
と
で
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
は
『
新
纂
続
蔵
』
巻
七
四
に
収
録
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
胡
建
明
『
圭
峯
宗
密
思
想
の
綜
合
的

研
究
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
二
年
）
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　

�

こ
の
著
作
は
宗
密
が
『
円
覚
経
』
の
心
性
論
を
実
践
に
移
し
た
書

物
で
あ
る
。
礼
懺
、
悔
過
か
ら
坐
禅
の
法
門
ま
で
、
宗
密
の
実
践

的
理
念
を
具
現
す
る
の
で
あ
る
。（
同
書
、
四
四
頁
）

　

と
こ
ろ
で
、
起
居
舍
人
と
は
、
中
書
省
に
隷
属
す
る
従
六
品
の
役
職

名
で
、
正
史
の
編
集
に
資
す
る
た
め
に
、
日
頃
の
天
子
の
言
行
を
記
録

す
る
こ
と
を
主
な
仕
事
内
容
と
す
る
。

　

御
史
中
丞
と
は
、
御
史
台
に
隷
属
す
る
正
四
品
（
宋
初
）
の
職
事
官

の
こ
と
で
、
名
目
上
御
史
台
の
長
官
で
あ
る
御
史
大
夫
の
下
に
置
か
れ

て
は
い
る
が
、
御
史
大
夫
は
任
命
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
御
史
台
に
お

け
る
事
実
上
の
長
官
で
、
皇
帝
に
直
接
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。

　

ま
た
、
呂
夷
簡
（
九
七
八
―
一
〇
四
三
）
は
『
宋
史
』
巻
三
一
一
に



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

九
三

立
伝
さ
れ
て
い
る
。
寿
州
（
安
徽
省
寿
県
）
の
人
で
字
は
坦
父
、
諡
は

文
靖
で
あ
る
。
咸
平
三
年
（
一
〇
〇
〇
）
に
進
士
と
な
っ
て
か
ら
は
、

絳
州
、
通
州
、
両
浙
、
浜
州
な
ど
の
地
方
官
を
歴
任
し
た
後
、
知
制
誥
、

権
知
開
封
府
と
な
っ
た
。
仁
宗
が
即
位
す
る
と
、
参
知
政
事
、
天
聖
七

年
（
一
〇
二
九
）
に
同
中
書
門
下
平
章
事
と
な
っ
て
か
ら
、
慶
暦
三
年

（
一
〇
四
二
）
に
退
官
す
る
ま
で
は
、
宰
相
の
座
か
ら
追
わ
れ
た
こ
と

も
あ
っ
た
が
、
ま
た
返
り
咲
き
、
宰
相
を
務
め
る
こ
と
十
数
年
に
も
お

よ
び
、
善
政
を
敷
き
、
大
き
な
功
績
を
残
し
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
趙
安
仁
に
つ
い
て
は
、〔
223
〕
を
参
照
。

�

〈
程
〉

〔
243
〕

〈
原
文
〉

三
年
二
月
、
訳
経
三
蔵
法
護
等
、
請
降
御
注
四
年（
十
カ
）二
章
、
遺
教
経
、
伝

写
入
蔵
。
従
之
。

〈
訓
読
〉

三
年
（
一
〇
一
九
）
二
月
、
訳
経
三
蔵
法
護
等
、
御
注
四
十
二
章
（
経
）、

遺
教
経
を
降
し
、
伝
写
し
て
入
蔵
せ
し
め
ん
こ
と
を
請
う
。
之
れ
に
従

う
。

〈
解
説
〉

　

本
項
は
、
天
禧
三
年
三
月
に
、
訳
経
三
蔵
法
護
ら
の
懇
願
に
よ
っ
て

『
御
注
四
十
二
章
経
』、『
御
注
遺
教
経
』
が
下
賜
さ
れ
、「
大
蔵
経
」
に

編
入
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
。

　
『
御
注
四
十
二
章
経
』
と
は
、
真
宗
が
撰
し
た
『
四
十
二
章
経
』
の

注
釈
書
の
こ
と
で
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
が
『
大
正
蔵
』
第
三
九
冊
に
収
録

さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
四
に
も
本
項
と
同
じ
内
容
が
あ
り
、
深

浦
正
文
氏
は
そ
れ
を
利
用
し
て
真
宗
の
『
御
注
四
十
二
章
経
』
の
成
立

年
代
を
大
中
祥
符
六
年
（
一
〇
一
三
）
―
天
禧
三
年
ま
で
の
間
と
措
定

し
た
（『
仏
書
解
説
大
辞
典
』
巻
四
―
一
九
五
）。『
景
祐
新
修
法
宝

録
』
巻
一
九
で
は
、
そ
の
成
立
を
天
禧
二
年
（
一
〇
一
八
）
と
し
て
い

る
。（
中
華
蔵
北
京
版
七
三
、
五
五
九
ｂ
）

　

一
方
、『
御
注
四
十
二
章
経
』
と
同
様
に
真
宗
の
手
に
よ
っ
た
と
思

わ
れ
る
『
御
注
遺
教
経
』
は
、
現
存
せ
ず
、
僅
か
に
そ
の
序
文
ら
し
き

も
の
が
元
・
煕
仲
集
『
歴
朝
釈
氏
資
鑑
』
巻
九
（
新
纂
続
蔵
七
六
、
二

一
九
ｃ
）
に
残
る
。

　

な
お
、
法
護
に
つ
い
て
は
、〔
226
〕
を
参
照
。

�

〈
程
〉

〔
244
〕

〈
原
文
〉

四
年
二
月
、
秘
演
等
請
以
聖
製
述
釈
典
文
章
、
箋
注
附
大
蔵
、
詔
可
。

〈
訓
読
〉

四
年
二
月
、
秘
演
等
、
聖
製
述
釈
典
文
章
を
以
て
、
箋
注
し
て
大
蔵
に



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

九
四

附
せ
し
め
ん
こ
と
を
請
う
。
詔
す
、
可
な
り
。

〈
解
説
〉

　

本
項
は
、
天
禧
四
年
（
一
〇
二
〇
）
二
月
に
、
秘
演
等
の
懇
願
に
応

ず
る
か
た
ち
で
、「
御
製
述
釈
典
文
章
」
を
箋
注
し
て
か
ら
「
大
蔵

経
」
に
編
入
さ
せ
た
記
録
で
あ
る
。

　

本
項
と
似
た
内
容
が
、『
玉
海
』
巻
二
八
、『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
四
な

ど
に
も
み
え
る
。『
玉
海
』『
宋
会
要
』
で
は
、
天
禧
四
年
の
「
二
月
」

と
す
る
と
こ
ろ
、『
仏
祖
統
紀
』
は
「
正
月
」
と
す
る
齟
齬
が
み
ら
れ

る
も
の
の
、
両
者
に
は
重
要
な
ヒ
ン
ト
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
　

会
要

　
　

�　

天
禧
四
年
二
月
戊
子
、
僧
三
十
人
を
選
び
て
聖
製
述
釈
典
文
章

を
注
釈
せ
し
む
。
僧
秘
演
の
請
い
に
従
う
な
り
。

�

（『
玉
海
』
巻
二
八
、
前
掲
書
、
第
二
冊
、
五
三
六
頁
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
聖
製
述
釈
典
文
章
」
を
注
釈
す
る
作
業
に
携

わ
っ
た
三
〇
人
と
い
う
僧
侶
の
人
数
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、『
仏

祖
統
紀
』
の
記
述
に
よ
っ
て
、
発
議
者
の
秘
演
が
「
右
街
講
経
」
の
肩

書
き
を
も
つ
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
　

�

四
年
正
月
、
右
街
講
経
秘
演
等
、
請
う
ら
く
は
、
御
製
釈
典
法
音

集
を
以
て
僧
を
し
て
箋
注
せ
し
め
て
凡
そ
三
十
巻
な
る
を
大
蔵
に

附
せ
し
め
ん
こ
と
を
乞
う
。
詔
す
、
可
な
り
。

�

（『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
四
、
大
正
蔵
四
九
、
四
〇
六
ｂ
）

　
「
御
製
述
釈
典
文
章
」
の
箋
注
に
つ
い
て
は
、
現
存
し
な
い
が
、
下

記
の
『
新
修
景
祐
法
宝
録
』
巻
一
三
の
内
容
に
よ
っ
て
そ
の
一
端
が
知

ら
れ
、
ま
た
前
記
の
『
玉
海
』
に
あ
っ
た
「
僧
三
十
人
」
の
人
名
も
明

ら
か
に
な
る
。

　
　

注
釈
釈
典
文
集
一
部
三
十
巻
総
録
一
巻

　
　
　

�

右
、
天
禧
四
年
春
二
月
に
、
沙
門
秘
演
等
、
表
も
て
請
ら
く
は
、

御
製
述
釈
典
文
章
を
以
て
、
僧
に
命
じ
て
箋
注
せ
し
め
て
、
大

蔵
に
附
せ
し
め
ん
こ
と
を
。

　
　
　

�

詔
す
、
可
な
り
。
乃
ち
京
城
の
義
学
文
学
沙
門
の
簡
長
、
行
肇
、

恵
崇
、
希
白
、
鑑
深
、
重
杲
、
鑑
微
、
尚
能
、
楚
文
、
曇
休
、

普
究
、
禹
昌
、
永
興
、
善
昇
、
清
達
、
秘
演
、
善
初
、
継
興
、

希
雅
、
仲
熙
、
省
弁
、
崇
璉
、
顕
忠
、
令
操
、
義
賢
、
瑞
王
、

無
象
、
行
円
、
有
朋
、
文
倚
を
選
び
て
、
同
じ
く
箋
注
せ
し
む
。

左
右
街
僧
録
の
守
明
、
澄
遠
、
訳
経
三
蔵
惟
浄
を
し
て
参
詳
せ

し
め
、
翰
林
学
士
楊
億
、
劉
筠
、
晏
殊
、
枢
密
直
学
士
王
曙
を

し
て
同
じ
く
詳
覆
せ
し
む
。

　
　
　

又
た
詔
す
、
宰
臣
丁
謂
を
し
て
大す

べ

て
を
都お
さ

め
て
参
定
せ
し
め
よ
。

　
　
　

�

五
年
の
秋
に
、
書
、
成
り
て
御
に
進
む
。
板
を
鏤
み
て
流
行
せ

し
む
。（
丁
）
謂
等
に
器
・
幣
を
賜
い
、
衆
僧
ら
に
師
号
・
紫

衣
・
衣
服
・
茗
・
帛
を
賜
う
。
童
行
を
度
す
る
こ
と
、
差
有
り
。

�

（
中
華
蔵
北
京
版
七
三
、
五
五
八
ｃ
―
五
五
九
ｂ
）

　

す
な
わ
ち
、
こ
の
書
は
真
宗
が
書
い
た
釈
教
関
連
の
文
章
に
衆
僧
が

さ
ら
に
注
釈
を
施
し
た
も
の
で
、『
注
釈
釈
典
文
集
』（
三
〇
巻
、
総
録
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一
巻
）
が
そ
の
正
式
名
称
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
が
天
禧
四
年
春
二
月

に
秘
演
よ
り
出
さ
れ
た
懇
願
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
本
項
の
内
容
を
傍
証
し
よ
う
。

�

〈
程
〉

〔
245
〕

〈
原
文
〉

是
年
、
以
宰
臣
丁
謂
兼
充
訳
経
使
。
潤
文
官
常
一
員
、
天
禧
中
以
翰
林

学
士
晁
迥
、
李
維
同
潤
文
、
始
置
潤
文
二
員
、
丁
謂
罷
使
後
、
亦
不
常

置
。
天
聖
三
年
又
以
宰
相
王
欽
若
為
之
、
自
後
首
相
継
領
、
然
降
麻
不

入
銜
。
又
以
参
政
、
枢
密
為
潤
文
、
其
事
浸
重
。
每
生
辰
、
必
進
新
経
。

前
両
日
、
二
府
皆
集
以
観
翻
訳
、
謂
之
開
堂
。
慶
暦
三
年
、
呂
夷
簡
罷

相
、
以
司
徒
為
使
致
仕
。
既（
既
カ
）章
得
象
代
之
。
自
是
降
麻
入
銜
。

〈
訓
読
〉

是
の
年
、
宰
臣
の
丁
謂
を
以
て
訳
経
使
に
兼
ね
て
充
つ
。
潤
文
官
は
常

に
一
員
な
る
も
、
天
禧
中
、
翰
林
学
士
晁
迥
、
李
維
を
以
て
同
じ
く
潤

文
と
す
る
に
、
始
め
て
潤
文
に
二
員
を
置
く
。
丁
謂
の
使
を
罷
め
て

後
、
亦
た
常
置
せ
ず
。
天
聖
三
年
（
一
〇
二
五
）
に
又
た
宰
相
の
王
欽

若
を
以
て
之
れ
と
為
す
。
こ
れ
自
り
後
、
首
相
も
て
継
ぎ
て
領
す
。
然

し
降こ

う

麻ま

す
る
も
入
銜
せ
ず
。
又
た
参
政
、
枢
密
を
以
て
潤
文
と
為
し
、

其
の
事
浸ま
す

ま
す
重
し
。
生
辰
ご
と
に
、
必
ず
新
経
を
進
る
。
前
の
両
日

に
、
二
府
皆
な
集
ま
り
て
以
て
翻
訳
を
観
る
、
之
れ
を
開
堂
と
謂
う
。

慶
暦
三
年
（
一
〇
四
三
）
に
、
呂
夷
簡
の
相
を
罷
め
て
、
司
徒
を
以
て

使
と
為
し
致
仕
す
。
既
に
章
得
象
、
之
れ
に
代
わ
る
。
是
れ
自
り
降
麻

し
て
入
銜
す
。

〈
解
説
〉

　

本
項
は
、
歴
代
の
訳
経
使
と
潤
文
官
の
名
前
、
両
役
職
の
変
遷
を
詳

し
く
記
し
た
も
の
で
、
特
に
宋
初
に
お
け
る
「
訳
経
使
兼
潤
文
官
」
と

い
う
役
職
を
理
解
す
る
に
当
た
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
貴
重
な

記
録
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
天
禧
四
年
（
一
〇
二
〇
）
に
、
時
の
宰
相
で
あ
る
丁
謂

が
訳
経
使
を
兼
任
し
た
。
そ
の
頃
、
潤
文
官
は
常
に
定
員
一
名
で
あ
っ

た
が
、
天
禧
年
間
（
一
〇
一
七
―
一
〇
二
一
）、
翰
林
学
士
の
晁
迥
、

李
維
が
同
時
に
潤
文
官
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
潤
文

官
に
二
人
を
配
置
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
や
が
て
丁
謂
が
訳
経
使
の
職

を
解
か
れ
た
が
、
そ
の
職
は
常
置
さ
れ
な
か
っ
た
。
天
聖
三
年
（
一
〇

二
五
）
に
、
又
た
時
の
宰
相
で
あ
る
王
欽
若
が
訳
経
使
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

こ
れ
よ
り
後
は
、
歴
代
の
宰
相
が
こ
の
役
職
を
引
き
継
い
で
い
た
が
、

名
ば
か
り
で
機
能
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
又
た
参
知
政
事
、
枢
密
使
が

潤
文
官
を
任
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
潤
文
官
と
い
う
役
職
の
重
み

は
ま
す
ま
す
増
え
た
の
で
あ
る
。
毎
年
の
皇
帝
の
誕
生
日
に
合
わ
せ
て
、

必
ず
新
訳
の
経
典
を
献
上
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
誕
生
日
の
二
日
前
に
、

二
人
の
潤
文
官
（
二
府
）
は
必
ず
集
ま
っ
て
新
訳
の
経
典
を
検
閲
す
る
。

こ
れ
を
開
堂
と
謂
う
。
慶
暦
三
年
（
一
〇
四
三
）
に
、
呂
夷
簡
が
宰
相
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を
や
め
て
、
司
徒
と
い
う
役
職
で
訳
経
使
と
な
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
退

官
し
た
。
彼
の
代
わ
り
に
章
得
象
が
訳
経
使
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
以
降
、

訳
経
使
と
い
う
役
職
は
名
実
一
体
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
本
項
と
密
接
な
関
連
性
を
有
す
る
内
容
が
、
宋
敏
求

（
一
〇
一
九
―
一
〇
七
九
）
の
『
春
明
退
朝
録
』
に
も
あ
る
。
そ
れ
を

示
せ
ば
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

�

太
平
興
国
中
（
九
七
七
―
九
八
四
）、
始
め
て
太
平
興
国
寺
に
訳

経
院
を
置
き
、
梵
学
僧
を
延ひ

き
て
新
経
を
翻
訳
せ
し
む
。
始
め
は

光
禄
卿
の
湯
公
悦
（
湯
悦
）、
兵
部
員
外
郎
の
張
公
洎
（
張
洎
）

を
以
て
之
を
潤
色
せ
し
む
。
後
に
趙
文
定
（
趙
安
仁
）、
楊
文
公

（
楊
億
）、
晁
文
元
（
晁
迥
）、
李
尚
書
維
（
李
維
）
ら
皆
な
訳
経

潤
文
官
と
為
る
。
天
禧
中
、
宰
相
の
丁
晋
公
（
丁
謂
）、
始
め
て

（
訳
経
）
使
と
為
す
。
天
聖
三
年
、
又
た
宰
相
の
王
冀
公
（
王
欽

若
）
を
以
て
使
と
為
す
。
自
り
後
、
元
宰
、
継
ぎ
て
之
を
領
す
。

然
し
降
麻
す
る
も
入
銜
せ
ず
。
又
た
参
政
、
枢
密
を
以
て
潤
文
と

為
し
、
其
の
事
浸
ま
す
重
し
。
歳
の
誕
節
ご
と
に
必
ず
新
経
を
進

る
。
前
の
両
月
に
、
二
府
皆
な
集
ま
り
て
以
て
翻
訳
を
観
る
、
之

を
開
堂
と
謂
う
。
亦
た
唐
の
清
流
は
尽
く
在
り
。
前
の
一
月
、
訳

経
使
、
潤
文
官
は
又
た
集
ま
り
て
以
て
新
経
を
進
る
、
之
を
閉
堂

と
謂
う
。
慶
暦
三
年
、
呂
許
公
（
呂
夷
簡
）
の
相
を
罷
め
て
、
司

徒
を
以
て
訳
経
潤
文
使
と
為
し
て
、
明
年
、
致
仕
す
。
章
郇
公

（
章
得
象
）
は
之
に
代
わ
る
。
自
り
後
に
乃
ち
降
麻
し
て
入
銜
す
。

（
中
華
書
局
本
、
一
九
九
七
年
、
一
〇
頁
）

　

こ
の
引
用
文
が
本
項
と
ほ
ぼ
同
様
な
内
容
を
有
し
つ
つ
、
本
項
す
ら

言
及
さ
れ
な
か
っ
た
「
閉
堂
」
も
紹
介
し
た
一
方
、
本
項
で
は
「
開

堂
」
を
皇
帝
の
誕
節
の
二
日
前
に
行
う
も
の
と
す
る
の
に
対
し
、
こ
の

行
事
を
二
日
に
で
は
な
く
、
二
ヶ
月
前
に
行
う
も
の
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
果
た
し
て
ど
ち
ら
の
説
を
採
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も

「
開
堂
」
と
は
高
級
官
吏
の
任
じ
る
訳
経
使
、
潤
文
官
が
集
ま
り
、
訳

経
院
よ
り
完
成
さ
れ
た
新
訳
経
典
が
皇
帝
の
誕
節
の
お
祝
い
と
し
て
ふ

さ
わ
し
い
も
の
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
行
事
で
、
内
容
の
吟
味
な
ど
を

経
て
最
終
決
定
を
下
す
行
事
が
「
閉
堂
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
合
わ

せ
て
考
え
れ
ば
、
誕
節
の
僅
か
二
日
前
に
選
定
作
業
を
終
え
る
と
い
う

日
程
は
、
物
理
的
に
は
不
可
能
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
『
宋

会
要
』
で
い
う
「
二
日
前
」
説
よ
り
も
、『
春
明
退
朝
録
』
で
い
う

「
二
ヶ
月
前
」
説
の
ほ
う
が
よ
り
合
理
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

一
方
、
宋
代
の
訳
経
使
兼
潤
文
官
と
い
う
役
職
に
つ
い
て
は
、
楊
曾

文
「
宋
代
的
仏
経
翻
訳
」
に
お
い
て
す
で
に
関
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
楊
氏
が
言
及
し
た
歴
代
の
訳
経
使
兼
潤
文
官
を
表
記
し
て
お
く
。

な
お
就
任
時
期
に
関
し
て
は
、
楊
氏
の
論
考
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
高
若
訥
に
つ
い
て
は
〔
256
〕
に
よ
っ
て
新
た
に
追
補
し
た
も

の
で
あ
る
。
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ち
な
み
に
「
降
麻
」
と
は
、
唐
代
、
宋
代
で
は
官
吏
を
任
命
す
る
詔

勅
が
黄
色
い
、
或
い
は
白
い
麻
紙
に
書
か
れ
て
い
た
た
め
、
官
吏
に
任

命
の
命
令
を
下
す
こ
と
を
い
う
。
一
方
、
楊
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
い

う
「
不
入
銜
」
と
は
、
そ
の
宰
相
任
命
の
詔
勅
に
は
、「
訳
経
使
兼
潤

文
官
」
と
い
う
肩
書
き
を
入
れ
な
い
こ
と
を
い
う
。「
入
銜
」
は
、
そ

の
反
対
で
、「
訳
経
使
兼
潤
文
官
」
と
い
う
肩
書
き
を
明
記
し
た
こ
と

を
意
味
す
る
と
い
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
項
で
言
及
さ
れ
た
丁
謂
、
晁
迥
、
李
維
、
王
欽
若
、

呂
夷
簡
、
章
得
象
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
太
宗
、
真
宗
、
仁
宗
の
時
代
に

北
宋
の
政
治
の
中
枢
で
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
彼
ら
の
略

歴
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
な
お
、
既
出
の
李
維
、
呂
夷
簡
の
二
人
に
つ

い
て
は
、〔
48
〕、〔
242
〕
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
さ
れ
た
い
。

　

ま
ず
、
丁
謂
（
九
六
六
―
一
〇
三
七
）
は
『
宋
史
』
巻
二
八
二
、

『
東
都
事
略
』
巻
四
九
に
立
伝
さ
れ
て
い
る
。
長
洲
（
江
蘇
省
呉
県
）

の
人
で
、
字
は
謂
之
、
後
に
公
言
と
改
め
た
。
淳
化
三
年
（
九
九
一
）

に
進
士
に
及
第
し
て
か
ら
、
大
理
評
事
、
饒
州
通
判
、
知
鄆
州
を
歴
任

し
て
か
ら
、
右
諌
議
大
夫
権
三
司
使
、
三
司
使･

参
知
政
事
に
累
進

し
、
つ
い
に
同
中
書
門
下
平
章
事
と
な
り
、
晋
国
公
に
封
ぜ
ら
れ
た
。

彼
は
南
人
官
僚
の
逸
材
で
、
機
敏
で
知
謀
が
あ
り
、
奸
知
に
た
け
、
特

に
財
政
上
に
お
い
て
敏
腕
を
発
揮
し
て
功
績
が
あ
っ
た
。

　

次
に
、
晁
迥
（
九
五
一
―
一
〇
三
四
）
は
『
宋
史
』
巻
三
〇
五
、

『
東
都
事
略
』
巻
四
六
に
立
伝
さ
れ
て
い
る
。
澶
州
清
豊
（
河
南
省
清

豊
県
）
の
人
で
、
字
は
明
遠
、
諡
は
文
元
で
あ
る
。
太
平
興
国
年
間

（
九
七
六
―
九
八
四
）
進
士
に
及
第
し
、
大
理
評
事
、
殿
中
丞
、
右
正

言
直
史
館
、
貢
挙
、
尚
書
工
部
侍
郎
な
ど
歴
任
し
、
仁
宗
が
即
位
し
て

氏
名

生
卒
年

宰
輔
就
任
時
期

訳
経
使
兼
潤
文
官
就
任
時
期

備
考

丁
謂

九
六
六

一
天
禧
四
年

一
〇
二
〇

七
天
禧
五
年

一
〇
二
一

一
月

降
麻
不
入
銜

〇
三
七

月

王
欽
若

九
六
二

天
聖
元
年

一
〇
二
三

九
天
聖
三
年

一
〇
二
五

一
〇
月

降
麻
不
入
銜

一
〇
二
五

月

呂
夷
簡

九
七
八

天
聖
七
年

一
〇
二
九

景
祐
元
年

一
〇
三
四

降
麻
不
入
銜

一
〇
四
三

章
得
象

九
七
八

宝
元
元
年

一
〇
三
八

三
慶
暦
三
年

一
〇
四
三

降
麻
入
銜

一
〇
四
八

月

陳
執
中

九
九
〇

慶
暦
五
年

一
〇
四
五

四
慶
暦
五
年
四
月

降
麻
入
銜

一
〇
五
九

月皇
祐
五
年

一
〇
五
三

再
皇
祐
五
年

再
任

任

龐
籍

九
八
八

一
皇
祐
三
年

一
〇
五
一

一
皇
祐
三
年
一
〇
月

降
麻
入
銜

〇
六
三

〇
月

高
若
訥

九
九
七

皇
祐
四
年

一
〇
五
二

正
皇
祐
四
年

一
〇
五
二

正
月

降
麻
入
銜

一
〇
五
五

月

枢
密
使

文
彦
博

一
〇
〇
六
慶
暦
八
年

一
〇
四
八

閏

一
〇
九
七

正
月

至
和
元
年

一
〇
五
四

再
至
和
元
年

降
麻
入
銜

任

富
弼

一
〇
〇
四

嘉
祐
三
年

一
〇
五
八

六
嘉
祐
三
年
六
月

降
麻
入
銜

一
〇
八
二

月

曽
公
亮

九
九
八

嘉
祐
六
年

一
〇
六
一

八

一
〇
七
八

月

煕
寧
二
年

一
〇
六
九

降
麻
入
銜
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九
八

か
ら
、
礼
部
尚
書
と
な
っ
た
が
、
太
子
少
保
を
も
っ
て
退
官
し
た
。
彼

は
正
道
を
踏
み
権
勢
に
も
屈
せ
ず
、
事
の
処
理
に
は
い
さ
さ
か
も
私
情

を
差
し
挟
ま
な
か
っ
た
。
ま
た
広
く
儒･

仏･

道
の
三
教
に
通
じ
、
特

に
経
伝
で
は
一
家
の
説
を
な
し
た
。

　

そ
し
て
、
王
欽
若
（
九
六
二
―
一
〇
二
五
）
は
『
宋
史
』
巻
二
八
三

に
立
伝
さ
れ
て
い
る
。
臨
江
軍
新
喩
（
江
西
省
新
喩
県
）
の
人
で
、
字

は
定
国
、
諡
は
文
穆
で
あ
る
。
進
士
に
及
第
し
て
か
ら
、
亳
州
防
禦
推

官
よ
り
左
諌
議
大
夫
参
知
政
事
に
累
進
し
、
工
部
侍
郎
、
刑
部
侍
郎
資

政
殿
学
士
、
尚
書
左
丞
知
枢
密
院
事
な
ど
を
歴
任
し
て
、
大
中
祥
符
年

間
（
一
〇
〇
八
―
一
〇
一
六
）、
左
僕
射
兼
中
書
侍
郎
同
平
章
事
に
進

み
、
天
禧
二
年
（
一
〇
一
八
）
に
、
皇
太
子
（
仁
宗
）
の
師
を
務
め
、

仁
宗
が
即
位
し
た
後
、
司
空
門
下
侍
郎
同
平
章
玉
清
昭
応
宮
使
昭
文
館

大
学
士
と
な
っ
た
。
ま
た
彼
は
『
册
府
元
亀
』『
国
史
』
の
編
集
者
と

し
て
名
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
章
得
象
（
九
七
八
―
一
〇
四
八
）
は
『
宋
史
』
巻
三
一
一

に
立
伝
さ
れ
て
い
る
。
浦
城
（
福
建
省
浦
城
県
）
の
人
で
、
字
は
希
言

で
、
諡
は
文
憲
、
後
に
文
簡
と
改
め
ら
れ
た
。
進
士
に
及
第
し
て
か
ら
、

玉
山
県
、
台
州
、
南
雄
州
、
洪
州
な
ど
の
地
方
官
を
歴
任
し
、
尚
書
刑

部
郎
中
、
兵
部
郎
中
知
制
誥
、
翰
林
学
士
、
礼
部
侍
郎
兼
竜
図
閣
学

士
、
進
承
旨
兼
侍
講
学
士
な
ど
の
要
職
を
経
て
、
同
知
枢
密
院
事
、
同

中
書
門
下
平
章
事
、
集
賢
殿
大
学
士
と
な
り
、
さ
ら
に
中
書
侍
郎
兼
工

部
尚
書
兼
枢
密
使
、
工
部
尚
書
昭
文
館
大
学
士
、
鎮
安
軍
節
度
使
同
平

章
事
に
進
み
、
郇
国
公
に
封
ぜ
ら
れ
、
司
空
の
職
を
以
て
退
官
し
た
。

長
年
に
亘
り
、
枢
密
使
、
宰
相
の
高
位
に
い
な
が
ら
、
私
情
を
挟
ま
ず

権
勢
に
も
依
附
せ
ず
、
中
立
の
立
場
を
貫
い
た
こ
と
が
高
く
評
価
さ
れ

て
い
る
。

�

〈
程
〉

〔
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〈
原
文
〉

仁
宗
天
聖
四
年
、
潤
文
官
翰
林
学
士
夏
竦
与
僧
衆
、
上
新
訳
経
章（

音
カ
）義
七

十
巻
。
是
書
大
中
祥
符
九
年
、
詔
惟
浄
撰
、
今
潤
文
官
趙
安
仁
、
楊
億

刊
定
、
至
是
始
畢
。

〈
訓
読
〉

仁
宗
の
天
聖
四
年
、
潤
文
官
翰
林
学
士
夏か

し
ょ
う竦
と
僧
衆
、
新
訳
経
音
義
七

十
巻
を
上
る
。
是
の
書
は
大
中
祥
符
九
年
、
惟
浄
に
詔
し
て
撰
せ
し

め
、
今
、
潤
文
官
趙
安
仁
と
楊
億
に
刊
定
せ
し
め
、
是
に
至
り
て
始
め

て
畢
ん
ぬ
。

〈
解
説
〉

　

天
聖
四
年
（
一
〇
二
六
）、
夏
竦
と
僧
衆
た
ち
が
『
新
訳
経
音
義
』

七
〇
巻
を
上
進
し
た
。
こ
れ
ら
は
す
ぐ
る
大
中
祥
符
九
年
（
一
〇
一
六
）

に
惟
浄
が
撰
文
し
、
趙
安
仁
や
楊
億
に
刊
定
さ
せ
て
き
た
も
の
で
、
今

に
な
っ
て
完
成
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
章
」
と
「
音
」
の
校
訂
は
『
玉
海
』
を
承
け
た
上
海
古
籍
本
に
よ



『
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訓
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〇
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永
井
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九
九

る
。
惟
浄
、
趙
安
仁
、
楊
億
に
つ
い
て
は
既
出
。

　

夏
竦
（
？
―
一
〇
五
一
）
は
『
宋
史
』
巻
二
八
三
に
立
伝
さ
れ
る
。

徳
安
の
人
で
字
は
子
喬
、
諡
は
文
荘
。
儒
仏
道
三
教
に
通
じ
、
文
章
は

典
雅
で
あ
っ
た
と
い
う
。
仁
宗
の
と
き
戸
部
侍
中
と
な
り
、
洪
州
の
鬼

道
を
鎮
め
た
と
い
う
。
枢
密
使
英
国
公
、
武
寧
軍
節
度
使
、
鄭
国
公
を

歴
任
す
る
。『
文
荘
集
』
三
六
巻
（
四
庫
全
書
珍
本
第
二
六
七
冊
）
が

残
る
。

　
『
新
訳
経
音
義
』
七
〇
巻
に
つ
い
て
は
『
景
祐
新
集
法
宝
録　

総
録
』

の
「
第
十
五
巻
」
に
「
訳
衆
修
新
訳
経
音
義
」
と
あ
る
。
ま
た
『
仏
祖

統
紀
』
巻
四
五
に
、

　
　

�

翰
林
学
士
夏
竦
と
同
じ
く
三
蔵
惟
浄
等
、
新
訳
経
音
義
七
十
巻
を

進
む
。�

（
大
正
蔵
四
九
、
四
〇
九
ａ
）

と
言
及
さ
れ
る
が
、
具
体
的
内
容
は
未
詳
。

�

〈
永
井
〉

〔
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〕

〈
原
文
〉

是
年
、
惟
浄
言
、
蔵
乗
名
録
類
例
尤
多
。
令（
今
カ
）所
流
進（
通
カ
）凡
有
三
録
。
僧
智

升（
昇
カ
）撰
即
開
元
録
、
円
升（
照
カ
）撰
正（
貞
）元
録
、
円
照
績（
続
カ
）正（
貞
）元
録
、
今
請
将
皇
朝
経

総
成
一
録
。

詔
惟
浄
合
三
録
、
令
続
訳
経
律
論
、
西
方
東
土
聖
賢
集
伝
、
為
之
凡
六

千
一
百
九
十
七
巻
。

〈
訓
読
〉

是
の
年
、
惟
浄
言
く
、
蔵
乗
の
名
録
は
類
例
尤
も
多
し
。
今
、
流
通
す

る
所
、
凡
そ
三
録
有
り
。
僧
智
昇
撰
す
る
は
即
ち
開
元
録
、
円
照
撰
す

る
は
貞
元
録
、
円
照
は
続
貞
元
録
な
り
、
今
、
請
う
ら
く
は
皇
朝
の
経

を
将
っ
て
総
じ
て
一
録
と
成
さ
ん
こ
と
を
。

惟
浄
に
詔
し
て
三
録
を
合
せ
し
め
、
続
い
で
訳
せ
し
経
律
論
お
よ
び
西

方
東
土
聖
賢
集
伝
を
し
て
、
之
を
凡
て
で
六
千
一
百
九
十
七
巻
と
為
せ

り
。

〈
解
説
〉

　

こ
の
年
（
天
聖
四
年
）、
惟
浄
が
上
奏
し
て
言
う
に
は
、
経
典
の
名

を
記
録
し
た
例
は
少
な
く
な
い
が
、
現
在
、
行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
三

つ
の
経
録
が
あ
る
。
智
昇
の
『
開
元
釈
教
録
』（
二
〇
巻　

開
元
一
八

年
・
七
三
〇
）、
円
照
の
『
貞
元
新
定
釈
教
目
録
』（
三
〇
巻　

貞
元
一

六
年
・
八
〇
〇
）、
円
照
の
『
大
唐
貞
元
続
開
元
釈
教
録
』（
三
巻　

貞

元
一
〇
年
・
七
九
四
）
が
あ
る
。
願
わ
く
は
宋
代
に
翻
訳
さ
れ
た
経
典

を
あ
つ
め
て
経
録
を
作
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
。

　

惟
浄
に
た
い
し
詔
勅
が
く
だ
さ
れ
、
三
つ
の
経
録
を
合
わ
せ
、
新
た

に
翻
訳
さ
れ
た
経
律
論
や
西
天
東
土
の
聖
賢
た
ち
に
よ
る
成
果
、
六
一

九
七
巻
を
収
録
す
る
『
天
聖
釈
教
録
』
が
編
纂
さ
れ
た
。

　

惟
浄
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
『
天
聖
釈
教
録
』
は
、
現
在
、
上
冊

を
欠
く
が
、
中
下
冊
が
趙
城
県
広
勝
寺
所
蔵
「
金
版
大
蔵
経
」
の
一
部

と
し
て
、『
中
華
大
蔵
経
』（
北
京
版
）
第
七
二
冊
に
収
録
さ
れ
る
。
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〇

　

な
お
こ
の
一
段
に
お
け
る
人
名
や
経
録
な
ど
の
対
校
は
主
と
し
て
上

海
古
籍
出
版
社
本
の
成
果
に
よ
る
が
、「
貞
」
字
が
「
正
」
字
で
表
記

さ
れ
る
の
は
仁
宗
の
諱
「
禎
」
を
避
け
た
も
の
で
あ
る
（
陳
垣
『
史
諱

挙
例
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
九
年
、
一
二
五
頁
）。
ち
な
み
に
『
天
聖

釈
教
録
』
下
冊
で
は
、
従
前
の
経
録
に
収
録
さ
れ
た
経
典
等
を
列
挙
し

た
う
え
で
末
尾
に
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
　

�

右
、
天
聖
釈
教
総
録
中
に
都
べ
て
開
元
旧
録
、
并
び
に
附
続
新

編
、
及
び
正
元
法
宝
等
の
録
せ
る
計
六
百
二
帙
六
百
二
号
を
収

む
。�

（
中
華
蔵
北
京
版
七
二
、
九
四
七
ｂ
）

　

ま
た
『
貞
元
新
定
釈
教
目
録
』
の
編
者
に
つ
い
て
は
『
望
月
仏
教
大

辞
典
』
に
従
っ
て
円
升
を
円
照
に
改
め
た
。『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
五
に

次
の
記
事
が
あ
る
。

　
　

�

五
年
。
三
蔵
惟
浄
、
大
蔵
経
目
録
二
袠
を
進
む
る
に
、
名
を
賜
い

て
天
聖
釈
教
録
と
す
。
凡
て
六
千
一
百
九
十
七
巻
な
り
。

�

（
大
正
蔵
四
九
、
四
〇
九
ａ
）

�

〈
永
井
〉
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〈
原
文
〉

八
年
、
潤
文
官
夏
竦
、
王
暁（
曙
カ
）上
大
蔵
経
名
礼
懺
経マ
マ

十
巻
。
初
五
台
山
沙

門
崇
慶（
廉
カ
）撰
進
、
今
竦
等
詳
定
頒
行
。

〈
訓
読
〉

八
年
、
潤
文
官
夏
竦
、
王
曙
、
大
蔵
経
名
礼
懺
経
十
巻
を
上
る
。
初
め

五
台
山
沙
門
崇
廉
撰
し
進
む
る
に
、
今
、
竦
等
、
詳
定
し
頒
行
す
。

〈
解
説
〉

　

天
聖
八
年
（
一
〇
三
〇
）、
潤
文
官
で
あ
る
夏
竦
や
王
曙
が
『
大
蔵

経
名
礼
懺
経
』
一
〇
巻
を
上
進
し
た
。
初
め
は
五
台
山
の
崇
廉
が
上
進

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
夏
竦
た
ち
が
さ
ら
に
点
検
し
板
行
し
た
も
の
で

あ
る
。

　
『
大
蔵
経
名
礼
懺
経
』
一
〇
巻
に
つ
い
て
は
『
景
祐
新
集
法
宝
録　

総
録
』
の
「
第
十
五
巻
」
に
「
訳
衆
修
沙
門
崇
廉
進
大
蔵
経
名
礼
懺
法

　

詔
付
院
詳
定
」
と
あ
り
、『
大
蔵
経
名
礼
懺
経4

』
は
『
大
蔵
経
名
礼

懺
法4

』
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、（
マ
マ
）
と
し
た
。
ま
た
『
景
祐

新
集
法
宝
録
』
に
し
た
が
っ
て
崇
慶
を
崇
廉
に
改
め
た
。
崇
廉
に
つ
い

て
は
未
詳
。

　

王
暁
は
、
上
海
古
籍
本
が
言
う
よ
う
に
王
曙
と
す
る
。「
暁
」
は
英

宗
の
諱
「
曙
」
を
避
け
た
も
の
で
あ
る
（
陳
垣
・
前
掲
書
、
一
二
六

頁
）。
王
曙
（
九
六
三
―
一
〇
三
四
）
は
『
宋
史
』
巻
二
八
六
や
『
宋

名
臣
言
行
録
』
巻
四
な
ど
に
立
伝
さ
れ
る
。
字
は
晦
叔
、
河
南
洛
陽
の

人
。
淳
化
三
年
（
九
九
二
）
の
進
士
。
宰
相
寇
準
の
女
婿
。
四
川
省
益

州
知
事
や
郢
州
団
練
副
使
、
襄
州
知
事
、
河
南
譜
府
知
事
、
中
央
で
は

御
史
中
丞
、
尚
署
工
部
侍
郎
な
ど
を
務
め
た
。
清
貧
さ
を
も
っ
て
知
ら

れ
、
法
の
運
用
は
厳
格
で
あ
っ
た
と
い
う
。

�

〈
永
井
〉
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一

〔
249
〕

〈
原
文
〉

景
祐
二
年
九
月
、
帝
作
景
祐
天
竺
字
源
序
、
賜
訳
経
院
。
是
書
即
三
蔵

法
護
、
惟
浄
以
華
梵
対
参
為
之
。
凡
七
巻
。

〈
訓
読
〉

景
祐
二
年
九
月
、
帝
、
景
祐
天
竺
字
源
の
序
を
作
り
、
訳
経
院
に
賜

う
。
是
の
書
は
即
ち
三
蔵
法
護
、
惟
浄
、
華
梵
を
以
て
対
参
し
て
之
を

為
れ
り
。
凡
て
で
七
巻
な
り
。

〈
解
説
〉

　

景
祐
二
年
（
一
〇
三
五
）
九
月
、
仁
宗
は
『
景
祐
天
竺
字
源
』
の
序

を
撰
し
、
訳
経
院
に
下
賜
し
た
。
同
書
は
法
護
や
惟
浄
が
梵
語
と
漢
語

を
対
照
し
つ
つ
辞
典
化
し
た
も
の
で
七
巻
か
ら
な
り
、
趙
城
県
広
勝
寺

所
蔵
「
金
版
大
蔵
経
」
の
一
部
と
し
て
、
現
在
『
中
華
大
蔵
経
』（
北

京
版
）
第
七
二
冊
に
収
録
さ
れ
る
。
仁
宗
に
よ
る
「
御
製
序
」
は
、

　
　

�

景
祐
天
竺
字
源
は
西
天
訳
経
三
蔵
、
試
光
禄
卿
伝
梵
大
師
法
護
、

訳
経
三
蔵
、
試
光
禄
卿
光
梵
大
師
惟
浄
、
同
じ
く
綴
り
集
む
所
な

り
。（
中
略
）
是
の
書
や
華
梵
対
翻
し
て
総
べ
て
で
七
巻
と
為
す
。

声
明
の
学
は
寔
に
茲
よ
り
肇
ま
る
、
云
々
。

�

（
中
華
蔵
北
京
版
七
二
、
八
五
〇
ｃ
―
八
五
一
ａ
）

と
述
べ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
声
明
」
は
今
日
で
言
う
言
語
学
ほ
ど
の
意
。

『
仏
祖
統
紀
』
四
五
に
も
同
趣
旨
の
記
事
が
あ
る
。

　
　

�

二
年
。
上
、
天
竺
字
源
序
を
御
製
し
て
訳
経
院
に
賜
う
。
是
の
書

は
即
ち
法
護
と
惟
浄
、
華
梵
を
以
て
対
翻
し
て
七
巻
と
為
す
。
声

明
の
学
は
実
に
茲
よ
り
肇
ま
る
。�

（
大
正
蔵
四
九
、
四
〇
九
ｃ
）

　

な
お
『
景
祐
天
竺
字
源
』
は
本
邦
で
も
刊
行
さ
れ
、
享
保
三
年
（
一

七
一
八
）
の
写
本
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
（『
仏
書
解
説
大
辞
典
』
第

三
冊
、
一
二
四
頁
）、
ま
た
筑
波
大
学
図
書
館
所
蔵
『
景
祐
天
竺
字
源

梵
文
新
定
』
一
巻
（
安
永
九
年
・
一
七
八
〇
）
は
電
子
化
さ
れ
て
公
開

さ
れ
て
い
る
（http://w

w
w
.tulips.tsukuba.ac.jp

）。

�

〈
永
井
〉

〔
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〕

〈
原
文
〉

十
月
、
刑
部
尚
書
夏
竦
、
上
奉
詔
撰
伝
法
院
訳
経
碑
銘
。
詔
本
院
刊
石
。

〈
訓
読
〉

十
月
、
刑
部
尚
書
夏
竦
、
詔
を
奉
じ
て
撰
せ
し
伝
法
院
訳
経
碑
銘
を
上

る
。
本
院
に
詔
し
て
石
に
刊
ま
し
む
。

〈
解
説
〉

　

景
祐
二
年
一
〇
月
、
詔
勅
に
よ
り
夏
竦
が
撰
文
し
た
「
伝
法
院
訳
経

碑
銘
」
が
上
進
さ
れ
、
命
に
よ
り
訳
経
院
に
碑
が
建
立
さ
れ
た
。
な
お

同
碑
銘
は
『
文
荘
集
』
巻
二
六
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
訳
経
院
の
創
立

以
来
の
歴
史
や
関
係
者
な
ど
が
略
述
さ
れ
て
い
る
。

�

〈
永
井
〉



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

一
〇
二

〔
251
〕

〈
原
文
〉

三
年
十
二
月
、
訳
経
使
呂
夷
簡
、
潤
文
宋
綬
言
、
準
詔
続
修
法
宝
録
、

請
依
旧
体
御
製
序
。
序
曰
、
自
興
国
壬
午
、
距
今
乙
亥
五
十
四
載
。
其

貢
献
並
内
出
梵
経
、
無
慮
一
千
四
百
二
十
八
夾
、
訳
成
経
論
凡
五
百
六

十
四
巻
、
訳
者
釈
也
、
交
釈
華
梵
、
対
伝
句
読
。
辯
佉
楼
之
筆
、
簡
韋

佗
之
辞
、
云
々
。
詔
刊
於
石
。
賜
名
、
詔
以
景
祐
新
修
法
宝
録
為
名
。

是
録
即
自
大
中
祥
符
四
年
以
後
至
景
祐
三
年
、
惟
浄
与
法
衆
、
並
預
編

纂
。

〈
訓
読
〉

三
年
十
二
月
、
訳
経
使
呂
夷
簡
、
潤
文
宋
綬
言
く
、
詔
に
準
じ
て
法
宝

録
を
続
修
す
。
旧
体
に
依
り
て
御
製
序
を
請
う
。

序
し
て
曰
く
、
興
国
壬
午
（
太
平
興
国
七
年
・
九
八
二
）
よ
り
、
今
乙

亥
（
景
祐
二
年
・
一
〇
三
五
）
ま
で
距
つ
る
こ
と
五
十
四
載
な
り
。
其

の
貢
献
し
て
並
に
内
出
せ
し
梵
経
は
無お

慮よ

そ
一
千
四
百
二
十
八
夾
、
訳

し
て
経
論
と
成
る
も
の
凡
そ
五
百
六
十
四
巻
な
り
。
訳
と
は
釈
な
り
、

交
ご
も
華
と
梵
を
釈
し
、
対
伝
し
句
読
す
。
佉
楼
の
筆
を
辯
じ
、
韋
佗

の
辞
を
簡
ぶ
、
云
々
。
詔
し
て
石
に
刊
ま
し
む
。

名
を
賜
わ
る
に
、
詔
し
て
景
祐
新
修
法
宝
録
を
以
て
名
と
為
さ
し
む
。

是
の
録
は
即
ち
大
中
祥
符
四
年
（
一
〇
一
一
）
よ
り
以
後
、
景
祐
三
年

（
一
〇
三
六
）
に
至
る
ま
で
惟
浄
と
法
衆
と
、
並
て
編
纂
に
預
か
る
。

〈
解
説
〉

　
（
景
祐
三
年
）
一
二
月
、
呂
夷
簡
や
宋
綬
が
上
奏
す
る
に
「
詔
勅
を

承
け
て
法
宝
録
を
続
修
い
た
し
ま
し
た
。
旧
例
に
従
っ
て
御
製
の
序
文

を
賜
り
た
い
」
と
。

　
（
夏
竦
）
に
よ
る
序
文
は
次
の
よ
う
に
言
う
「
太
平
興
国
七
年
か
ら

今
景
祐
二
年
ま
で
五
四
年
、
そ
の
間
に
も
た
ら
さ
れ
た
梵
文
経
典
は
一

四
二
八
箱
、
訳
出
さ
れ
た
も
の
は
五
六
四
点
あ
る
。
訳
と
は
解
釈
で
、

漢
語
梵
語
を
そ
れ
ぞ
れ
訳
し
た
う
え
で
相
互
に
伝
え
て
対
校
し
、
一
句

一
句
、
読
み
を
な
し
た
。
ま
た
古
代
イ
ン
ド
の
カ
ロ
ー
シ
ュ
テ
ィ
ー
文

字
や
ヴ
ェ
ー
ダ
文
字
も
読
み
解
い
た
の
で
あ
る
」
と
。

　

仁
宗
は
『
景
祐
新
修
法
宝
録
』
と
命
名
さ
れ
た
。
こ
の
経
録
は
大
中

祥
符
四
年
か
ら
景
祐
三
年
の
間
の
訳
出
経
典
を
記
録
す
る
が
、
す
べ
て

惟
浄
と
法
衆
が
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
上
海
古
籍
本
は
、
こ
こ
で
「
御
製
序
」
と
さ
れ
る
「
自
興
国
壬

午
、
云
々
」
の
一
段
は
、
夏
竦
の
「
伝
法
院
訳
経
碑
銘
」
の
序
文
で
あ

る
と
左
記
の
よ
う
に
注
し
、
原
文
を
〔
243
〕
段
へ
移
し
て
い
る
。

　
　

�

按
ず
る
に
、「
序
曰
」
よ
り
「
詔
刊
于
石
」
の
一
段
の
文
字
は
、

原
は
下
条
の
「
御
製
序
」
の
後
に
在
り
。
今
、
夏
竦
の
『
文
荘

集
』
巻
二
六
、『
玉
海
』
巻
一
六
八
を
考
う
る
に
、
此
は
乃
ち
夏

竦
「
伝
法
院
碑
銘
」
の
序
に
し
て
、「
景
祐
新
修
法
宝
録
」
の
序

に
あ
ら
ず
。
蓋
し
『
大
典
』
の
錯
簡
な
る
べ
し
。
今
、『
玉
海
』

に
拠
り
て
此
に
移
す
。



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

一
〇
三

　

本
訳
註
で
は
、
上
海
古
籍
本
の
校
訂
の
妥
当
な
る
こ
と
を
認
め
つ

つ
、
便
宜
上
、
原
本
ど
お
り
の
位
置
に
置
い
て
訓
読
し
て
お
く
。
た
だ

し
内
容
は
あ
く
ま
で
夏
竦
「
伝
法
院
碑
銘
」
の
序
文
と
み
る
。
な
お

「
景
祐
新
修
法
宝
録
」
の
序
文
は
趙
城
県
広
勝
寺
所
蔵
「
金
版
大
蔵

経
」
の
一
部
と
し
て
、
現
在
『
中
華
大
蔵
経
』（
北
京
版
）
第
七
三
冊

に
収
録
さ
れ
る
。
呂
夷
簡
に
つ
い
て
は
前
出
。

　

宋
綬
（
九
九
一
―
一
〇
四
〇
）
に
つ
い
て
は
『
宋
史
』
巻
二
九
一
に

立
伝
さ
れ
る
。
字
は
公
垂
。
諡
は
宣
献
。�

趙
州
平
棘
（
河
北
）
の
人
。

蔵
書
家
と
し
て
名
高
く
、
経
史
百
家
に
通
じ
て
い
た
と
。
諸
職
を
歴
任

し
『
真
宗
実
録
』
を
修
す
。

　

佉
楼
・
カ
ロ
ー
シ
ュ
テ
ィ
ー
文
字
は
、
古
代
の
西
北
イ
ン
ド
や
中
央

ア
ジ
ア
で
用
い
ら
れ
た
文
字
。
佉
留
、
佉
盧
虱
底
、
佉
盧
瑟
吒
な
ど
と

音
写
さ
れ
る
。
紀
元
前
三
世
紀
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
碑
文
に
用
い
ら
れ
て

い
る
も
の
が
現
存
最
古
と
い
う
。
竺
法
護
訳
『
普
曜
経
』
に
見
え
、
ま

た
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
に
見
え
る
。
玄
奘
訳
の
『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆

沙
論
』
で
は
「
佉
盧
瑟
吒
」
に
作
る
。
ま
た
、
六
世
紀
の
僧
祐
『
出
三

蔵
記
集
』
に
は
「
昔
、
造
書
の
主
に
凡
そ
三
人
有
り
。�

長
の
名
は
梵

と
曰
い
、
其
の
書
は
右
へ
行
く
。
次
は
佉
楼
と
曰
い
、
其
の
書
は
左
へ

行
く
。
少
き
者
は
蒼
頡
、
其
の
書
は
下
へ
行
く
。
梵
及
び
佉
楼
は
天
竺

に
居
し
。
黄
史
の
蒼
頡
は
中
夏
に
在
り
。
梵
と
佉
は
法
を
浄
天
に
取
り
、

蒼
頡
は
華
を
鳥
跡
に
因
む
。
文
畫
は
誠
に
異
な
る
も
、
伝
理
は
則
ち
同

な
り
。（
大
正
蔵
五
五
、
四
ｂ
）
と
あ
る
。

　

韋
佗
は
ヴ
ェ
ー
ダ
で
、
古
代
イ
ン
ド
で
編
纂
さ
れ
た
宗
教
関
係
文
書

の
総
称
。
広
義
に
は
サ
ン
ヒ
タ
ー（
本
集
）、
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
（
祭
儀
書
）、

ア
ー
ラ
ニ
ヤ
カ
（
森
林
書
）、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
（
奥
義
書
）
の
四
種

を
言
い
、
狭
義
に
は
サ
ン
ヒ
タ
ー
を
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
、
サ
ー
マ
・

ヴ
ェ
ー
ダ
、
ヤ
ジ
ュ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
、
ア
タ
ル
タ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
に
分
け

る
と
い
う
。
手
近
な
参
考
書
と
し
て
辻
直
四
郎
『
イ
ン
ド
文
明
の
曙
―

ヴ
ェ
ー
ダ
と
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』（
岩
波
新
書
）、
前
田
専
学
『
イ
ン
ド

哲
学
へ
の
い
ざ
な
い
（
ヴ
ェ
ー
ダ
と
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
）』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ

イ
ブ
ラ
リ
ー
）
を
挙
げ
て
お
く
。

�

〈
永
井
〉

〔
252
〕

〈
原
文
〉

宝
元
二
年
十
一
月
二
十
五
日
、
伝
法
院
言
、
建
立
訳
経
碑
銘
工
畢
。
詔

官
吏
恩
賚
有
差
。�

〈
訓
読
〉

宝
元
二
年
十
一
月
二
十
五
日
、
伝
法
院
言
く
、
訳
経
碑
銘
を
建
立
す
る

工
畢
ん
ぬ
。
官
吏
に
詔
し
て
恩
賚
す
る
こ
と
差
あ
り
。

〈
解
説
〉

　

宝
元
二
年
（
一
〇
三
九
）
一
一
月
二
五
日
、
夏
竦
が
撰
し
た
「
伝
法

院
訳
経
碑
銘
」
を
石
碑
に
す
る
工
事
が
（
前
〔
250
〕
項
）、
四
年
を
経

て
、
完
成
し
た
。
皇
帝
は
関
係
官
僚
に
恩
賞
を
与
え
た
。



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

一
〇
四

�

〈
徳
護
〉

〔
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〕

〈
原
文
〉

慶
暦
三
年
十
月
、
賜
伝
法
院
、
寺
務
司
銭
歳
五
百
千
。

〈
訓
読
〉

慶
暦
三
年
十
月
、
伝
法
院
と
寺
務
司
に
銭
を
歳
に
五
百
千
を
賜
う
。

〈
解
説
〉

　

慶
暦
三
年
（
一
〇
四
三
）
一
〇
月
、
伝
法
院
と
寺
務
司
に
そ
れ
ぞ
れ

年
に
銭
五
百
千
（
五
百
貫
）
を
賜
う
と
い
う
命
令
で
あ
る
。

　

こ
の
記
事
は
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
四
四
（
中
華
書
局
本
、
第

一
一
冊
、
三
四
七
九
頁
）
に
も
出
る
。

　

寺
務
司
に
つ
い
て
は
『
宋
史
』
巻
一
六
五
の
「
鴻
臚
寺
」
の
項
に
、

在
京
寺
務
司
及
び
提
点
所
は
諸
寺
の
葺
治
の
事
を
掌
す
る
と
記
録
さ
れ

て
い
る
（
中
華
書
局
本
、
第
一
二
冊
、
三
九
〇
三
頁
）。

　
『
宋
会
要
輯
稿
』
の
「
職
官
二
五
・
寺
務
司
」
に
は
、

　
　

�

寺
務
司
、
京
城
の
大
寺
、
殿
宇
、
廊
舍
を
補
葺
す
る
こ
と
を
掌

す
。�

（
第
三
冊
、
二
九
〇
四
頁
、
職
官
二
五
―
八
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

銭
五
百
貫
の
価
値
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、『
続
資
治
通
鑑
長
編
』

巻
一
四
三
の
范
仲
淹
の
奏
上
（
中
華
書
局
本
、
第
一
一
冊
、
三
四
四
〇

頁
）
に
よ
る
と
、
当
時
江
浙
に
は
米
一
碩
あ
た
り
六
百
か
ら
一
貫
で
あ

り
、
都
の
開
府
は
地
方
よ
り
少
し
高
い
（『
宋
史
』
巻
一
七
五
「
食

貨
」、
煕
寧
二
年
〔
一
〇
六
九
〕
の
記
事
、
中
華
書
局
本
、
第
一
三

冊
、
四
二
四
三
頁
）
の
で
、
高
位
の
一
貫
を
採
用
し
換
算
す
る
と
、
米

五
百
碩
（
五
万
升
）
と
な
る
。

�

〈
徳
護
〉

〔
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〕

〈
原
文
〉

五
年
正
月
、
命
宰
臣
章
得
象
、
撰
御
製
伝
法
院
訳
経
碑
後
記
。

〈
訓
読
〉

五
年
正
月
、
宰
臣
章
得
象
に
命
じ
て
、
御
製
伝
法
院
訳
経
碑
後
記
を
撰

せ
し
む
。

〈
解
説
〉

　

慶
暦
五
年
（
一
〇
四
五
）
正
月
、
宰
臣
で
あ
る
章
得
象
に
「
御
製
伝

法
院
訳
経
碑
後
記
」
を
撰
さ
せ
る
と
い
う
勅
命
で
あ
る
。
同
じ
内
容
は

『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
五
四
（
同
、
第
一
二
冊
、
三
七
四
〇
頁
）

に
も
あ
る
。

　

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、「
御
製
伝
法
院
訳
経
碑
記
」
も
あ
っ
た
ら
し

い
が
、〔
250
〕、〔
252
〕
の
夏
竦
撰
「
伝
法
院
訳
経
碑
銘
」
と
の
関
係
は

確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、「
御
製
伝
法
院
訳
経
碑
後
記
」
に
つ
い
て
も

未
詳
で
あ
る
。

　

章
得
象
に
つ
い
て
は
〔
245
〕
を
参
照
。



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

一
〇
五

�

〈
徳
護
〉

〔
255
〕

〈
原
文
〉

三
月
二
十
二
日
、
以
伝
法
院
新
建
御
書
西
竺
声
原
字
母
碑
殿
、
為
乾
華

殿
。

〈
訓
読
〉

三
月
二
十
二
日
、
伝
法
院
に
新
建
せ
る
御
書
西
竺
声
原
字
母
碑
殿
を
以

て
乾
華
殿
と
為
す
。

〈
解
説
〉

　

慶
暦
五
年
（
一
〇
四
五
）
三
月
二
二
日
、
伝
法
院
に
新
し
く
建
て
た

御
書
西
竺
声
原
字
母
碑
殿
を
乾
華
殿
と
為
し
た
と
い
う
記
録
で
あ
る
。

　
「
書
西
竺
声
原
字
母
碑
」
に
つ
い
て
の
記
録
は
な
い
。
前
〔
249
〕
項
に

記
録
さ
れ
た
『
景
祐
天
竺
字
源
』
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
確

認
で
き
な
い
。

�
〈
徳
護
〉

〔
256
〕

〈
原
文
〉

皇
祐
四
年
正
月
八
日
、
参
知
政
事
高
若
訥
進
枢
密
使
、
詔
仍
兼
同
訳
経

潤
文
。�

〈
訓
読
〉

皇
祐
四
年
正
月
八
日
、
参
知
政
事
の
高
若
訥
、
枢
密
使
に
進
み
、
詔
し

て
仍
お
同
訳
経
潤
文
を
兼
ね
し
む
。

〈
解
説
〉

　

皇
祐
四
年
（
一
〇
五
二
）
正
月
八
日
、
参
知
政
事
の
高
若
訥
が
枢
密

使
に
昇
進
し
、
詔
命
に
よ
り
、
慣
例
に
倣
っ
て
同
訳
経
潤
文
を
兼
任
さ

せ
た
。

　

枢
密
使
と
潤
文
の
関
係
は
〔
245
〕
を
参
照
。

　

高
若
訥
（
九
九
七
―
一
〇
五
五
）、
字
は
敏
之
、
諡
は
文
荘
、
本
籍

は
并
州
楡
次
（
山
西
省
）
の
人
、
衛
州
（
河
南
省
）
に
徙
っ
た
。
進
士

と
な
り
、
諸
職
を
歴
任
。『
宋
史
』
巻
二
八
八
の
高
若
訥
伝
に
よ
れ

ば
、
知
識
が
該
博
し
、
史
伝
に
詳
し
く
、
尤
も
好
き
な
も
の
は
韓
非
子

と
管
子
で
あ
り
、
暦
学
に
頗
る
明
る
か
っ
た
が
、
仏
教
に
対
す
る
態
度

は
あ
ま
り
好
意
的
で
は
な
か
っ
た
（
中
華
書
局
本
、
第
二
六
冊
、
九
六

八
五
頁
）。

�

〈
徳
護
〉

〔
257
〕

〈
原
文
〉

至
和
元
年
十
二
月
八
日
、
賜
伝
法
院
訳
経
三
蔵
大
師
法
護
為
普
明
慈
覚

伝
梵
大
師
。
法
護
、
西
天
僧
、
有
戒
行
、
特
以
六
字
師
号
賜
之
。

〈
訓
読
〉

至
和
元
年
十
二
月
八
日
、
伝
法
院
訳
経
三
蔵
大
師
法
護
に
賜
わ
り
て
、



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

一
〇
六

普
明
慈
覚
伝
梵
大
師
と
為
す
。
法
護
は
西
天
の
僧
に
し
て
戒
行
有
り
、

特
に
六
字
の
師
号
を
以
て
之
に
賜
わ
る
な
り
。

〈
解
説
〉

　

至
和
元
年
（
一
〇
五
四
）
一
二
月
八
日
、
伝
法
院
の
訳
経
三
蔵
大
師

法
護
に
普
明
慈
覚
伝
梵
大
師
と
賜
わ
っ
た
。
法
護
は
イ
ン
ド
の
僧
侶
で
、

戒
行
に
優
れ
た
た
め
、
特
に
六
字
の
師
号
を
賜
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

同
様
の
記
事
は
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
五
に
出
る
。

　
　

�

至
和
元
年
、
勅
す
、
三
蔵
法
護
、
戒
徳
高
勝
な
れ
ば
、
特
に
六
字

の
師
号
を
賜
う
べ
し
、
普
明
慈
覚
伝
梵
大
師
と
曰
う
。

�
（
大
正
蔵
四
九
、
四
一
二
ｃ
）

　

法
護
に
つ
い
て
は
〔
226
〕
と
〔
236
〕
を
参
照
。

�

〈
徳
護
〉

〔
258
〕

〈
原
文
〉

神
宗
熙
寧
四
年
三
月
、
廃
印
経
院
。

〈
訓
読
〉

神
宗
煕
寧
四
年
三
月
、
印
経
院
を
廃
す
。

〈
解
説
〉

　

神
宗
煕
寧
四
年
（
一
〇
七
一
）
三
月
、
印
経
院
が
廃
止
さ
れ
た
と
い

う
記
録
で
あ
る
。
印
経
院
は
太
平
興
国
八
年
（
九
八
三
）
に
設
置
さ
れ

（〔
212
〕
参
照
）、
八
八
年
を
経
て
、
廃
止
さ
れ
た
。

　

同
じ
記
事
は
『
宋
会
要
輯
稿
』
の
「
職
官
・
鴻
臚
寺
」
に
は
次
の
よ

う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�

四
年
三
月
十
九
日
、
詔
し
て
印
経
院
を
廃
す
。
其
の
経
板
は
杭
州

に
付
し
、
僧
了
然
に
令
し
て
主
持
せ
し
め
ん
と
す
。
了
然
は
復
ね

て
固
く
辞
す
。
明
年
八
月
、
乃
ち
以
て
京
の
顕
聖
寺
聖
寿
禅
院
に

付
し
、
主
僧
の
懐
謹
に
令
し
て
印
造
し
て
流
行
す
る
こ
と
を
認

む
。�

（
第
三
冊
、
二
九
〇
一
頁
、
職
官
二
五
―
三
）

　

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
官
営
の
印
経
院
を
廃
止
す
る
時
、
印
経
の
経

板
を
地
方
に
与
え
、
印
造
し
て
流
行
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
初
め

了
然
（
不
詳
）
と
い
う
僧
は
断
っ
た
が
、
後
に
京
の
顕
聖
寺
聖
寿
禅
院

の
懐
謹
（
一
〇
一
一
―
一
〇
八
五
、
号
は
智
悟
大
師
）
が
こ
の
事
業
を

引
き
受
け
た
。
顕
聖
寺
の
仏
経
印
刷
に
つ
い
て
は
、
李
富
華
「『
開
宝

蔵
』
研
究
」（
李
富
華
『
漢
文
仏
教
大
蔵
経
研
究
』
所
収
、
六
九
―
九

一
頁
、
宗
教
文
化
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
に
詳
し
い
。

�

〈
徳
護
〉

〔
259
〕

〈
原
文
〉

元
豊
元
年
七
月
九
日
、
詔
故
西
天
訳
経
三
蔵
試
鴻
臚
卿
日
称
賜
諡
曰
闡

教
。
仍
依
法
護
例
遺
恩
度
僧
七
人
、
慧
辨（
辯
カ
）院
歳
増
度
僧
一
人
。

〈
訓
読
〉

元
豊
元
年
七
月
九
日
、
詔
す
、
故
西
天
訳
経
三
蔵
試
鴻
臚
卿
日
称
に
諡



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

一
〇
七

を
賜
わ
り
て
闡
教
と
曰
う
。
仍
お
法
護
の
例
に
依
り
遺
恩
も
て
僧
七
人

を
度
し
、
慧
辯
院
は
歳
に
度
僧
一
人
を
増
す
。

〈
解
説
〉

　

元
豊
元
年
（
一
〇
七
八
）
七
月
九
日
、
詔
し
て
、
亡
く
な
っ
た
西
天

訳
経
三
蔵
試
鴻
臚
卿
日
称
に
闡
教
と
い
う
諡
を
賜
わ
っ
た
。
な
お
以
前

の
法
護
の
例
に
依
り
、
遺
恩
に
よ
り
僧
七
人
を
度
し
、
慧
弁
院
に
は
一

年
の
度
僧
人
数
を
一
人
増
員
し
た
。

　

本
項
と
同
内
容
を
持
つ
〔
125
〕
を
参
照
。

　

な
お
『
景
祐
新
修
法
宝
録
』
巻
一
六
に
、

　
　

�（
大
中
祥
符
六
年
〔
一
〇
一
三
〕）
冬
十
一
月
、
三
蔵
沙
門
施
護
上

言
す
る
に
、
故
慧
弁
三
蔵
法
賢
、
玄
覚
三
蔵
法
天
の
帰
葬
の
所
、

先
に
地
を
賜
わ
る
を
蒙
り
、
慧
弁
禅
院
を
建
つ
。
田
百
余
畝
有
り
、

以
て
衆
僧
に
供
す
。
望
む
ら
く
は
輸
税
を
免
ぜ
ん
こ
と
を
。
詔
し

て
、
之
を
可
す
。�

（
中
華
蔵
北
京
版
七
六
、
五
七
〇
ｃ
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
か
ら
、
慧
弁
院
は
法
賢
と
法
天
の
帰
葬

の
所
で
あ
り
、
法
賢
の
師
号
で
あ
る
慧
弁
三
蔵
に
従
っ
て
慧
弁
院
と
命

名
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

�

〈
徳
護
〉

〔
260
〕

〈
原
文
〉

十
月
三
日
、
参
知
政
事
元
絳
参
定
伝
法
院
新
編
法
宝
籙
（
マ
マ
）。
先
是
、
訳
経

僧
日
称
死
、
同
訳
経
僧
慧
詢
等
皆
不
能
継
、
乞
罷
訳
場
。
乃
詔
令
在
院

習
学
、
続
修
宝
元
以
後
法
宝
籙
（
マ
マ
）、
候
有
通
達
義
理
梵
僧
、
休（
依
カ
）旧
翻
訳
。

而
降（
絳
カ
）因
有
是
命
。

〈
訓
読
〉

十
月
三
日
、
参
知
政
事
元
絳
、
伝
法
院
新
編
法
宝
録
を
参
定
す
。
先
に

是
れ
、
訳
経
僧
日
称
死
し
、
同
訳
経
僧
慧
詢
等
、
皆
な
継
ぐ
こ
と
能
わ

ず
、
訳
場
を
罷
む
る
こ
と
を
乞
う
。
乃
ち
詔
し
て
、
院
に
在
り
て
習
学

し
、
宝
元
以
後
の
法
宝
録
を
続
修
し
て
、
義
理
を
通
達
す
る
梵
僧
有
る

を
候
ち
て
、
旧
に
依
り
て
翻
訳
せ
し
め
ん
と
す
。
而
し
て
絳
に
、
因
り

て
是
の
命
有
り
。

〈
解
説
〉

　

本
記
事
と
同
内
容
の
記
事
は
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
二
九
三
（
中

華
書
局
本
、
第
二
一
冊
、
七
一
七
四
頁
）
に
出
る
。
本
項
で
は
こ
れ
に

基
づ
い
て
一
部
校
訂
を
行
っ
た
。
主
な
異
同
は
次
の
通
り
。「
参
知
政

事
元
絳
」
を
『
長
編
』
で
は
「
命4

参
知
政
事
元
絳
」、「
訳
経
僧
日
称
死
」

を
『
長
編
』
で
は
「
訳
経
僧
日
成4

死
」、「
同
訳
経4

僧
慧
詢
」
を
『
長
編
』

で
は
「
同
訳
僧
慧
詢
」、「
休4

旧
翻
訳
」
を
『
長
編
』
で
は
「
依4

旧
翻

訳
」、「
而
降4

因
有
是
命
」
を
『
長
編
』
で
は
「
而
絳4

因
有
是
命
」。

　

同
年
（
元
豊
元
年
）
一
〇
月
三
日
、
参
知
政
事
の
元
絳
に
伝
法
院
新

編
法
宝
録
の
参
定
の
命
令
が
下
っ
た
。
そ
れ
は
訳
経
僧
の
日
称
が
死
亡

し
、
同
じ
く
訳
経
僧
の
慧
詢
た
ち
に
訳
経
継
続
の
実
力
が
な
い
の
で
、

訳
場
廃
止
が
申
請
さ
れ
た
こ
と
に
由
る
。
し
か
し
、
皇
帝
は
こ
れ
を
認



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

一
〇
八

め
ず
、
訳
経
僧
た
ち
が
伝
法
院
で
学
習
し
な
が
ら
、
宝
元
（
一
〇
三
八

―
一
〇
四
〇
）
以
降
の
法
宝
録
を
修
し
、
仏
教
教
理
に
通
達
す
る
梵
僧

の
出
現
を
待
っ
て
、
ま
た
翻
訳
を
再
開
せ
よ
と
の
勅
命
を
出
し
た
。
そ

の
た
め
、
元
絳
に
伝
法
院
新
編
法
宝
録
を
参
定
す
る
命
令
が
下
さ
れ
た
。

　

元
絳
（
一
〇
〇
八
―
一
〇
八
三
）
は
『
宋
史
』
巻
三
四
三
に
伝
記
が

あ
る
。
字
は
厚
之
、
祖
先
は
臨
川
（
江
西
省
）
の
危
氏
、
唐
末
に
杭
州

に
遷
り
、
祖
父
が
呉
越
の
丞
相
を
務
め
た
こ
と
に
よ
り
、
銭
塘
の
人
と

な
っ
た
。
進
士
で
あ
り
、
諸
職
を
歴
任
。
文
辞
を
巧
み
に
し
、
范
仲
淹

も
彼
の
才
能
を
表
彰
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。（
中
華
書
局
本
、
第
三
一

冊
、
一
〇
九
〇
五
頁
）

　

慧
詢
は
『
仏
祖
統
紀
』
巻
一
七
（
大
正
蔵
四
九
、
二
三
五
ａ
）
と

『
補
続
高
僧
伝
』
巻
三
（
新
纂
続
蔵
七
七
、
七
七
ａ
）
に
伝
記
が
あ
る
。

字
は
謀
道
、
号
は
月
堂
。
八
歳
で
祖
印
院
に
出
家
。
乾
道
年
間
、
南
湖

を
掌
り
、
丞
相
魏
杞
と
道
友
と
な
っ
た
。
淳
熙
六
年
冬
一
〇
月
二
七
日

に
亡
く
な
っ
た
。

　
『
宋
会
要
輯
稿
』「
職
官
・
鴻
臚
寺
」（
巻
三
、
二
九
〇
二
頁
、
職
官

二
五
―
四
）
に
同
じ
内
容
の
記
事
が
あ
る
。

�

〈
徳
護
〉

〔
261
〕

〈
原
文
〉

二
年
六
月
十
一
日
、
参
知
政
事
蔡
確
、
参
定
編
修
伝
法
院
法
宝
籙
（
マ
マ
）。

〈
訓
読
〉

二
年
六
月
十
一
日
、
参
知
政
事
蔡
確
、
伝
法
院
法
宝
録
を
参
定
編
集
す
。

〈
解
説
〉

　

元
豊
二
年
（
一
〇
七
九
）
六
月
一
一
日
、
参
知
政
事
で
あ
る
蔡
確
が

伝
法
院
法
宝
録
を
参
定
し
編
集
し
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
言
う
法
宝
録
は
前
項
の
伝
法
院
新
編
法
宝
録
と
同
じ
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

　

蔡
確
（
一
〇
三
七
―
一
〇
九
三
）
に
つ
い
て
は
『
宋
史
』
巻
四
七
一

「
奸
臣
」（
中
華
書
局
本
、
第
三
九
冊
、
一
三
六
九
七
頁
）
に
伝
記
が
あ

る
。
字
は
持
正
、
泉
州
晋
江
（
福
建
省
）
の
人
。
進
士
に
合
格
し
た
後
、

諸
職
を
歴
任
し
た
。
智
数
が
あ
り
、
細
行
は
謹
ま
ず
と
記
さ
れ
た
。
貶

所
で
卒
し
た
。

　
『
宋
会
要
輯
稿
』「
職
官
・
鴻
臚
寺
」（
巻
三
、
二
九
〇
二
頁
、
職
官

二
五
―
五
）
に
同
じ
内
容
の
記
事
が
あ
る
。

�

〈
徳
護
〉

〔
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〕

〈
原
文
〉

三
年
十
月
九
日
、
詳
定
官
制
所
言
、
訳
経
僧
官
、
有
授
試
光
禄
、
鴻
臚

卿
少
卿
者
。
今
除
散
階
已
罷
外
、
其
帯
少
卿
官
名
実
有
妨
礙
。
欲
乞
以

授
試
卿
者
改
賜
訳
経
三
蔵
大
法
師
、
試
少
卿
者
改
賜
訳
経
三
蔵
法
師
、

其
師
号
及
請
俸
之
類
並
依
旧
。
詔
、
試
卿
者
改
賜
六
字
法
師
、
試
少
卿



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

一
〇
九

者
四
字
、
並
冠
訳
経
三
蔵
、
余
依
旧
。

〈
訓
読
〉

三
年
十
月
九
日
、
詳
定
官
制
所
言
く
、
訳
経
の
僧
官
に
試
光
禄
と
鴻
臚

に
卿
と
少
卿
を
授
く
る
者
有
り
。
今
、
散
階
は
已
に
罷
め
る
を
除
き
て

外
、
其
の
少
卿
の
官
名
を
帯
び
れ
ば
、
実
に
妨
礙
有
り
。
試
卿
を
授
く

る
者
を
以
て
改
め
て
訳
経
三
蔵
大
法
師
を
賜
わ
り
、
試
少
卿
の
者
は
改

め
て
訳
経
三
蔵
法
師
を
賜
わ
り
、
其
の
師
号
及
び
請
俸
の
類
並
べ
て
旧

に
依
る
を
乞
わ
ん
と
欲
す
。
詔
し
て
、
試
卿
の
者
は
改
め
て
六
字
の
法

師
を
賜
わ
り
、
試
少
卿
の
者
は
四
字
、
並
べ
て
訳
経
三
蔵
を
冠
せ
よ
、

余
は
旧
に
依
る
べ
し
。

〈
解
説
〉

　

元
豊
三
年
（
一
〇
八
〇
）
一
〇
月
九
日
、
詳
定
官
制
所
が
進
言
す
る

に
、
訳
経
を
務
め
る
僧
官
に
は
試
光
禄
卿
と
少
卿
、
試
鴻
臚
卿
と
少
卿

を
授
け
た
人
が
あ
る
が
、
今
は
職
務
の
な
い
位
階
を
廃
止
し
、
そ
れ
ら

の
卿
と
少
卿
の
官
名
も
実
際
に
は
妨
げ
が
あ
る
の
で
、
試
卿
を
授
け
た

者
に
は
改
め
て
訳
経
三
蔵
大
法
師
の
号
を
賜
い
、
試
少
卿
の
者
に
は
訳

経
三
蔵
法
師
の
号
を
賜
い
、
其
の
師
号
と
俸
禄
の
事
は
す
べ
て
従
来
通

り
と
の
願
い
出
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
試
卿
は
六
字
の
師
号
、

試
少
卿
は
四
字
の
師
号
を
賜
い
、
ま
た
訳
経
三
蔵
の
称
号
を
冠
し
、
ほ

か
は
元
の
ま
ま
に
せ
よ
と
の
詔
勅
が
下
っ
た
。

　

こ
の
内
容
は
『
宋
会
要
輯
稿
』「
職
官
・
鴻
臚
寺
」（
第
三
冊
、
二
九

〇
二
頁
、
職
官
二
五
―
五
）、『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
三
〇
九
（
中
華

書
局
本
、
第
二
一
冊
、
七
五
〇
六
頁
）、『
皇
宋
通
鑑
長
紀
事
本
末
』
巻

八
〇
（
黒
龍
江
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
第
三
冊
、
一
四
二
五
頁
）

に
ほ
ぼ
同
様
の
記
事
が
あ
る
。

　

試
光
禄
卿
と
少
卿
、
試
鴻
臚
卿
と
少
卿
と
は
、〔
125
〕
と
〔
214
〕
を

参
照
。

　

詳
定
官
制
所
は
、
龔
延
明
『
宋
代
官
制
辞
典
』（
中
華
書
局
、
二
〇

〇
七
年
、
一
〇
〇
頁
）
に
よ
る
と
、
元
豊
三
年
六
月
一
五
日
に
設
置
さ

れ
（『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
三
〇
五
）、
元
豊
五
年
九
月
二
三
日
に
廃

止
（
同
、
巻
三
二
九
）。
元
豊
改
革
の
時
に
、
官
名
制
度
の
草
案
を
起

草
す
る
機
構
で
あ
る
。

　

元
豊
の
改
革
に
際
し
て
、
僧
官
制
度
も
同
様
に
、
改
革
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

�

〈
徳
護
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〔
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〕

〈
原
文
〉

五
年
七
月
八
日
、
詔
訳
経
潤
文
使
、
同
訳
経
潤
文
並
罷
、
自
今
令
礼
部

尚
書
領
之
、
廃
訳
経
使
司
印
。

〈
訓
読
〉

五
年
七
月
八
日
、
詔
す
、
訳
経
潤
文
使
と
同
訳
経
潤
文
並
べ
て
罷
め
、

今
よ
り
礼
部
尚
書
を
し
て
之
を
領
せ
し
め
、
訳
経
使
司
の
印
を
廃
す
べ

し
。



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
一
〇
）（
永
井
）

一
一
〇

〈
解
説
〉

　

元
豊
五
年
（
一
〇
八
二
）
七
月
八
日
、
詔
し
て
、
訳
経
潤
文
使
と
同

訳
経
潤
文
を
共
に
廃
止
し
、
以
後
礼
部
尚
書
の
所
管
と
し
、
訳
経
使
司

の
印
は
廃
止
す
る
と
し
た
。

　
『
宋
会
要
輯
稿
』「
職
官
・
鴻
臚
寺
」（
第
三
冊
、
二
九
〇
二
頁
、
職

官
二
五
―
五
）、『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
三
二
八
（
中
華
書
局
本
、
第

二
二
冊
、
七
八
九
五
頁
）
に
同
内
容
の
記
事
が
あ
る
。

　

同
訳
経
潤
文
や
訳
経
使
司
に
つ
い
て
、『
宋
代
官
制
辞
典
』（
前
掲
書
、

三
二
一
頁
）
に
は
、
訳
経
使
兼
潤
文
は
名
誉
職
で
あ
る
が
、「
訳
経
潤

文
使
司
」
の
官
印
の
み
存
す
る
と
あ
る
。

�

〈
徳
護
〉

〔
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〈
原
文
〉

淳
熙
二
年
二
月
二
十
三
日
、
伝
法
院
智
覚
言
、
本
院
原
係
東
京
右
街
太

平
興
国
寺
伝
法
院
、
自
詔（

紹
カ
）興
初
間
、
僧
衆
随
従
車
駕
至
此
、
興
建
仏
殿

寺
宇
。
乞
賜
太
平
興
国
伝
法
寺
為
額
。
従
之
。

〈
訓
読
〉

淳
煕
二
年
二
月
二
十
三
日
、
伝
法
院
の
智
覚
言
く
、
本
院
は
原
よ
り
東

京
右
街
の
太
平
興
国
寺
伝
法
院
に
係
る
。
紹
興
の
初
め
の
間
よ
り
、
僧

衆
、
車
駕
に
随
従
し
て
此
に
至
り
、
仏
殿
寺
宇
を
興
建
せ
り
。
乞
う
ら

く
は
太
平
興
国
伝
法
寺
を
賜
わ
り
、
額
と
為
さ
ん
こ
と
を
。
之
に
従
う
。

〈
解
説
〉

　

淳
煕
二
年
（
一
一
七
五
）
二
月
二
三
日
、
伝
法
院
の
智
覚
が
進
言
し

て
、
伝
法
院
は
元
は
東
京
右
街
に
あ
っ
た
太
平
興
国
寺
伝
法
院
で
あ

る
。
紹
興
初
期
に
朝
廷
が
南
遷
す
る
に
従
っ
て
、
僧
侶
た
ち
も
こ
こ
に

き
て
、
仏
殿
寺
宇
を
興
建
し
た
。
伝
法
院
に
太
平
興
国
伝
法
寺
の
寺
額

を
賜
わ
り
た
い
と
願
い
出
て
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
た
。

　

南
宋
の
伝
法
院
に
つ
い
て
は
、『
咸
淳
臨
安
志
』
巻
七
六
に
は
、

　
　

�

太
平
興
国
伝
法
寺
、
佑
聖
観
の
東
に
在
り
。
先
に
是
れ
東
京
の
太

平
興
国
寺
に
伝
法
院
有
り
、
紹
興
の
初
め
に
普
照
大
師
徳
明
、
駕

に
随
い
南
渡
し
、
乞
う
て
院
を
建
つ
。
淳
煕
二
年
、
慧
弁
大
師
智

覚
、
奏
請
す
る
に
、
始
め
て
太
平
興
国
伝
法
寺
の
額
を
賜
わ
れ
り
。

淳
祐
七
年
、
御
扁
及
び
飛
天
法
輪
宝
蔵
の
六
字
を
以
て
賜
わ
る
。

�

（『
宋
元
方
志
叢
刊
』
中
華
書
局
本
、
第
四
冊
、
四
〇
四
〇
頁
）

と
記
さ
れ
る
。
ま
た
、『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三
に
、「
今
の
臨
安
の
伝
法

院
は
、
即
ち
東
都
の
訳
経
院
な
り
。
今
は
但
だ
入
内
道
場
の
法
事
を
供

奉
す
る
の
み
」（
大
正
蔵
四
九
、
三
九
八
ｃ
）
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
徳
護
担
当
分
に
つ
い
て
は
本
学
大
学
院
修
士
課
程
修
了
の
小
川

佑
次
氏
の
助
言
が
あ
っ
た
。

�

〈
徳
護
〉


